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多職種参加型リスクマネジメント研修受講者の意識に関する検討
－介護事故に対するリスクマネジメント課題と分析－

牛田　篤
富山福祉短期大学社会福祉学科
（2014.9.26受稿，2014.10.31受理）

要旨
本研究では、多職種参加型リスクマネジメント研修受講者のA 県 B 市 C 介護老人保健施設における職

員を対象とし、勤務先での介護事故に対するリスクマネジメントに関する課題をアンケート調査した。そ
して、自由記述の回答に関してテキストマイングを用いて分析した結果、対象者のリスクマネジメントに
関する課題として、利用者、職員、転倒、リスク、センサー、意識といった言語が抽出された。さらに、
共起ネットワーク分析から、利用者、転倒、センサー、対応での共起関係の強さが示唆された。

よって、本研究では、利用者の転倒というリスクマネジメント課題に対し、職員やセンサーに意識があ
ることが可視化された。そこで、転倒に対して職員はセンサーに頼る対応ではなく、各専門職の利用者に
対する専門的なアセスメントから、どのように利用者のADL の状態を適切に把握した見守り方法が可能
か検討し、多職種連携を重点においた見守り方法の検討が必要といえる。

その際、多職種参加型の職員研修を行う上で、各専門職の専門的知識に基づくアセスメントをグループ
ワークで行うことが重要と考える。一職種のみでなく、複数の専門職連携による専門的なアセスメントに
よって、利用者の状態に応じたリスクを抽出し、具体的な見守り方法を実施することで、介護事故に対す
るリスクマネジメントの課題改善に寄与すると考える。

キーワード：介護事故、リスクマネジメント、介護老人保健施設、多職種参加型研修 

1. はじめに
本研究では、介護老人保健施設における介護事

故に対するリスクマネジメントの課題について、
Inter-Professional Work（IPW）に基づく多職種
参加型研修受講者に焦点を当てて論じる。これま
で、「介護老人保健施設におけるリスクマネジメ
ントのあり方に関する調査研究」（平成 13 年度）
では、最も多い事故は転倒・転落であり、事故内
容別の発生比は全体の73.3％を占めていた。さら
に、2014 年 1 月現在 CiNii における国内論文検索
では、「介護老人保健施設」、「リスクマネジメン
ト」の二語を対象とした際、15 件の論文が検索
され、その中で「転倒」をタイトルとした論文は
2 本であった。一方、それらの論文においては、
実態調査に伴う職員の回答した意識から、その課
題と改善に向けての研修方法を検討するまでの研
究は行われていない。

このような背景から、本研究では実態調査の結
果から、課題と具体的な改善に向けての研修方法
を検討する。その際、医療保健福祉の実践におい
ては、近年はIPW といった観点、つまり専門職
連携が重要とされている。先行研究として、CiNii

（国立情報学研究所学術情報ナビゲータ）では、
「IPW」の一語に関して、2014 年 1 月現在におけ
る国内論文検索の結果、医療保健福祉の領域を除
く他の領域も含めて88 件であり、主な内容は医
療や看護、保健分野であった。一方、福祉分野
においては、在宅をテーマにしたIPW の論文が
論じられている。しかし、在宅復帰を目指す施設
におけるIPW の観点も重要であるが、在宅復帰
を支援する介護老人保健施設におけるIPW の論
文は「IPW」、「介護老人保健施設」の二語で検
索すると該当がなく、この点から論じられていな
い。

よって、本研究では、多職種参加型リスクマ
ネジメント研修受講者の意識に関する検討を行
い、介護老人保健施設の職員における介護事故に
対するリスクマネジメントに関する課題について
検討する。

2. 目的
本研究では、A 県 B 市 C 介護老人保健施設に

おける職員の中から、多職種参加型リスクマネジ
メント研修受講者を対象とし、介護事故に対する
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リスクマネジメントについて、アンケート調査
を行う。そして、質問項目に関する記述統計を用
いた量的分析および自由記述に関してテキストマ
イングを用いた質的分析を行う。対象者の介護事
故に対するリスクマネジメントに関する実態から
言語を考察し、職員の前述の課題として意識する
抽出語を可視化する。そこから、介護老人保健施
設における介護事故に対するリスクマネジメント
に関して、IPW の観点から考察することを第一の
目的とする。さらに、第一の目的に関して、多職
種参加型研修についての実施方法について考察す
ることを第二の目的とする。

3. 方法
3.1　対象

A 県 B 市 C 介護老人保健施設において常勤雇
用にて勤務する多職種参加型リスクマネジメント
研修受講者の介護職、リハビリ職、看護職、医
師等の常勤職員 66 名を対象とする。

3.2　調査期間
平成 26 年 1 月～平成 26 年 2 月

3.3　場所
A 県 B 市 C 介護老人保健施設に隣接する同法

人 D デイサービスセンター内

3.4　調査方法
調査期間は、2014 年 1 月から2 月に実施した。

配票調査法にて、アンケート調査を実施した。
アンケート調査の依頼については、多職種参加型
研修を実施する前に施設長、副施設長等の管理者

を訪問して了解を得た。その後、質問紙を配票調
査法にて対象者に依頼し、管理者の協力を得て回
収を行った。質問紙の項目は、職員の基本属性

（職種・年齢・勤続年数）の質問項目および施設
内又は施設外でのリスクマネジメント研修の参加
有無、「リスクマネジメントに関して、（勤務す
る）施設での課題を具体的に教えてください」と
いう自由記述項目のアンケート調査を行うことと
した。

3.5　倫理的配慮
本研究の倫理的配慮について、研究対象者には

口頭および文書にて事前説明と同意を得て実施し
た。また、本研究は本人を特定できないようにア
ンケート調査は無記名で実施した。さらに、施設
名等の表記はアルファベットで処理した。

4. 結果
本研究では、対象者に対する質問項目につい

て、記述統計を用いた量的分析、自由記述に関す
るテキストマイニングを用いた質的分析として共
起ネットワーク分析を行い、以下の結果が抽出
された。なお、本アンケート調査は66 名に配布
し、66 名から回答を得た。

4.1　記述統計の分析結果
対象者に関する統計分析について以下の通りで

ある。
職員の基本属性に関して、表 1 の通り66 名の

うち職種は介護職 39 名（59.1％）、看護職 13 名
（19.7％）、相談職 3 名（4.5％）、リハビリ職 6 名
（9.1％）、その他 5 名（7.6％）である。

表 1　対象者の職種
参加者数 比率（％）

職種

介護職 39 59.1
看護職 13 19.7
相談職 3 4.5
リハビリ職 6 9.1
その他 5 7.6

表 2　対象者の年齢
参加者数 比率（％）

年齢

20 代 14 21.2
30 代 19 28.8
40 代 15 22.7
50 代 10 15.2
60 代以上 8 12.1
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表 2 の通り、年齢は20 代 14 名（21.2％）、30
代 19 名（28.8 ％）、40 代 15 名（22.7 ％）、50 代
10 名（15.2％）、60 代 8 名（12.1％）である。

表 3 の通り、勤続年数は1 年未満 8 名（12.1 
％）、1 年以上 2 年未満 4 名（6.1％）、2 年以上
3 年未満 4 名（6.1％）、3 年以上 5 年未満 13 名

（19.7％）、5 年以上 7 年未満 3 名（4.5％）、7 年
以上 10 年未満 10 名（15.2％）、10 年以上 15 年
未 満 14 名（21.2 ％）、15 年 以 上 10 名（15.2 ％）
である。

また、施設内又は施設外でのリスクマネジメン
ト研修の参加有無に関する回答は以下の通りであ
る。

表 4 の通り、リスクマネジメント研修に参加
したことがある21 名（31.8％）、参加したことが
ない43 名（65.2％）、未回答 NA2 名（3.0％）で

ある。
さらに、各基本属性と施設内又は施設外でのリ

スクマネジメント研修の参加有無に関するクロス
集計の回答は以下の通りとである。その際、年齢
と勤続年数には相関関係がある為、勤続年数のみ
クロス集計を行った。

表 5 の通り、施設内又は施設外でのリスクマネ
ジメント研修の参加有無と職種の関係では、参
加したことがある職種は、介護職 13 名、看護職
5 名、相談職 2 名、その他 1 名である。一方、参
加したことがない職種は、介護職 25 名、看護職
7 名、相談職 1 名、リハビリ職 7 名、その他 3 名
であった。また、未回答 NA2 名は介護職 1 名、
看護職 1 名である。

リハビリ職では、回答者全員が参加したことが
ないといった回答である。

表 3　対象者の勤続年数
参加者数 比率（％）

勤続年数

1 年未満 8 12.1
1 年以上 2 年未満 4 6.1
2 年以上 3 年未満 4 6.1
3 年以上 5 年未満 13 19.7
5 年以上 7 年未満 3 4.5
7 年以上 10 年未満 10 15.2
10 年以上 15 年未満 14 21.2
15 年以上 10 15.2

表 4　対象者の研修参加の有無
参加者数 比率（％）

研修の参加の有無
参加したことがある 21 31.8
参加したことがない 43 65.2
NA 2 3.0

表 5　対象者の研修参加の有無と職種の関係
職種

合計介護職 看護職 相談職 リハビリ職 その他

研修の参加
の有無

参加したことがある 13 5 2 0 1 21
参加したことがない 25 7 1 6 4 43
NA 1 1 0 0 0 2

合計 39 13 3 6 5 66
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表 6 の通り、勤続年数と施設内又は施設外での
リスクマネジメント研修の参加有無の関係では、
参加したことがある勤続年数は、1 年以上 2 年未
満 2 名、3 年以上 5 年未満 3 名、7 年以上 10 年
未満 5 名、10 年以上 15 年未満 7 名、15 年以上 4
名であった。一方、参加したことがないは、1 年
未満 8 名、1 年以上 2 年未満 2 名、2 年以上 3 年
未満 4 名、3 年以上 5 年未満 9 名、5 年以上 7 年
未満 3 名、7 年以上 10 年未満 5 名、10 年以上 15
年未満 7 名、15 年以上 5 名である。また、未回
答 NA2 名は3 年以上 5 年未満 1 名、15 年以上 1
名である。

1 年未満 8 名、2 年以上 3 年未満 4 名、5 年以
上 7 年未満の勤続年数では、回答者全員が参加

したことがないとの回答である。

4.2　抽出語と共起ネットワーク分析の結果
自由記述に関して、テキストマイニングを用

いた分析から、抽出語と共起ネットワーク分析の
結果は以下の通りである。自由記述は同様の内容
を類型化した。（表 7 参照）さらに、自由記述か
ら、リスクマネジメントの課題に関して、387 語
の異なり言語が抽出される（以後、抽出語）。そ
の際、出現回数 5 回以上の抽出語は表 8 の通り
である。主に利用者 15 回、職員 14 回、転倒 14
回、リスク 12 回、センサー 10 回、意識 10 回等
の出現回数である。

表 6　対象者の研修参加の有無と勤続年数の関係
勤続年数

合計
1 年未満 1 年以上

2 年未満
2 年以上
3 年未満

3 年以上
5 年未満

5 年以上
7 年未満

7 年以上
10 年未満

10 年以上
15 年未満 15 年以上

研 修 に
参 加 の
有無

参加したことがある 0 2 0 3 0 5 7 4 21
参加したことがない 8 2 4 9 3 5 7 5 43
NA 0 0 0 1 0 0 0 1 2

合計 8 4 4 13 3 10 14 10 66

表 7　対象者のリスクマネジメントに関する課題
自由記述の内容

・センサー音（日勤帯）でなれてしまっている節がある
・記録の残し方
・職員のリスクに対する意識
・情報の伝達・共有がうまく機能していない
・利用者個人の尊厳と尊重するあまり身体的拘束や行動範囲の監視などがおきていないか再検討する
・同じ事故が起きている事が多い
・転倒リスクが高い方の情報共有
・利用者の身体状況などの情報の把握の重要性に対する意識に差がある
・1 度起きてしまった事故やヒヤリ・ハット報告を次の教訓として生かされていない
・転倒が多い、見守りが行き届かない

表 8　抽出語と出現回数（5 回以上の出現回数の抽出語を表記）
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
利用者 15 情報 7
職員 14 思う 6
転倒 14 事故 6

リスク 12 人 6
対応 12 報告 6

センサー 10 確認 5
意識 10 危険 5
共有 9 高い 5
多い 9 対策 5

見守る 8
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図 1　6 回以上の出現回数の抽出語に関する共起ネットワーク

共起ネットワーク分析結果より、図 1 の通り、
抽出語において利用者、職員、転倒、リスク、セ
ンサー、意識等での共起を可視化するとともに、
また職員、情報、共有についても共起が可視化す
る。

5. 考察
5.1　記述統計の分析に関する考察

記述統計の分析結果から、基本属性は前述の通
り各職種、年齢、勤続年数から回答データを得る
ことができた。その際、各職種、勤続年数と施設
内又は施設外でのリスクマネジメント研修の参加
有無の関係では、職種によって参加状況が異なっ
ていた。参加したことがある職種においては、回
答専門職の参加者割合から考察した場合、看護
職、相談職、介護職の順に多かった。一方、参
加したことがない職種もあった。また、勤続年数
によっても参加状況が異なっていた。そして、必
ず何年目以上の勤続年数の職員は全員がリスクマ
ネジメント研修に参加しているという状況ではな
いが、参加者 16 名（51.4％）は7 年以上の勤続
年数であった。ただし、まだ1 年未満 8 名、2 年
以上 3 年未満 4 名といった勤続年数が少ないこと

から、リスクマネジメントの知識と技術を学ぶ必
要性が高いといえる職員層に参加経験がないとい
う実態は、現状の課題として考えられる。

前述の課題に対し、介護事故に対するリスクマ
ネジメントに関して、施設内においてどの職種や
勤続年数層においても参加経験がある環境を整え
るためには、どのように今後の研修体制を構築
し、各専門職の知識と技術を活用したアセスメン
トに基づく共通認識を持つか重要な観点である。

5.2　抽出語と共起ネットワーク分析に関する考
察
共起ネットワーク分析結果より、前述の課題

に関する自由記述について、抽出語は先行研究
と同様、転倒の出現回数が多かったことから、介
護老人保健施設において転倒のリスクマネジメン
トは重要な観点である。さらに、リスク、セン
ター、意識の出現回数が多く、共起ネットワー
クの分析において、利用者、職員、転倒、リス
ク、センサー、意識等での共起が可視化された。
その際、職員は施設の課題として、利用者、転
倒、センサー、対応での共起が強く関係してい
た。一方、職員、情報、共有での共起が可視化
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されたことから、職員は利用者の転倒という課題
に関して、センサーでの対応を基本としていてい
る現状があり、今後はどのように職員の情報共有
を行い改善するか、その点が課題であると意識し
ていることが示唆された。この傾向は、今後さら
に複数の介護老人保健施設においても同様の調査
を行い、受講者のデータから検討することが必要
であろう。

5.3　多職種参加型に関する考察
多職種参加型の受講者を本調査対象とし、介

護事故に対するリスクマネジメントに関して、前
述のアンケート調査を行うことで、より各職種が
共通認識の機会を持ち、介護事故に対する具体的
なリスクマネジメントの検討を行う必要があると
考える。各職種とも必要なリスクマネジメントの
知識であっても、研修参加の状況、その知識や認
識に各差が生じていた。介護事故は、利用者本位
の介護サービスを提供する際、できる限り起こら
ない事が望ましい。その為、未然に予防すること
が重要であり、見守り方法の改善、ヒヤリハット
や事故報告書などによる申し送りを用いた職員間
での情報共有、KYT（危険予知トレーニング）等
を用いた職員研修によって対応することが基本的
な対策といえよう。

一方、職員の適切な見守り方法の知識と技術の
ない状況で、日頃のリスクマネジメントを行なっ
た場合、ヒヤリハットや事故報告書の情報共有
について、介護事故の防止を意識するあまり、利
用者に対する安易な身体拘束、行動の抑制を促す
声かけや関わり方を行ってしまう傾向となる。そ
れは、監視や管理の観点であり、本来の介護老人
保健施設での在宅復帰を目指した多職種連携によ
るリハビリテーションによって利用者の機能回復
を提供する介護サービスから乖離するといえよ
う。つまり、介護老人保健施設におけるリスクマ
ネジメントの質の改善は単純に介護事故の件数を
減少させただけで評価はできないといえよう。

在宅生活に繋ぐ支援を行う介護老人保健施設で
は、様々な専門職によって利用者の機能回復を目
的とした取り組みがプログラム化されるからこ
そ、介護事故に対するリスクマネジメントにおい
ても専門職連携し、各専門職で検討した適切な見
守りを行うことが重要であると考える。その機会
として、多職種参加型の研修は重要であり、グ
ループワークを用い、各専門職の専門的なアセ
スメントを情報共有するとより効果的である考え
る。

今後は、介護事故に対するリスクマネジメン
トの課題をどのように認識しているかを検討する
だけでなく、多職種参加型の研修方法とその効果
を研究することも、前述の改善策を検討する上で
貴重な研究となるだろう。

6. 結論
本研究では、介護老人保健施設における介護事

故に対するリスクマネジメントの課題として、記
述統計から職種や勤続年数によって回答者数のば
らつきがありながらも、43 名（65.2％）との回答
者は、施設内や外部でのリスクマネジメント研
修に参加したことがないという課題が明らかと
なった。そして、抽出語および共起ネットワーク
分析から、利用者の転倒、センサー、職員の対
応、意識という課題が示唆された。

よって、職員は転倒という課題に対して、セン
サーという物による手段をリスクマネジメントの
基本とするのではなく、各専門職の利用者に対す
る専門的なアセスメントから、利用者のADL の
状態を適切に把握し、どのような見守りが必要で
あり、専門職連携できるか検討することが重要な
観点であると考える。つまり、IPW および多職
種連携を重点においた見守り方法の検討を行い、
お互いの専門的な情報をしっかりと情報共有する
意識が必要と考える。また、その一手法として、
定期的に施設内での多職種参加型の職員研修を行
い、各専門職から利用者の状態に応じたリスクを
抽出し、具体的に見守り方法を検討することで、
どの職種や勤続年数においてもリスクマネジメン
ト研修参加が可能となり、介護事故に対するリス
クマネジメント課題の改善に寄与すると考える。

しかしながら、本研究は先行研究およびA 県 B
市 C 介護老人保健施設の一施設のみのアンケー
ト調査結果から論じている。この点は、本研究の
限界であり、今後の課題として、他の施設におけ
る同様の設定条件によるアンケート調査を行い、
比較調査および追跡調査が必要である。
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Studies on the consciousness of people who participated in 
the inter-professional work participatory risk management 

ー The risk management challenge of professional staff 
concerning care-accidents of a long-term care  

health facility ー

Atsushi USHIDA
Department of Social Welfare, Toyama College of Welfare Science

Abstract
This study is the study of consciousness of the people who participated in the inter-professional work 

participatory risk management.In this study, it was considered a risk management challenge for care-
accidents in the profession of a long-term care health facility. 

Challenges of risk management for the professional staff concerning care-accidents of a long-term 
care health facility were the corresponding awareness of staff and being sensor-enabled. This study 
was analyzed using text mining. As a result, challenges of risk management for the professional staff 
concerning care-accidents of a long-term care health facility was corresponding awareness of staff and 
being sensor-enabled.

To improve the problem, I think that we need inter-professional work; evaluation specialists are 
important. Therefore, the possibility to participate in the training of the inter-professional work 
participatory risk management is important.

Keywords:   care-accidents, risk management, long-term care health facility, inter-professional work 
participatory
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「富山型デイサービス」が地域の福祉拠点となるための課題と方向性
－「従来型デイサービス」と「富山型デイサービス」の比較調査から－

宮嶋　潔
富山福祉短期大学社会福祉学科
（2014.9.26受稿，2014.10.31受理）

要旨
本研究は、共生型施設として全国にも広がっている「富山型デイサービス」が、これからの地域福祉の

推進において、地域の福祉拠点となりうるのではないかとの仮説により、その検証を目的とした。ボラン
ティアの受け入れ状況や地域との関係性などに焦点をあて、「従来型デイサービス」との比較を通して分析
を行った。その結果、「富山型デイ」が地域福祉の拠点となりうる可能性が見えてきた。ハード（場）と
ソフト（福祉専門機関）を兼ね備えた「富山型デイサービス」は従来の地域福祉の拠点として考えられて
いた公民館などに代わるものである。「富山型デイサービス」が持つ、子供や障害者、高齢者が集う独特
な「場」は、居場所であり、一時避難場所であり、社会参加や就労の場でもある。そこに地域住民が交わ
ることにより、まさに地域福祉の実践の「場」となりうる。

しかしながら、すべての「富山型デイサービス」が拠点になりうるためには、いくつかの整備が必要で
ある。その方策として考えたのは、（1）地域ケア会議の開催、（2）行政からの支援、（3）地域相談員の設
置の3 点である。

キーワード：富山型デイサービス、ふれあいコミュニティ・ケアネット 21、地域福祉、拠点

1. はじめに
1993（平成 5）年 7 月、富山県内にて民間デイ

ケアハウス「このゆびとーまれ」が開所した。民
家を改修した小規模な建物で、利用者を限定せ
ず、地域の身近な場所でデイサービスを提供した

「このゆびとーまれ」は、既存の縦割り福祉には
ない柔軟なサービスの形として開設当初から「富
山型デイサービス」として全国的に注目され、行
政の支援も徐々に増える中で県内だけでなく全国
にも「共生型施設」として現在も広まっている。

こうしたなか、A 県では、年齢や障害の有無に
かかわらず、住み慣れた地域でサービスを受けら
れる「富山型デイサービス」と、地域住民が見
守りやゴミ出し等の個別支援を行う「ふれあいコ
ミュニティ・ケアネット 21」事業を地域福祉推
進の2 つの柱としてA 県独自の事業として展開し
ている。

地域福祉の視点から見ても、地域において、そ
の人らしい生活を実現するためには、介護保険
サービス等のフォーマルな支援と地域住民等によ
るインフォーマルな支援の両方からの支援が必要
であり、上記の「富山型デイサービス」や「ふ
れあいコミュニティ・ケアネット 21」が車の両
輪のごとく地域で展開される必要がある。

しかしながら、それぞれが地域において別々に
展開されている現状がある。一方、全国的には、
2015（平成 27）年の介護保険制度の改正におい
て、地域包括ケアの推進が重要視されており、地
域におけるフォーマルサービスとインフォーマル
サービスの有機的な連携の構築を目指している。

本研究では、A 県におけるこれからの地域福
祉の推進において「富山型デイサービス」の特性
を活かし、地域福祉推進の拠点になりうるとの仮
説をたて、その課題と方向性を探るとともに、全
国に広がっている「共生型施設」の可能性につい
て考察を試みるものである。また、「富山型デイ
サービス」に関する研究については、子どもから
高齢者までを対象とした特徴に焦点を当てた研究
はあるが、今回のように地域福祉を推進するため
の拠点として捉えた研究は見当たらなかった。こ
のことからも、本研究の意義は大きいと思われ
る。

なお、本研究はA 県における「とやま地域共
生型福祉推進特区調査検討委員会」での「デイ
サービスの実態調査報告書」（1）における筆者の
執筆担当部分に加筆修正を加えたものである。

「富山型デイサービス」が地域の福祉拠点となるための課題と方向性
－「従来型デイサービス」と「富山型デイサービス」の比較調査から－
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2. 研究目的
本研究は、「富山型デイサービス（以下「富山

型デイ」）」が、いわゆるフォーマルサービスに加
え、インフォーマルなサービス等も数多く実施
しているとの推測から、その実施状況の実態を
調査し、「従来型デイサービス（以下「従来型デ
イ」）」との比較を通して、地域との関係性につい
て、ボランティアの受け入れ状況や「ふれあい
コミュニティ・ケアネット 21 活動（以下「ケア
ネット活動」）」、地域包括支援センター等との連
携に焦点をあて、「富山型デイ」が地域の福祉拠
点として、どのような役割を果たし、また、どの
ような課題があるのかを明らかにするとともに、
今後の方向性を示すことを目的とする。

3. 調査の対象と方法および回答数
3.1　調査対象
「従来型デイ」については、A 県内の通所介護

事業所として登録している全 310 か所、「富山型
デイ」については、富山ケアネットワークに加入
している事業者も含め、全 99 カ所を対象とした

（共に平成 26 年 1 月 1 日現在）。

3.2　調査方法
本研究の調査については、筆者が委員となって

いるA 県の「とやま地域共生型福祉推進特区調
査検討委員会」における調査を活用した。

具体的には、「従来型デイ」、「富山型デイ」と
もにA 県が管理している名簿に記載してある事
業所のすべてを対象に郵送調査により実施した。
調査期間は、平成 26 年 2 月 17 日（月）から2 月
28 日（金）とし、従来型デイについては、富山
福祉短期大学が調査票の郵送及び回収、集計を担
当（筆者が主担当）し、富山型デイについては、

日本福祉大学が担当した。

3.3　分析方法
「従来型デイ」、「富山型デイ」における、独自

事業やインフォーマルサービスの実施状況、ボ
ランティアの受け入れ状況、地域との関係性など
について集計・比較を通して、富山型デイの特性
と可能性について分析を試みた。

3.4　倫理的配慮
回答については、無記名とし、施設・事業所が

特定できないように配慮した。また、調査票に研
究の趣旨・方法等の説明文を記載し、承諾できる
場合に、調査票に記載し返信封筒での返送を依頼
した。なお、調査実施主体のA 県には研究に使
用する旨の了解を得ているものである。

3.5　回答数
「従来型デイ」については、202 カ所（回収率

65.2％）、「富山型デイ」については、64 か所（回
収率 64.0％）であった。

4. 調査結果
4.1　法人種別（表 1）
「従来型デイ」については、施設併設型も多

いため社会福祉法人が最も多く（37.1％）、続い
て、介護保険法施行後の規制緩和により、民間
事業者と呼ばれる株式会社（30.2％）や有限会社

（15.8％）が多くなっている。
一 方、「 富 山 型 デ イ 」 については、NPO が

半数以上（51.6％）を占めているが、株式会社
（20.3％）も多い。また、宗教法人が実施（4.7％）
している点は特徴的である。

表 1　法人種別
従来型デイ

n ＝ 202
（a）

富山型デイ
n ＝ 64
（b）

割合
（a）/202

割合
（b）/64

N P O 6 3.0％ 33 51.6％
社会福祉法人 75 37.1％ 6 9.4％
有 限 会 社 32 15.8％ 5 7.8％
株 式 会 社 61 30.2％ 13 20.3％
宗 教 法 人 0 0.0％ 3 4.7％
医 療 法 人 15 7.4％ 2 3.1％
そ の 他（ ＊ ） 13 6.4％ 2 3.1％
合 計 202 100％ 64 100％

＊「その他」について、「従来型デイ」においては、行政（3）、農協（5）、生協（3）、企業組合、任意団体であった。
「富山型デイ」においては、企業組合、一般社団であった。
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4.2　高齢者（介護保険）デイサービスのプログ
ラムの特性（表 2）

「従来型デイ」については、「家庭的なゆった
りとした時間の過ごし方や雰囲気」（60.9％）と

「個別機能訓練・リハビリ」（50.0％）が半数以
上であった。「その他」については、温泉や歩行
浴槽など入浴に関するもの（10）、リハビリに関
するもの（6）、足浴やマッサージに関するもの

（3）、食事に関するもの（2）回想法、認知症予
防、買い物、延長利用などであった。
「富山型デイ」については、「家庭的なゆった

りとした時間の過ごし方や雰囲気」（87.5％）、
「本人や家族のニーズに応じた柔軟な支援（送
迎時間や泊まりへの対応等）」（73.4％）、「子ど
もや障がいのある方など、多様な人とのふれあ
い」（70.3％）が70％以上と非常に高い数値であ
り、「医療的ケアの必要な人への支援・ターミ
ナルケア」（21.9％）と「認知症の専門的ケア」

（12.5％）についても「従来型デイ」に比べ（そ
れぞれ8.4％、6.4％）、高い数値であった。「その
他」については、365 日相談業務（3）、365 日営

業、フットケア、漢方薬湯などであった。

4.3　自主事業の実施状況（表 3）
「従来型デイ」については、自主事業はほとん

ど実施されていないと考えることができる（0.5～
5.0％）。実施されている場合でも、保険外対応に
よるものがほとんどであった。「その他」について
も、保険外の入浴サービス（3）や延長などであ
るが、病院送迎を自主事業として実施している事
業所が1 カ所あったことは特筆すべき点である。
「富山型デイ」については、「日中の一時預

かり」（48.4％）や「泊まり・ショートステイ」
（17.2％）、「訪問型の介護や生活支援」（9.4％）に
ついては、「従来型デイ」と比較すると高い数値
であった。また、「その他」については、受診・
預金の出し入れ・買い物・掃除・洗濯・除雪など
生活全体の支援（3）、散髪・訪問（3）、乳幼児
預かり、DV 一時避難､ 喫茶､ 延長 ･ 早朝預かり
などであり､ 利用者だけではなく､ 地域の課題に
合わせた柔軟な支援を自主事業として行っている
事業所もある｡

表 2　サービスプログラムの特性（複数回答）
従来型デイ

n ＝ 202
（a）

富山型デイ
n ＝ 64
（b）

割合
（a）/202

割合
（b）/64

家庭的なゆったりとした時間の過ごし方や雰囲気 123 60.9％ 56 87.5％

子どもや障がいのある方など、多様な人とのふれあい 4 2.0％ 45 70.3％
本人や家族のニーズに応じた柔軟な支援

（送迎時間や泊まりへの対応等） 87 43.1％ 47 73.4％

認知症の専門的ケア 13 6.4％ 8 12.5％

個別機能訓練・リハビリ 101 50.0％ 8 12.5％

医療的ケアの必要な人への支援・ターミナルケア 17 8.4％ 14 21.9％

その他 38 18.8％ 11 17.2％

無回答 5 2.5％ 1 1.6％

表 3　自主事業の実施状況（複数回答）
従来型デイ

n ＝ 202
（a）

富山型デイ
n ＝ 64
（b）

割合
（a）/202

割合
（b）/64

日中の一時預かり（通い（デイ）・学童保育含む） 10 5.0％ 31 48.4％

泊まり・ショートステイ 5 2.5％ 11 17.2％

訪問型の介護や生活支援 1 0.5％ 6 9.4％

住まい 0 0.0％ 1 1.6％

その他 8 4.0％ 13 20.3％

無回答 180 89.1％ 31 48.4％

「富山型デイサービス」が地域の福祉拠点となるための課題と方向性
－「従来型デイサービス」と「富山型デイサービス」の比較調査から－
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4.4　ボランティアの受け入れ状況（表 4）
「従来型デイ」については、「利用者のレクリ

エーション活動」（無償 44.1％）の受け入れが際
立って多く、次いで「利用者の話し相手」（無償
19.8％）、「利用者の直接的な介護・支援」（無償
9.9％）となっている。また、「その他」について
は、シーツ交換（2）、草むしり・園芸補助（2）、
散髪、アロマセラピー、音楽療法、草むしり、
法話会、ドライヤー乾燥、幼稚園児との交流な
どであった。
「富山型デイ」については、「利用者のレクリ

エーション活動」（無償 48.4％）の受け入れが
「従来型デイ」（44.1％）と同様に多く、次いで
「利用者の話し相手」（無償 29.7％）、「料理や洗濯
などの雑事」（無償 10.9％）となっている。また、

「その他」については、子供たちの遊び相手、広
報の編集、書類作成、行事の手伝い、野菜や花
の差し入れなどであった。

4.5　地域との関係（表 5）
「従来型デイ」については、「地域住民に対し

て、福祉や介護に関する相談窓口を設置してい
る」については、3 割以上（31.7％）が設置し、

「地域に対する定期的な活動報告会を実施したり、
情報誌を発行したりしている」についても、2 割
以上（24.8％）が取り組んでおり、福祉の専門機
関としての一定の役割は果たしていると思われ
る。また、「富山型デイ」と比べると「災害時に
おける地域への事業所の開放等、地域との防災協
定を締結している」について、割合と高い数値

（13.9％）を示している。
「富山型デイ」については、「地域住民に対し

て、福祉や介護に関する相談窓口を設置してい
る」については、半数近くの高い数値（46.9％）
であった。それ以外についても、「従来型デイ」
と比べると高い数値であった。

表 4　ボランティアの受け入れ状況（複数回答）　　　平成 26 年 1 月時点

従来型デイ
n ＝ 202
（a）

富山型デイ
n ＝ 64
（b）

割合
（a）/202

割合
（b）/64

日常的に協力
障害有償 0 0.0％ 5 7.8％
有償 6 3.0％ 10 15.6％
無償 43 21.3％ 39 60.9％

≪内訳≫
①利用者の話し相手

障害有償 0 0.0％ 0 0.0％
有償 2 1.0％ 0 0.0％
無償 40 19.8％ 19 29.7％

② 利用者のレクリエーション活動（踊
りや音楽、手芸、書道等の活動や発
表等）

障害有償 1 0.5％ 0 0.0％
有償 15 7.4％ 2 3.1％
無償 89 44.1％ 31 48.4 ＆

③ 利用者の直接的な介護・支援（話し
相手以外。職員の補助的業務を含む）

障害有償 0 0.0％ 1 1.6％
有償 4 2.0％ 5 7.8％
無償 20 9.9％ 3 4.7％

④調理や洗濯などの雑事
障害有償 3 1.5％ 2 3.1％
有償 0 0.0％ 2 3.1％
無償 4 2.0％ 7 10.9％

⑤送迎
障害有償 0 0.0％ 0 0.0％
有償 1 0.5％ 3 4.7％
無償 1 0.5％ 2 3.1％

⑥その他
障害有償 0 0.0％ 1 1.6％
有償 2 1.0％ 1 1.6％
無償 8 4.0％ 3 4.7％

無回答 89 44.1％ 20 31.3％

共創福祉　第 9巻　第 2号　2014
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4.6　運営推進会議の設置（表 6）
運営会議の設置については、両者ともに80％以

上が未設置であった。

4.7　地域の支援ネットワークとのつながり（表
7）

「従来型デイ」、「富山型デイ」ともに、「地域
包括支援センターが開催する「地域ケア会議」
等に参加している」が高い数値（67.3％、70.3％）
であった。「富山型デイ」においては、「『ケア
ネット活動』ではないが、地域で利用者の見守
り・支援に関する個別ネットワークを構築してい
る」が「従来型デイ」（8.9％）と比べて高い数値

（15.6％）であった。この「個別ネットワーク」
の内容として、「従来型デイ」においては、地域

包括支援センター（4）、民生委員（2）、認知症高
齢者徘徊 SOS 協力事業所（2）、市役所、地域振
興会、市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、
行政の見守りネット、高齢者見守り隊、地域見
守りネット、認知症を考える会などであり、認
知症利用者に関するネットワークが主であった。

「富山型デイ」においては、民生委員、居宅介護
事業所、近隣住民、地域包括支援センター、富
山ケアネットワーク、地区社会福祉協議会、徘
徊ネットワーク、子ども110 番の家などであり､
児童関連のネットワークも活用している点が ｢従
来型デイ｣ と異なる点であった｡

一方、「ふれあいコミュニティ・ケアネット
21」との関連については、両者ともに低い数値で
あった。

表 5　地域との関係（複数回答）
従来型デイ

n ＝ 202
（a）

富山型デイ
n ＝ 64
（b）

割合
（a）/202

割合
（b）/64

事業所を地域に開放している（集会や文化活動、サー
クル活動に場所を提供している） 21 10.4％ 14 21.9％

事業所内に地域住民も自由に利用できるカフェや喫茶
店、サロン、昼食会等を開設している 5 2.5％ 7 10.9％

地域住民向けに介護、健康、福祉などに関する勉強会
や講座を開催している 20 9.9％ 12 18.8％

地域住民に対して、福祉や介護に関する相談窓口を設
置している 64 31.7％ 30 46.9％

地域の防災訓練に参加したり、事業所の防災訓練に地
域住民が参加したりしている 25 12.4％ 16 25.0％

災害時における地域への事業所の開放等、地域との防
災協定を締結している 28 13.9％ 6 9.4％

地域に対する定期的な活動報告会を実施したり、情報
誌を発行したりしている 50 24.8％ 19 29.7％

無回答 91 45.0％ 17 26.6％

表 6　地域住民や地域団体、行政、利用者などから構成される「運営推進会議」の設置

従来型デイ
n ＝ 202
（a）

富山型デイ
n ＝ 64
（b）

割合
（a）/202

割合
（b）/64

「運営推進会議」の設置あり 21 10.4％ 7 10.9％

「運営推進会議」の設置なし 164 81.2％ 54 84.4％

無回答 17 8.4％ 3 4.7％

合計 202 100％ 64 100％

「富山型デイサービス」が地域の福祉拠点となるための課題と方向性
－「従来型デイサービス」と「富山型デイサービス」の比較調査から－
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4.8　地域とのつながりをつくる活動（表 8）
「地域とのつながりをつくる活動」については、

「従来型デイ」は20.8％、「富山型デイ」は42.2％
であった。その内容については、「従来型デイ」
においては、地域のイベントに参加（5）、デイ
のイベントに招待（4）、14 歳の挑戦の受け入れ

（3）、会報の配布、保育所行に参加、認知症家族
の会に参加、水橋福祉ネットに参加、地域の小学
生との交流などであり、地域との交流を主に行っ
ている。一方、「富山型デイ」においては、地域
の行事に参加（8）、地域の子供たちを招待（3）、
高齢者・障害者虐待ネットに参加、会報の配布、

水橋福祉ネットに参加、地域でのボランティア
活動、いきいきサロンと協力など、地域に出向い
ての活動が活発であった。

4.9　地域との関わりの結果、得られた成果や効
果（表 9）
地域との関わりの結果、得られた成果や効果

として高い数値となったのは、「従来型デイ」、
「富山型デイ」ともに、「地域の課題や要援護者
に関する情報が入ってきやすくなった」（24.8％、
35.9％）であった。全体的に、「富山型デイ」の
数値が高くなっている。

表 7　地域の支援ネットワークとのつながり（複数回答）
従来型デイ

n ＝ 202
（a）

富山型デイ
n ＝ 64
（b）

割合
（a）/202

割合
（b）/64

地域包括支援センターが開催する「地域ケア会議」等
に参加している 136 67.3％ 45 70.3％

事業所が、「ふれあいコミュニティ・ケアネット 21」
の一員として見守りや支援に参加している 8 4.0％ 4 6.3％

事業所の利用者が、「ふれあいコミュニティ・ケアネッ
ト 21」の見守りや支援を利用している 10 5.0％ 2 3.1％

「ふれあいコミュニティ・ケアネット 21」ではないが、地域で利
用者の見守り・支援に関する個別ネットワークを構築している 18 8.9％ 10 15.6％

無回答 60 29.7％ 19 29.7％

表 8　地域とのつながりをつくる活動
従来型デイ

n ＝ 202
（a）

富山型デイ
n ＝ 64
（b）

割合
（a）/202

割合
（b）/64

地域とのつながりをつくる活動がある 42 20.8％ 27 42.2％
無回答 160 79.2％ 37 57.8％
合計 202 100％ 64 100％

表 9　地域との関わりの結果、得られた成果や効果（複数回答）
従来型デイ

n ＝ 202
（a）

富山型デイ
n ＝ 64
（b）

割合
（a）/202

割合
（b）/64

ボランティアや差し入れ・寄付など、人的・物的・金
銭的支援が得られるようになった 32 15.8％ 23 35.9％

地域の課題や要援護者に関する情報が入ってきやすくなった 50 24.8％ 23 35.9％
地域住民との関わりが職員の成長につながった 37 18.3％ 18 28.1％
口コミや紹介により利用者が増えた（経営が安定した） 30 14.9％ 19 29.7％
地域の側に認知症や障がいになっても地域で暮らして
いけるという安心感が生まれた 13 6.4％ 18 28.1％

地域の側の障がい者や認知症高齢者への偏見・差別等
がなくなった・軽減した 9 4.5％ 15 23.4％

その他 6 3.0％ 5 7.8％
無回答 97 48.0％ 14 21.9％

共創福祉　第 9巻　第 2号　2014
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5. 考察
5.1　法人種別（表 1）について
「従来型デイ」について、前回調査（平成 17

年 11 月「デイサービス施設調査」富山型デイ
サービス施設調査研究委員会、回答数 156）（2）

においては、社会福祉法人が46％、有限会社が
20％を占めていたが、今回調査では株式会社の占
める割合（30.2％）が前回調査（9.6％）と比べて
非常に高くなっている。

また、「富山型デイ」について、前回調査（平
成 17 年、回答数 36）においては、有限会社の数
値が高かった（25％）が、今回調査では株式会社
の数値（20.3％）が前回調査（2.8％）と比べて非
常に高かった。

これらのことから、デイサービス事業におい
て、株式会社の参入が「従来型デイ」、「富山型
デイ」ともに進んでいることが考えられる。

5.2　高齢者（介護保険）デイサービスのプログ
ラムの特性（表 2）について
結果から、「富山型デイ」においては、特色で

ある家庭的な雰囲気、子供とのふれあいや柔軟な
支援を積極的に取り組んでいることがうかがえる。

5.3　自主事業の実施状況（表 3）について
自主事業の実施については、「富山型デイ」の

柔軟な支援の取り組みが見て取れるが、一方で、
事業者によって差があることも明らかとなった。

5.4　ボランティアの受け入れ状況（表 4）
結果から、「富山型デイ」においては日常的に

ボランティアを受け入れており、その内容につい
ても全体的に幅広く活用していることがうかが
える。また、有償の障害者ボランティアの受け入
れにより、障害者の「働く場」ともなっている点
は特筆すべき点である。しかし、未記入の回答を

「ボランティアを受け入れしていない事業者」と
して考えると、「従来型デイ」では44.1％、「富山
型デイ」においても31.3％と高い数値であり、事
業所の地域化の一つとして、ボランティアの受け
入れをもっと積極的に取り組んでいく必要がある
と考えられる。

5.5　地域との関係（表 5）
結果から、「富山型デイ」は地域の中の施設と

して、地域との関わりを大切にしていることが推
測されるが、「富山型デイ」全てが地域との関わ
りを大切にしているとは言えず、事業所の差が課

題として挙げられる。また、「地域住民に対して、
福祉や介護に関する相談窓口を設置している」が
両者ともに高い数値ではあるが、実際の相談件
数や対象者などが不明確なため、地域に開かれた
相談窓口となっているかどうかは不明である。こ
の点に関しては、施設の開放や講座の開催を積極
的に行い、地域住民との接点を増やしていくこと
で、相談事業の質も向上すると思われる。

5.6　運営推進会議の設置（表 6）
運営推進会議の設置については、両者に大きな

差は見られなかったが、地域包括ケアの推進にお
いては、今後設置を促進していく必要がある。

5.7　地域の支援ネットワークとのつながり（表
7）

「ふれあいコミュニティ・ケアネット 21」との
関連については、両者ともに低い数値であった。
この点に関しては、「富山型デイ」においては、
自主事業や個別のネットワークを活かし、事業所
が中心となり個別支援を行っていることが予測さ
れる。また、「従来型デイ」においては、利用者
が地域において「ふれあいコミュニティ・ケア
ネット 21」を利用しているかどうかを把握してい
ない可能性がある。いずれにせよ、利用者の地域
生活を考えると、フォーマルサービスだけの連携
ではなく、自治会や地区社会福祉協議会、民生委
員などインフォーマル機関との連携が課題である
と思われる。

5.8　地域とのつながりをつくる活動（表 8）
「富山型デイ」について、「従来型デイ」と比べ

ると活発に取り組んでいることが分かる。しかし
ながら、全体を見ると「無回答」の事業者も多
く、事業者の差がここでも明らかとなった。

5.9　地域との関わりの結果、得られた成果や効
果（表 9）

「従来型デイ」について、「無回答」が半数近く
（48.0％）あり、地域のかかわりの成果をあまり
期待していないように思われる。一方、「富山型
デイ」については、「無回答」が2 割強（21.9％）
であり、8 割近くの事業所は何らかの成果を感じ
ていることが分かる。これらのことから、「富山
型デイ」においては、地域との関わりを大切にし
ながらも職員の成長や地域における偏見・差別の
減少などを意識しながら取り組んでいると思われ
る。

「富山型デイサービス」が地域の福祉拠点となるための課題と方向性
－「従来型デイサービス」と「富山型デイサービス」の比較調査から－
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6. おわりに
今回の調査結果から、「従来型デイ」において

は、利用者に対するケアは事業所内を中心とし
て、地域との関わりについてはあまり積極的では
なく、関心も低いことが推測できる。事業所に
とって必要なボランティアは受け入れるが、地域
の拠点として地域の福祉を推進していくような積
極的な地域との関わりは薄い。

一方、「富山型デイ」においては、利用者に対
する柔軟な支援を積極的に取り組む中で、自主事
業やボランティアの受け入れを積極的に取り組
み、地域との関わりも大切にしていることが分か
る。「従来型デイ」と比べると、地域に近い、地
域に開かれた施設であろうとする取り組みが「富
山型デイ」の特性であろう。

このように考えてくると、「富山型デイ」が地
域福祉の拠点となりうる可能性が見えてくる。
ハード（場）とソフト（福祉専門機関）を兼ね
備えた「富山型デイ」は従来の地域福祉の拠点と
して考えられていた公民館などに代わるものであ
ろう。「富山型デイ」が持つ、子供や障害者、高
齢者が集う独特な「場」は、居場所であり、一時
避難場所であり、社会参加や就労の場でもある。
そこに地域住民が交わることにより、まさに地域
福祉の実践の「場」となりうる。

しかしながら、すべての「富山型デイ」が拠点
になりうるためには、いくつかの整備が必要であ
ろう。本調査でも明らかになった事業者間の格差
の是正がまず必要である。また、地域福祉の拠点
となるためには、利用者だけでなく、そこに住む
住民に対しての支援を行うという視点が必要とな
る。現在、「富山型デイ」が行う自主事業はあく
までも利用者に対してのものである。地域のニー
ズに対して、「富山型デイ」が対住民に対して
サービスを提供できるような体制整備が必要であ
る。一方、「富山型デイ」がサービス提供できな
い場合も考慮し、地区社会福祉協議会が実施する

「ケアネット活動」や地域住民、各種機関・団体
との連絡調整機能を持つことも必要であろう。そ
のためにも、地区社会福祉協議会や自治会、民生
委員などとの連携・関係づくりが大切となる。今
後の「富山型デイ」の発展のカギはそこにあると
思われ、そのための環境整備が今後の課題であ
る。

最後に今回の調査結果を踏まえ、「富山型デイ」
が地域福祉の拠点となるために以下の提言をした
い。
⑴ 「富山型デイ」のサービス提供範囲から、小

学校区レベルでの「地域ケア会議」の開催。
ここで言う「地域ケア会議」とは、高齢者に

特化したものではなく、児童・障害者も含めた
地域の生活課題に関した会議のことであり、ま
さに「共生型の地域ケア会議」を指す。その
ため、会議の参加者は「富山型デイ」を含め、
行政、地域包括支援センター、地区社会福祉
協議会、自治会、民生委員、特別支援学校、
保育所、厚生センター、高齢・児童・障害者
の当事者組織や支援組織などから構成する必要
がある。

⑵ 「富山型デイ」の自主事業のうち、利用者に特
化せず、地域住民を対象にした事業について
は、県独自の助成金や補助金を交付する。
「富山型デイ」の柔軟な自主事業は、他の事

業所ではまねのできないものであり、地域福祉
を担う大きな社会資源となりうるものである。

「ケアネット活動」などとの連携も踏まえ、よ
り柔軟な事業が実施できるよう加算措置も含
め、金銭的支援を行う。財源としては、介護保
険、障害者総合支援法、基金などを活用する。

⑶ 「富山型デイ」における地域相談員（コーディ
ネーター）の設置補助。

本来の通所介護事業や利用者に特化した自主
事業以外の事業等を実施するため、地域住民を
対象とした「地域生活支援センター（仮称）」
を事業所内に設置し、専任の職員を配置し、設
置のための運営費や人件費など金銭的支援を行
う。現実的に無理ならば、市町村社会福祉協
議会のケアネット活動コーディネーターが定
期的に訪問し、相談窓口を開設する。
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A subject and directivity for the “Toyama type day-care 
service” to serve as a welfare base of the area

－From comparison testing of a “conventional type day-care 
service” and the “Toyama type day-care service”－

Kiyoshi Miyajima
Department of Social Welfare,Toyama College of Welfare Science

Abstract
The “Toyama type day-care service” which has spread also all over the country as a lived together 

type institution aimed this research at the verification by the hypothesis whether it can become a 
welfare base of the area, in promotion of a future community welfare. It focused on a volunteer's 
acceptance situation, relationship with the area, etc., and analyzed through comparison with a 
“conventional type day-care service.” As a result, a possibility that the “Toyama type day” can serve as 
a base of a community welfare can be seen. The “Toyama type day-care services” which has software 

（welfare specialized agency） is being hard （place） and a thing replaced with the public hall etc. which 
were considered as a base of the conventional community welfare. Peculiar “place” where the child, 
disabled person, and elderly people whom the “Toyama type day-care service” has gather is room, is an 
evacuation area temporarily, and is also social participation and a place of working.

When a local resident crosses there, it can just become the “place” of practice of a community welfare. 
However, some maintenance is required in order for all the the “Toyama type day-care services” to be 
able to become a base.

Having thought as the policy is three points of installation of holding of （1） area care meeting, the 
support from （2） administration, and （3） area counselor.

Keywords:   The Toyama type day-care service, contact community CareNet 21, a community welfare, a 
base
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ミトン拘束の身体的影響
－ミトン拘束が患者に与えるストレスに関する生理心理学的研究－

竹田　壽子
富山福祉短期大学看護学科

（2014.9.26受稿，2014.10.31受理）

要約
臨床では、特に老人への安全管理として拘束という手段を用いる。拘束の負担度を軽減しながら安全の

確保という観点から指先の自由に配慮したグローブ型やミトン型の手袋を使用している。先行研究では拘
束具の色やデザイン、素材の質の工夫は多数なされているが、装着当時者のストレスに視点を置いた研究
は見当たらない。この研究では看護場面において拘束の是非を判断する時の一資料としてミトン装着に
よる身体的影響を生理心理学的に明確にした。ストレス時に発生する非機能性バイティング（clenching）
の発生とその時の内省報告をVAS にて評価した。clenching event 数は有意に増加する傾向を示し、軽い
痒みが顔面や手掌に頻回に出現しては消え、手が使えない苦痛から不愉快感や疲労感は時間経過で増強し
ていた。身体拘束の中では比較的軽微と考えられるミトン拘束によるストレスを1 時間計測することで主
観的知覚に先行して身体的負担が明らかにあるということが明確になった。

キーワード：  拘束ストレス、身体拘束、生理心理学的反応、咬筋筋電図、クレンチング、非機能性バイ
ティング、内省報告、VAS（Visual Analog Scale）

1. 序
1.1　はじめに

身体拘束についての先行研究は多数あるが、対
象者への身体への影響を生理心理学的に研究した
ものは、看護者が実験協力者になり実際拘束をし
た血中コルチゾールと尿中 17-OHCS 尿検査など
の研究への取り組み経過報告が一例あるのみであ
る（飯野・柳橋 2002）。

道義的な視点からは平栗・橋爪（2008）や甲斐
（2004）らの看護師の疑似体験による感想聴取や
松本ら（2002）の患者と家族の気持を拘束経験患
者にインタビューした報告がある。拘束具の色や
デザイン、素材の質の工夫（宮前ら、2008）、拘
束の苦痛に対する芳香剤や体位の工夫、拘束具の
工夫など拘束時の負担を軽減するための報告が多
く、身体拘束時のその対象者へのストレス反応を
生理心理学的に言及しようとしたものは飯野の取
り組み経過報告 1 例のみである。

特に高齢者への「安全を守るため」に行われて
きた拘束は、拘束をすることにより、むしろ、対
象者への危険性が高く、又、人権尊重の面からの
問題提起もあり（稲葉 2008）、最近では拘束廃止
に対する関心は高まってきた。そのことは（いわ
ゆる一宮身体拘束事件）（最高裁判決平成 22 年 1
月 26 日）にも象徴されていると考えられる。

しかし、医療施設の中での身体拘束は、考えの
出発点に、安全確保のためには「仕方がない」と
の考えが根強く、まだまだ身体拘束に頼っている
現状は否めない。拘束数減少に対しては、法的
規定や行政的、若しくは施設責任者（向井榮子
1999）の決断による指導や強制も強く求められて
いる。そのことも大切ではあるが、むしろ、筆者
は内発的動機づけで「専門職としての各人の努
力」が必要と考える。身体拘束の身体への影響を
具体化することで、拘束をしたくなる場面におい
て拘束がもたらす身体への影響を考えることが内
発的動機づけに役立ち、身体拘束は仕方がないと
するか、他に方法は本当にないかを模索する契機
になるかは大きな違いを生む。

拘束ストレスの生理心理学的明確化の序奏と
して、ストレス時に発生する非機能性バイティン
グの一つであるクレンチングの発生（廣瀬 2007）
と時間経過について実験を試みた。今回の研究で
取り組む身体拘束の場面は看護場面の拘束に特化
した拘束で精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律（以後、精神保健福祉法と記す）の精神保
健指定医（以後、指定医と記す）が判断する拘束
ではなく、特に老人の危険防止に対する身体拘束
を根底においた実験である。本実験の目的はミト
ン拘束 1 時間経過によるストレスの様子を生理心
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理学的に検討することである。
尚、研究は大阪人間科学大学大学院倫理委員

会の了承を得て開始している。

言葉の説明
生理 心理学：例えば人前で緊張して顔が赤く

なったり喉が渇いたりする。そうした人間
の生理現象を脳波や心電図、筋電図などで
測定し心と体の関連を探究していく心理学
の一領域。

クレ ンチング：人間の上下の歯は無意識の時 2
～3㎜は離れているのが自然な状態である。
1 日 24 時間中に上下の歯の接触は、食事
も含めて10 分程度であるが食べるための
咀嚼運動ではなく無意識の咬筋の緊張、精
神的ストレスによる大脳皮質や辺縁系およ
び自律神経系の異常興奮が原因で生じる咬
み込みをいう。

クレ ンチングイベント：クレンチングの出現
回数

1.2　本実験実施に至った経緯
2008（H20）年 9 月、某病院のミトン拘束訴訟

が朝日新聞に掲載された。一般病院における拘束
裁判の初めての訴訟である。

当時 80 歳の女性が不必要に体を拘束されて苦
痛を受けたとして、損害賠償を求めた控訴審の判
決であった。この裁判は「介護施設では原則禁止
とされる身体拘束が、医療現場でも同様に認めら
れないことが明確にされたことは画期的である。
治療上の必要性や安全確保などの名目で、患者を
安易に縛ってきた一般病院に警鐘を鳴らすもの」
と原告代理人の言が記載されていた。

この判決は、2010（H22）年 1 月、さらなる控
訴審（最高裁）で「女性を約 2 時間縛ったのは必
要最小限の措置だった」として病院勝訴になっ
ている。そのことに関して、朝日新聞は社説で、

「－略－…考えさせられる判決」とし、「病院での
拘束問題について、新たな立法措置が必要かどう
かを検討しつつ、先ず政府が動く必要がある…－
略－…「拘束は原則禁止」を基本とし、それを
前提に、例外として許される範囲や実際的な手
順を早急に…－略－…」（朝日新聞記事 2010 年 2
月 14 日）と述べている。1 審での棄却が2 審で病
院敗訴になり、3 審（最高裁）で逆転病院勝訴に
なった拘束事件である。

この事案で懸念されるのは、看護師のせん妄患
者への4 時間かけた対応後の拘束であることと2

審時に指摘されているように一般医療場面では原
則禁止というより、人手が足りない転落防止のた
めの安全確保の方法を拘束に頼ってしまっている
現状である。2 審の判決文では老人の訴えに対す
る対応を看護師の不適切な対応と論じている。せ
ん妄状況の患者への対応に理解を求めたりオムツ
強要のための説明や説得の仕方を不適切な対応と
指摘している。

拘束をしなくてもよい対象者への対応方法や拘
束をしないで良い状況作りは大切な看護の一つで
ある。そうした意味でも二審で論じられる如く原
則禁止の出発点に立つことが大切と考える。同時
に拘束という方法がもたらす身体的影響を理解す
ることが必要になる。

この研究は対象者のストレス反応を明確にする
ことで、拘束は原則禁止への内発的動機づけに役
立てることを目的とする。

一見、自由度が高く拘束度は低いと思われるミ
トン拘束であっても、心理的ストレスがもたら
す、倦怠感や疲労感、精神的意欲低下につながる
微熱（岡 2008）やクレンチングの存在が明確に
なれば、対象者のための身体拘束の在り方を真剣
に考えざるを得なくなる。

入院中の対象者にウェルビーイングを担保した
上での本当に必要な拘束を適切な方法で行うこと
により、看護師が身体拘束を行うことに対してジ
レンマ（山本、2005）や心情的葛藤に陥ることな
く看護ケアとして適切な身体拘束を行うことがで
きる。

本研究はミトン装着継続により実験協力者が
経験する主観的不自由さと拘束ストレス理論を
参考に、平常体温より体温 1℃内の上昇、咀嚼
筋の表面筋電図測定によりブラキシズム（咬筋
clenching event）の発現で心理的ストレスが検
証できると考えている。

1.3　目的
本実験の目的はミトン拘束 1 時間経過による

ストレスの様子を生理心理学的に検討すること
である。身体拘束が与える身体的・心理的影響を

「心と体の関連を探ることを目的として脳波や心
電図、筋電図を計ったりして探索する」生理心理
学的な方法を用いて筋電図を指標にミトン拘束時
のストレスを明らかにする。

1.4　仮説
本実験の仮説はミトン装着を1 時間継続するこ

とにより実験協力者が経験する主観的不自由さと
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咀嚼筋の非機能性収縮であるクレンチングの出現
や体温の上昇（平常体温からⅠ℃前後）を検証で
きることである。

1.5　社会的貢献
安全確保・危険防止のために身体拘束は仕方が

ない、人員不足だから仕方がないと、理由付けす
る根底に拘束肯定（身体拘束の正当化）の考えが
あることを強く懸念する。そのことは看護の視
点で比較した時、拘束はしてはいけないが状況に
おいて本当に仕方がなく行う行為とでは大きな違
いがあると考える。拘束ストレスを生理的指標で
明確にすることで、内発的に動機づけられた拘束
禁止は本来の意味での拘束最小化につながり、拘
束しないでよい状況について、積極的な工夫を考
える必要性に視点が向き、そのことが看護の質向
上の一助となることを期待する。そして「原則禁
止」を身体拘束時の大原則とする看護対応の出発
点に明確に位置付けたい。「原則禁止」を大原則
とすることは、入院・入所施設における対象者の
治療・療養生活を真に人権の尊厳に配慮された専
門看護の提供に繋がり、対象者のウェルビイー
イングに貢献できるということができる。（竹田
2013）

看護の本質を考える出発であると供に対象者へ
の平穏な治療・療養生活の保障に繋がることを期
待できると考える。

2. 方法
2.1　実験期間

実験は20 ××年 Y 月 Z 日から約 3 ケ月間の実
験協力学生が都合つく時間を優先しておこなっ
た。

2.2　場　所
実験場所はA 大学の臨床生理学実験室で、実

験室内に設置してある防音室を使用した。

2.3　実験協力者
実験協力者は本研究の目的・意義を理解し協力

に同意を得られた学生で精神的、身体的に特記す
べき事項がない健常学生とした。

薬の服用、前夜のアルコール、タバコを禁じ、
6～7 時間の睡眠時間を指示した。研究に先立ち、
皮膚疾患の有無（湿疹・発赤などの観察）、飲食
の時間、刺激物の摂取状況、月経の有無などを確
認した。実験参加に関して、研究目的や対象者の
権利保障について書面と口頭による説明を行い、

同意を得られた大学生 8 名（20 才代 7 名、40 才
代 1 名）、女性 4 名と男性 4 名を実験協力者とし
た。

2.4　実験手続
まず始めに、実験協力者の属性や健康状況、コ

ントロール条件として依頼しておいた項目につい
て確認し、実験前 30 分の運動、飲食の有無、治
療中疾患の有無、月経中かどうかなどについても
聴取した。1 時間拘束臥床に備え実験開始前に排
尿を促した。臨床生理学実験室内、防音室に簡
易ベッドを設置し、室温摂氏 23 度・湿度 50％に
ほぼ保つことができた。

実験中は実験に関する苦痛の訴え以外は会話を
せず開眼し天井を見ているよう説明した。（臨床
での拘束患者もミトン拘束では何かの要件を訴
えるほかは会話なく臥床している。会話できる状
況で人が近くにいる場合はミトン拘束は不要で臨
床でそのことが実験値に作用する負担とは考え
なかった。ミトン装着患者と同じ状況でもある）
20min 毎に計測すること、その3min 前に口腔検
温のための口閉じ指示をすること、尿意ある時は
拘束を中断しトイレ終了後再開することを説明
した。睡眠は実験協力者のストレス応答（ホメ
オスターシス）の一つとして無理には起こさず、
20min 間隔で体温測定のための口閉じや測定をし
た。

咬筋では、筋繊維の走行と平行になるように両
側咬筋中央部にディスポーザブル電極を貼付し
て、異常咬みしめ、換言すれば、非機能性咬みし
めによる咬筋収縮を導出した。

実験前夜と実験直前の注意事項として、睡眠時
間は自分の平均睡眠時間か6 ～ 8 時間はとる。飲
酒・喫煙は遠慮願う。前夜 10 時以降の食事は避
け、朝食は普通に食べることへの協力を実験協力
者に指示した。更に、実験協力者の服装は締め付
けのない衣類で実験協力者の通常適温調節服装と
した。臥床による体温発散や体温調節を保つため
に、本人の希望により軽いタオルケットを身体に
かけて実験協力者個別の快適温度調節を行った。

拘束臥床中の睡眠や咬合筋の緊張等、ストレ
ス応答としての自然のコーピングを考慮すると、
ある程度の時間経過は必要であるが実験協力者
への精神的・身体的負担を考慮して、1 時間計測
とし、1 時間継続のストレス反応測定を目的とし
た。

基礎的知識の確認と手法を得るために予備実験
を行い本実験に備えた。予備実験は院生 7 名の
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協力を得た。予備実験の実験協力者は1 時間の拘
束臥床で疲労感を訴え、1 時間が協力の限度だっ
た。以上のことからミトン装着による拘束状況
で臥床中のストレスを開始時、20min 後、40min
後、60min 後の測定を行うこととした。

図 2-1　実験手続きと流れ

拘束具として使用したミトンは老人施設や病院
で使われている拘束用ミトンを用いた。

素材は表地がネル綿 100％（防縮加工）で中地
はフェルト、ポリエチレンである。手掌側に指の
屈曲坊止のための薄板が挿入してあり、指の前屈
はできないが、内部にゆとりがあり、指の開閉の
動きは可能なタック付きになっている。

図 2-2　使用したミトン

2.5　心理的ストレスの測定
ミトン拘束による心理的ストレスの生理心理

指標として、（1）左右咀嚼筋（咬筋）の表面筋
電図、（2）舌下温を測定した。また（3）Visual 
Analog Scale（VAS）を用いて7 種の主観的感情
評価を測定した。

以下測定法の詳細を述べる。
なお実験協力者の特性不安を、STAI- Ⅱにより

開始前に測定した。

1）左右咀嚼筋（咬筋）の表面筋電図
ミトン拘束期間中、継続的に左右咀嚼筋（咬

筋）の表面筋電図を測定した。筋電図測定用電
極は、図 2-3 に印した咬筋上に、ディスポーザブ
ル電極一対を2cm 離して装着した。前処理とし
て、接触抵抗を低下させるため、装着部位をアル

コール綿で脱脂・消毒した。
左右筋電図電極は、ニホンサンテク社製 8ch

アクティブ電極ボックス BA-u012m の入力端子
G1 とG2 に専用アクティブ電極リード線を介し
て接続し、ニホンサンテク社製 8ch 多用途生体
アンプ BA-1008 に入力された。筋電図の増幅の
ため、増幅度は500μV の入力が0.5V 出力となる
よう設定された。また時定数は0.03s、高域カッ
トフィルター（HFF）は3KHz に設定された。

筋電図は、ニホンサンテク社製生体信号計測
処理プログラム MPL2007（ver1.22）によりリア
ルタイム表示にするとともに、後のオフライン処
理に供するようパーソナルコンピュータのハード
ディスク上に記録された。

筋電図は整流処理をおこない、安静時筋電図振
幅の3 ～ 5 倍を示す値をスライスレベルとして設
定し、5min ごとにスライスレベルを超える振幅
の個数を数えた（5min 値筋活動）。スライスレベ
ルは100μV が7 名、300μV が1 名であった。

時間経過にともなう筋活動の変化を検討するた
めに、個人差要因を低下させるため、5min 値筋
活動を、実験協力者ごとの総合計活動数に対する
比（相対値）に変換して分析をおこなった。また
他の測度と比較するため、5min 値筋活動を4 区
間合計した20min 値筋活動、ならびに同相対値を
用いて分析をおこなった。

図 2-3　測定した筋電図電極装着部位 
（筋電図判読テキスト p45 に装着部位を筆者が加筆）

2）舌下温
体温の測定には婦人体温計（口腔予測検温）

を用いて少数第 2 位までを測定した。実測測定に
しなかった理由は実験者が実験協力者の近くにい
る時間を短縮するためであった。
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3）VAS
主観的感情評価尺度として、Visual Analog 

Scale（VAS）を用いて、①痛み、②痒み、③喉
の渇き、④不愉快、⑤疲労感、⑥げっぷ、および
⑦胃部膨満感の7 項目を評価させた。VAS 測定
には、図 2-4 に示すような10cm 長の直線の左右
両端に0（全くない）と100（耐えられない）と記
したシートを示し、①～⑦の個々の感情・症状の
度合いを直線上の任意の点数値を口頭で応答させ
るというものであった。

VAS は、 実 験 開 始 時、20min 後、40min 後、
および60min 後の4 回測定した。

1）「今の痛みは下の図のどのあたりに相当しますか。」
図 2-4　VAS シートの例

尚、 特 性 不 安 はSTAI-II 型（State-Trait 
Anxiety Inventory）を用いて測定した。本調
査票は、特性としての不安を20 の質問項目に
よって数値化するもので、実験前に記載させ
た。統計分析は一元配置、分散分析 ANOVA 法

（analysis of variance）を用いて分析し主効果有
意水準は0.05 以上とした。

2.6　倫理的配慮
実験実施前に、本実験の目的と内容の説明と共

に、以下に記載する倫理的配慮を口頭、および書
面にて説明した後、同意書への記名・捺印で実験
協力者の同意を得た。
① 本実験は、実験協力者の意志によっていつでも

中止でき、実験を中止しても本人の不利益には
つながらないこと、実験協力者の意志によって
中途で実験が終了した場合は、当該個人に関わ
る資料は破棄されることを伝える。さらに、実
験で得られたデータは修士論文、学会発表・学
術発表でのみ使用することを目的としており、
統計的に集団で処理されるため、個人が評価・
特定されることはないことを伝える。

② 実施する検査やミトンは安全であることが確認
されているものを使用する。

③ 実験中実験協力者が体調等の不調を訴えた場合
は、直ちに実験を中止する。

④ 本実験で生体反応の測定を行うにあたり、実験
協力者の月経周期および薬の服用を確認する必
要があるが、薬の服用を制限することはないこ
とを伝える。その際、女性実験者が実験協力者

に月経周期を確認する。また、薬を服用した際
は、薬の種類・名前・効能を記録して頂くこと
を伝える。その薬が生理指標に影響を及ぼすこ
とが判明した場合、その実験協力者は分析から
除外し、当該実験協力者の資料を破棄する。

⑤ 実験は指導教授と連絡がとれる状況で実施し、
実験協力者に緊急事態が生じた場合は速やかに
指導教授に報告し、指導教授の指示に従って対
応することを伝える。

3. 結果
本章では、2 章で述べられた方法に従って実施

した実験結果について、左右咀嚼筋（咬筋）の表
面筋電図、舌下温、主観的感情評価の順に述べ
る。

開始時間などの関係で1 時間計測できていない
人も貴重なデータとして使用しているため途中ま
での折れ線グラフも含まれている。

3.1　左右咀嚼筋（咬筋）の表面筋電図
図 3-1 は、ある実験協力者における身体拘束開

始直後から5min 右咀嚼筋の表面筋電図の整流波
形記録を示したものである。縦軸は整流波形の振
幅を示し、0.1 は100μV、1.0 は1mV を示す。拘
束仰臥位の背景筋電図活動はおよそ0.03 ～ 0.04μ
V であり、これを超える自発筋電位が不定期に出
現している。本協力者については、300μV を超
える比較的大きな筋活動の5min 数を計数し、1
時間にわたる計数値を表 3-1 に示す。なお実験協
力者 2～8 については、100μV を超える筋活動を
計数した。

上記の方法で全実験協力者について求めた
5min あたりの筋活動数を、全実験協力者につい
て図 3-2 に示した。

個 人 差 が大 きいので、 各 5min 毎 の筋 活 動
数を、全筋活動数に対する比として図示した
のが図 3-3 であり、 これを実 験 協 力 者 間 で平
均 値 を求 めたのが図 3-4 である。 これをEMG

（electromyogram）相対活動（5min 値）と呼ぶ
ことにする。

表 3-2 に、EMG 相対活動（5min 値）を4 区間
合計し、EMG 相対活動（20min 値）として拘束
開始から20min、21～40min、および41～60min
の平均値として実験協力者ごとに示し、図 3-5 に
折れ線グラフとして図示した。実験協力者 7 以外
は拘束時間が継続するとEMG 活動が増加してい
る様子が伺える。

図 3-6 に、全実験協力者の平均 EMG 相対活

ミトン拘束の身体的影響
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動（20min 値）を、拘束開始からの時間経過
（20min、21 ～ 40min、および41 ～ 60min）の関
数として図示した。図からわかるように、ミトン
拘束時間の継続により筋電図活動が増加してい

る。
分散分析 ANOVA（analysis of variance）分析

で時間経過の主効果は、p ＝ .056 と有意傾向を示
した。

図 3-1　Sub1　10-15min 筋電図

表 3-1　EMG5min 間の0.3 と0.1 任意ユニット単位以上の回数（個人別）　　n=8
sub min

任意ユニット単位 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1 0.3以上 7（1） 14 16 6 18（9） 19（3） 12（2） 3 16（3） 11（2） 11（3） 12（6） 5（1）
2 0.1以上 １（1） 0 2 0 0 0 0 １（1） 2 0 0 0 0
4 0.1以上 1 1 0 2 0 1 2 4 2 6 20 3
5 0.1以上 1 0 ？ 0 1 1 1 1 1 3 6 2 0
6 0.1以上 2 2 0 1 1 4 1 10
7 0.1以上 5 2 8 8 9 0 6 1 0 0 4 7
8 0.1以上 0 0 1 0 1 0 1 15 7 1 12

注：Sub3 は筋電図なし、空白は筋電図なし。

図 3-2　EMG5min 間の0.3 と0.1 任意ユ
ニット単位以上の回数（個人別）

図 3-3　実験協力者毎のEMG 活動（5min 値）

図 3-4　全実験協力者の平均 EMG 相対活動
（5min 値）

図 3-5　実験協力者毎のEMG 相対活動
（20min 値）
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3.2　舌下温
表 3-3 に、実験協力者ごとの舌下温記録を示

す。実験協力者 3 では開始時および60min 経過
時の資料が欠落している。また実験協力者 6 でも
60min 経過時の資料が欠落している。図 3-7 は、
実験協力者別に舌下温の拘束時間経過に伴う変化

を図示し、図 3-8 には全実験協力者の平均舌下温
の変化を図示する。

図からは、舌下温がミトン装着後若干増加した
後、仰臥位でベッド上で拘束されると低下した
が、時間経過に伴う変化は実験協力者間で一貫し
なかった。

表 3-2　実験協力者毎のEMG 相対活動
（20min 値）数　　n=8

1-20m 21-40m 41-60m
1 29% 35% 33%
2 50% 17% 33%
4 10% 17% 74%
5 6% 24% 71%
6 24% 76%
7 46% 32% 22%
8 3% 45% 53%

1-20m 21-40m 41-60m
mean 
EMG 
event

24% 35% 48%

図 3-6　全実験協力者の平均 EMG 相対活動
（20min 値）　　p=.056

表 3-3　実験協力者毎の口腔舌下温　n=8
min

協力者 開始前 開始 20min 40min 60min 差

1 36.91 36.36 36.85 36.56 37.1 0.74
2 36.71 36.66 36.54 36.57 36.49 -0.17
3 36.64 36.18 36.18 0
4 36.58 36.86 36.83 36.65 36.67 -0.19
5 37.4 37.24 37.27 37.13 36.95 -0.29
6 36.22 37.46 36.98 36.74 -0.72
7 36.36 36.99 36.35 36.65 36.42 -0.57
8 36.73 36.31 36.38 36.71 36.49 0.18

開始前 開始 20min 40min 60min
体温平均 36.7 36.8 36.7 36.6 36.7

0.4 0.4 0.4 0.3 0.3

図 3-7　実験協力者別 20min 毎の舌下温
図 3-8　全実験協力者の平均体温相対値
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3.3　VAS（Visual Analog Scale）（主観的
感情評価）
VAS による主観的感情として、痛み、痒み、

渇き、不愉快、疲労、げっぷが出る・または出そ
う、胃が膨らんだ感じを拘束開始時、20min 後、
40min 後、 および60min 後 の4 回 測 定 したが、
げっぷが出る・または出そう、胃が膨らんだ感じ
についてはすべて0 回答であったので、ここでは
痛み、痒み、渇き、不愉快、疲労の結果について
のみ報告する。

分析方法は分散分析 ANOVA 法（analysis of 
variance）をもちいて分析し主効果有意水準は
0.05 以上とした。

１）痛み
図 3-9 は、VAS による痛み得点を実験協力者

ごとに、時間経過の関数として図示したもので
ある。開始時はほとんど反応がなかったが、時間
経過につれて高得点を示す実験協力者が増えてい
る。図 3-10 に、拘束開始時、20min 後、40min
後、および60min 後の平均痛み得点を図示した。
拘束 40min ～ 60min の間に10 から25 へと大きく
痛み得点が増加している様子が伺える。ANOVA
分析で時間経過の主効果は、p ＝ .051 と有意傾
向を示した。

２）痒み
図 3-11 は、VAS による痒み得点を実験協力者

ごとに、時間経過の関数として図示したものであ
る。開始時はほとんど反応がなかったが、時間
経過につれて高得点を示す実験協力者が増えてい
る。図 3-12 に、拘束開始時、20min 後、40min
後、および60min 後の平均痒み得点を図示した。
拘束 20min ～ 40min の間に平均 10 点増加し、そ
の後 60min へと若干減少している様子が伺える。
時間経過の主効果は、p ＝ 0.144 と有意ではな
かった。

３）渇き
図 3-13 は、VAS による喉の渇き得点を実験協

力者ごとに、時間経過の関数として図示したもの
である。開始時はほとんど反応がなかったが、時
間経過につれて高得点を示す実験協力者があら
われている。図 3-14 に、拘束開始時、20min 後、
40min 後、および60min 後の平均渇き得点を図示
した。拘束 20min ～ 40min の間に平均 10 点以上
増加し、その後 60min へと若干減少している様子
が伺える。時間経過の主効果は、p ＝ .019 と有意

であった。

４）不愉快
図 3-15 は、VAS による不愉快度得点を実験協

力者ごとに、時間経過の関数として図示したもの
である。開始時は2 名の実験協力者が30 点、そ
の他は0 点であったが、時間経過につれて得点を
徐々に増した。図 3-16 に、拘束開始時、20min
後、40min 後、および60min 後の平均不愉快度
得点を図示する。拘束開始直後から20min までに
平均不愉快度得点は大きく増加し、40min 後に最
大値をとったあと60min へと若干減少する様子
が伺える。時間経過の主効果は、p ＝ .021 と有意
であった。

５）疲労
図 3-17 は、VAS による疲労感得点を実験協力

者ごとに、時間経過の関数として図示したもので
ある。5 名の実験協力者が開始時から10 ～ 30 点、
他の3 名の実験協力者は0 点であったが、時間経
過につれて得点は徐々に増加した。図 3-18 に、
拘束開始時、20min 後、40min 後、および60min
後の平均不愉快度得点を図示した。拘束開始直
後から20min、40min へと疲労感は増加し60min
後に最大値を示した。時間経過の主効果は、p
＝ .005 と有意であった。

以上の結果は、ミトン拘束による主観的感情
が、不快感、のどの渇き、皮膚の痒み感が早々に
増したあと、疲労、痛みの順で強く現れることを
示しているといえよう。

図 3-9　VAS 痛み得点（個人別）

図 3-10　VAS 痛み得点（平均）　　p=.051
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図 3-11　VAS 痒み得点（個人別） 図 3-12　VAS 痒み得点（平均）　　p=0.144

図 3-13　VAS 喉の渇き得点（個人別）
図 3-14　VAS 喉の渇き得点（平均）　　p=.019

図 3-15　VAS 不愉快得点（個人別） 図 3-16　VAS 不愉快得点（平均）　　p=.021

図 3-17　VAS 疲労感得点（個人別）

図 3-18　VAS 疲労感得点（平均）　　p=.005

尚、STAI- Ⅱによる特性不安の結果は、実験協
力者全員がやや高い傾向の不安傾向を示す同じ傾

向を示した。
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4. 考察
身体拘束の中でも、自由度が高く拘束度は低い

と思われがちなミトン拘束に特化して生理心理学
的な視点から考察する。

身体拘束という行為が医原病ならず看原病を作
らないという観点から拘束ストレスを精神的スト
レス反応として顎関節症や呑気症、慢性ストレス
性高体温症（岡、2008）を視野におきながら咬筋
の緊張や体温上昇、主観的評価指標としてVAS
と実験実施前にSTAI- Ⅱをつかって計測してみ
た。

具体的方法としてはミトン装着した状態での
1 時間経過を体温、表面筋電図及びVAS 評価、
ATAI- Ⅱを時間経過に伴う変化として計測の対
象とした。以下にそれぞれの評価指標とストレス
反応について考察する。

4.1　研究方法について
研究方法については身体拘束を体験的に試み

感想を述べるという形式は多い。しかし、生理
心理学的に研究したものについてはほとんど見ら
れず、倫理的配慮に対する看護者のジレンマ（山
本、2005）や身体拘束についての認識調査が多い

（小島ら、2008）。最近、散見するのは実際に看
護者が体験しての感想聴取である（平栗・橋爪、
2008）。著者が所属した大学では看護学隣地実習
開始時に5 分から10 分拘束を体験させて実感と
して身体拘束を学習してベッドサイドに臨ませて
いる教科もあった。

拘束ストレス理論は、ラットによる実験が心理
学領域等から多く報告され（データーベスに拘束
ストレスで検索すると227 ヒットする）ストレス
疾患の理解などに活用されているが、人の身体拘
束理解には利用されていない。

主観的評価も含めて指標に基づき計測したい
時、ラットなどの拘束ストレス理論からの演繹理
解では限界があり、臨床的実用的知識として確認
するには人を対象にすることも許されると考えた
い。倫理的配慮からは実験協力者に侵襲性の少な
い方法として咬筋の表面筋電図（sEMG）と口腔
舌下温測定、主観的測定法としての質問紙法の選
択は妥当であったと考える。

今回の実験は、人を対象にした初めての実験
で、実験協力者にとっては拘束という精神的・身
体的、且つ時間的拘束（実験前後を含め約 2 時
間）など負担度が高いことが懸念された。実験趣
旨に理解ある協力者に限定したため実験対象者が
少なく、実験機材操作不備や実験協力者の時間

制限などのための計測時間不足のデータも大切な
データとして使用している（図や表の空白はその
ことを示す）。

統制群については、日常に健康体で呑気症、顎
関節症、慢性微熱に関連する症状のない人であれ
ば異常咬み込みはないとし、あっても少ないと考
え統制群は1 例しか計画していない。科学的検証
という意味では今後の課題である。

4.2　観察時間に関して
本来、臨床では目的的に短時間の身体拘束をす

ることでの問題は少ない。点滴などの医療行為を
安全に終了させるための身体拘束はこの研究の視
野外である。看護場面による安全確保・転倒転
落防止のための身体拘束は、少なくとも面会時間
を除いたすべての時間のことが多く、決して1 時
間ではない。この研究の動機になった一宮ミトン
拘束訴訟裁判では2 時間拘束を短時間と述べてい
る。患者の苦痛を検証するには、そうした時間経
過を観察すべきであるが今回は倫理的配慮として
1 時間の計測とした。

予備実験も含めて実験という試みに快い協力を
得ることができたが、実験協力者は内省報告では
1 時間で強い苦痛を感じたと述べている。

特に体温上昇に関しては慢性ストレス熱の仮
説には1 時間の計測では明確にすることができな
かった。

実験開始時間については疲労感の少ない午前
10 時前後が理想的と思われたが、協力学生の学
生生活を優先した実験時間帯になったため統一し
た時間設定ではない。しかし、ほぼ午後の時間帯
から夕刻 16 時迄となった。

4.3　結果について
1）左右咀嚼筋（咬筋）の表面筋電図

クレンチングについては、最近では、小児科領
域における疾患の理解にも役立てられている（加
納・有阪 2006）。二次性夜尿症だけでなく、一次
性夜尿症の精神的ストレスに関係するものにスト
レス・バロメーターとして理解され、異常を示す
症例では抗うつ剤の効果を認めたり、また不登校
の原因の一つであるいじめに対してのストレス・
バロメーターや各種疾患での臨床応用の可能性
についても述べられてきている。図 4-1 はそのこ
とを消化器心身医学の見地で図解したものである

（小野 2005）。
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図 4-1　ストレスによる咬みしめと呑気症候群（消化器心身医学 p1548 に表題は筆者加筆）

表面筋電図（sEMG）は筋肉収縮時における神
経・筋単位（neuromuscular unit：NMU）の活
動電位の記録であり，実験協力者への侵襲なく行
えるので便利といわれている。

そうしたことから、身体拘束時の心理的ストレ
ス測定にも指標とすることを試みた。非機能性咀
嚼・咬みこみ運動をクレンチングと考え測定した
が、図 3-4 で60min 値が下降しているのは計測前
3min の口閉じ指示とその後の体温やVAS の計測
時に一致する。計測時は非機能性咬みこみがな
かったことを意味していると考えられる。更にこ
れで終了という実験協力者の気持ちの影響、安堵
感の表れとも推測できる。

咀嚼筋の一つである非機能性咬筋の緊張をクレ
ンチングとしてその出現回数（クレンチングイベ
ント）である弱いクレンチングはストレス解消の
ために発生している（田原 2009）との報告もあ
り、そのこと自体が身体に悪影響かどうかは問題
であるが、弱い振幅もストレス反応に対する機能
であるとすればストレスが確かにあることの事実
として考えた。しかし、それを数えると無数にな
るので0.1 以上をカウントした。（Sub1 は0.3 以
上のカウントになっている。）

実験協力者別に単層性が多い人、多層性が多く
出ている人などそれぞれに振幅波形は違ったが大
きな傾向としては時間経過で緊張波形増強がみら
れた。今回はシンプルに、ストレスの有無にのみ
着目し回数の計数化をしたが、ストレスの重度を
視点にすれば、波形の持続時間や層性の計測等を
行い顎関節への負担度の理解が必要である。

計測時の咬みしめ振幅反応は計測時には一人を
除いて見られていない。口閉じや口腔検温時や
VAS 測定の会話中は無意識の咬みこみ反応はな

いことが示唆されている。

2）舌下温
岡（2008）はマウスの実験で、20 分以内に

1.5℃上昇と述べているが、1 時間経過の中での変
化は大きく変動に共通の傾向はなく、個人差が顕
著であった。予備実験では20 分後に一度上昇し
その後に少し下降するとの印象であったが本実験
では開始時に上昇がみられた。これは実験協力者
と実験者の関係であろうか。予備実験は授業など
での重ねた面識があり実験目的や内容に積極的ア
ドバイザー的で被験者として協力的な人達であっ
たことに比較し、本実験は実験協力者にとっては
2 回目の面識であった。本実験での実験協力者の
緊張は大きかったと考えられる。臨床での老人が
拘束される時と状況は少し違うが不安や緊張感と
いう点では類似するのかもしれない。

また、体温は眠気や睡眠との関係も大きい。自
覚的訴えに眠たいとの表現はあり閉眼や欠伸は多
く見られた。

体温については実験中、体の部分的ポカポカ感
を述べた人が体験論文（甲斐、2004）や今回の予
備実験からは得られたので、1 時間経過の中で明
確な体温上昇が認められることを期待したが本実
験 1 時間の中では認められなかった。体温下降傾
向にあったのは眠気、若しくは傾眠がちの状況が
影響していることが考えられる。尚、ラットの場
合は弱い拘束刺激 20 分で体温上昇がみられたと
報告されている。（岡 2008）

体温上昇は個人差が大きかったが概観して言え
ることは、20 分後に上昇しその後は下がる。し
かし、開始時と比較すると上昇している例もあっ
た。
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その人の体温の1℃範囲内の体温変動は通常は
有熱とはしないが1℃超える程度を微熱と呼び一
番倦怠感が大きい時であると予測したが微熱ほど
の上昇は見られなかった。

偶然に得た数値であるが、尿意の我慢では体温
が上昇し排尿後も40 分ほどは平熱にはならなかっ
た。このことでは、オムツが嫌で我慢している状
態を推測することができる。

3）VAS
VAS ではストレス時の空気飲み込みを仮定し

（呑気症の誘発）ゲップと膨満感を評価項目に挙
げたが全員 0 であった。しかし、経過中唾液が口
腔に頻回に貯留し、その都度、唾液呑み込みの嚥
下反射が頻回に行われていた。筋電図では大きな
振幅ではなくクレンチングとしてはカウントして
いない。

痒みは一定のところではなく顔や腕など手が自
由であればふとその個所に手がいき軽く掻く程度
ではあるが、掻かないでいても強い痒みにはなら
ないで、違う場所に痒みが飛んだりする痒みで
あった。痒い部分は顔や耳など表出部分とミトン
の中の手掌であった。これは皮膚の乾燥と関係が
あるのか緊張による精神的発汗部位との考察等が
必要であるが今回は行っていない。不愉快や疲労
は60min 値において評価点が低くなった。実験終
了の思いが影響していると考えられる。不快に始
まり喉の渇きと疲労感が強くなり痒みや身体の痛
みが加わっていく経過を示している。

生理的指標はミトンと拘束という負荷により増
加している。

臨床上では、ミトンが汚れ、悪臭を放つため頻
繁に洗濯をする。また、先行研究では蒸れない、
洗濯可能なデザインや素材の工夫をテーマにし
たものが多い。今回の実験中の痒みを「手掌にあ
る」や「手や顔のぽかぽか感」を述べている。

以上のことから、主観的感情評価（VAS）で
は「ミトン」については明確な発言はなかった
が、クレンチングイベントが時間経過で増加し
ていること（図 3-6）に着目すると、主観的に感
じることに先行して咬筋の過緊張など身体的に反
応していることを重要視したい。

こうした拘束の対象者は老人、しかもせん妄や
認知症の自分で意思表示のできない人達である。
老人の訴えだけに頼ってはいけないことが示唆さ
れたと言えよう。

今回、布団は利用していない。寝床内気候は眠
るに快適な環境つくりである。眠り防止のために

今回の実験では、寒くない程度とした。
そのことで結果として考えると体温への影響や

手掌への汗の影響もあったと思われる。
今回は、実験協力者への負担を考慮し、1 時間

の実験しかできなかったが、1 時間継続だけでも
時間経過で患者のストレスが増えることが明確に
測定できたことは看護理論の一つとして意義ある
ものと考える。

5. 結論
１）拘束 1 時間の口述評価による主観的感情評価

では著明な影響は認めなかったが主観的知覚
の痛みやかゆみに先行して身体的負担をクレ
ンチング数の増加で証明できた。

２）安静臥床、仰臥位と両上肢ベッド策に固定
という行動制限的身体の拘束は十分にストレ
スを与えていた。

３）軽い痒みが顔面や手掌に頻回に出現しては消
え、手が使えない苦痛で不愉快感や疲労感は
時間経過で増強していた。

４） VAS や終了後の内省報告では、ミトン装着
し両上肢ベッドに固定して仰臥位継続は、1
時間が限界でこれ以上は我慢できないと述べ
ていた。

５）げっぷや胃部膨満腹感は一人も認めなかった
が、唾液が頻回に口中に分泌貯留し嚥下反射
で飲み込んでいた。

６）時間経過とクレンチング、VAS の疲労・痛
みは相関して増加した。

７）不快に始まり喉の渇きと疲労感が強くなり痒
みや身体の痛みが加わっていく経過が示唆さ
れた。
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Somatic effects of mitten restraint
－Psychophysiological research on patient stress caused by 

mitten restraint－

Toshiko Takeda
Department of Nursing, Toyama College of Welfare Science

Abstract
In clinical practice, restraint is used to manage the safety of elderly patients. Gloves or mittens, which 

take the free movement of a patient’s fingertips into account, are used to ensure patient safety while 
reducing the burden of restraint. Previous studies have used many colors and designs and sampled 
several types of material with various qualities when making restraint devices. However, none of 
these studies focused on stress in patients wearing restraint devices. The present Psychophysiological 
research revealed the somatic effects of wearing the mittens on patients, the results of which could 
be used to judge whether restraint is justified in nursing care. Non-functional biting (clenching) that 
occurred when patients experienced stress and reflection reports completed at the time each clenching 
event was observed were evaluated using a visual analog scale. The number of clenching events 
increased significantly, mild itch frequently appeared on patients’ faces and palms but later disappeared, 
and unpleasantness and lassitude increased with time, as patients could not use their hands freely. 
Physical burden was found to exist before subjective perception when stress caused by mitten restraint, 
which was considered a relatively mild method, was measured for one hour.

Keywords:   restraint stress, mechanical restraint, psychophysiological response, masseter electromyo-
gram, clenching, non-functional biting, reflection report, visual analog scale
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在宅看護学実習の学びの分析および実習方法の提案
－訪問看護ステーション・富山型ディサービス・地域包括支援センター・訪問入浴での学び－

荒木　晴美，今川　孝枝，河相　てる美，炭谷　靖子
富山福祉短期大学看護学科

（2014.9.26受稿，2014.10.31受理）

要旨
在宅医療が推進され、看護職の役割は病院から地域へと拡大し看護職には広く患者・家族の生活の場に

即した看護の提供方法を柔軟に検討する力、継続看護の視点が求められている。本研究は、在宅看護学実
習終了後の看護学生の学びを明らかにし、今後の実習指導や教育のあり方の示唆を得ることを目的とす
る。本研究の趣旨に同意・協力の得られた学生 21 名の課題レポートの記載内容をKJ 法にて分析した。そ
の結果、7 つの島に集約された。7 つの島は、“ 利用者の多様性・個別性 ”、“ 信頼関係の構築 ”、“QOL の
維持・向上 ”、“ 地域を知って看護の力を発揮する”、“ 共通の目標に向っての連携と役割 ”、“ 責任と笑顔
がやりがい”、“ スタッフをモデルとしての今後 ” であった。4 形態の施設での実習で、学生は在宅看護を
つなぐことができ、地域を広い視点で捉え、継続看護の視点の育成につながったと考えられる。本研究は
本学の在宅看護学教育の講義・実習の方向性を示す基盤となった。

キーワード：在宅看護学実習、看護学生、課題レポート、KJ 法

1. はじめに
在宅看護論は、1997 年より新しく看護師課程

のカリキュラムに導入された科目である。その背
景には、健康問題を抱えた療養者が生活の場であ
る在宅で暮らしたいという思いがあることや高
齢化、入院期間の短縮などにより医療機関で行わ
れていた医療や看護が、在宅で必要となってきた
ことにある。つまり、施設内だけではなく地域で
も活躍できる看護職を育成することにある。そし
て、2009 年度の教育カリキュラム改正で在宅看
護論は総合分野に位置づけられ、在宅看護実習で
は基礎から専門分野までの各看護学の学習が統合
され、実習場所は、訪問看護に加え多様な場所で
実習を行うことが望ましいとされた。これは、地
域の生活者の立場に立った健康支援の看護基礎能
力を養成することを期待しているものである。多
様な施設での実習を通して支援体制全体の役割を
とらえられる内容を含めることで、看護の役割を
深く考えることができるからである（日本訪問看
護振興財団、2010）。

また、医療制度改革においても、病院から在宅
への円滑な移行と医療の継続を重視しており、看
護職には広く、患者・家族の生活の場に即した看
護の提供方法を柔軟に検討する力が求められてい
る（河原、2012）。

このように、在宅看護への社会的ニーズが高ま

る中、在宅看護実習に関しての研究は、訪問看護
実習での学生の学びのレポートの分析（樋口ら
2010、篠原ら2010）や訪問看護での実習経験・
評価の分析（牛久保ら2012、松尾ら2013）、臨地
実習指導者と教員の指導役割について検討してい
るもの（深谷ら2013、迫田ら2014）、継続看護に
関するもの（吉田ら2013、田山ら2013、篠原ら
2014）などが報告されており、効果的な実習を展
開するために様々な取り組みが続けられている。
しかし、その多くは、訪問看護ステーションでの
実習の研究報告である。在宅療養を支えるのは訪
問看護だけではない、在宅看護は、訪問看護とい
うサービスの一類型にのみ言及しているのではな
い（河原、2012）。地域にはディサービスや訪問
入浴など様々な事業所があり看護職がいる。

本学は、地域を理解し、保健・医療・福祉従
事者と良好な関係を構築できる看護実践者の育
成を目指し2008 年に開学した。在宅看護実習は
2010 年度より開講し、県内にある様々な規模・
種類の訪問看護ステーション、富山型ディサー
ビス、地域包括支援センター、訪問入浴と保健・
医療・福祉の多様な場での実習を取り入れてい
る。

金子は「看護教育の中で臨地実習は、実践教
育として教育の中心におかれる。講義で学んだ看
護と、実践で学んだ看護とが一致し、実習という

在宅看護学実習の学びの分析および実習方法の提案
－訪問看護ステーション・富山型ディサービス・地域包括支援センター・訪問入浴での学び－

33

共　創　福　祉（2014）
第９巻 第 2号 33～ 44

（原著）



体験をとおして看護に対する認識を深めるのであ
る（金子、2003）。」と述べている。つまり、実習
で得た学生の学びは、今後の教育へのあり方に示
唆を与えている。そこで、開学、間もない本学の
学生が4 形態の在宅看護学実習で何を学んだのか
を明らかにして、今後の実習のあり方や教育に反
映していきたいと考えた。

2. 研究目的
本研究では、在宅看護実習における学生の学び

を明らかにし、今後の実習指導や教育のあり方の
示唆を得ることを目的とする。

3. 研究方法
3.1　対象

在宅看護実習を終了し、本研究の趣旨に同意・
協力を得た本学看護学科 3 年生 21 名を対象とし
た。

3.2　分析方法
実習課題のうち「3 週間の実習を通しての学

び」のレポートと学生が自ら作成したラベルを分
析対象とした。KJ 法を用い、研究者 4 名で討議
し、合意形成を行いながら集約を繰り返した。KJ
法によるデータ抽出・分析の方法については、学
会公認のKJ 法指導者を研究者に交え、信頼性を
確保した。

3.3　倫理的配慮
研究の同意を得る際には、実習終了後、口頭に

て研究の主旨と内容、匿名性の保持、成績に影響
しないこと、協力は自由意思であること、研究目
的以外には使用しないこと、個人が特定されない
ことについて口頭と文書にて説明し、研究への参
加と結果の公表について了承を得た。本研究は所
属機関の倫理審査の承認を得た。

3.4　在宅看護学実習の概要
在宅看護学のカリキュラムは、在宅看護学概

論 1 単位、在宅看護学援助論Ⅰ・Ⅱ 3 単位、在
宅看護学実習 2 単位の計 6 単位で構成している。

在宅看護学実習は、3 年生で開講される臨地実
習科目である。学生は4 グループで編成され、1
クール 3 週間で行っている。他の領域別実習 6　
科目とともにローテーションで実習を履修するた
め、履修時期は学生のグループによって異なる。
1 クールは訪問看護ステーション 5 日間と富山型
ディサービス 4 日間、訪問入浴サービスと地域

包括支援センターは1.5 日で構成している。
学生は訪問看護ステーションでは、週に2 回以

上訪問できる1 名の受けもち事例をもち、情報収
集から分析・評価と一連の在宅看護過程を踏む。
受けもち以外にも、複数の訪問事例に同行し、さ
まざまな療養者と出会い、訪問看護業務の見学・
体験をする。富山型ディサービスでは、1 人の利
用者を受けもちながら、他の利用者ともかかわり
ディサービスでの業務や在宅への送迎に付き自宅
での様子を見学してくる。訪問入浴は、要介護度
の低い人から人工呼吸器装着者、がん末期など多
様な利用者の入浴を見学する。地域包括支援セン
ターでは、3 職種とともに同行訪問や相談業務の
見学、介護予防事業に参加する。

学生は在宅看護学実習に臨む前に、1 年次で基
礎看護学実習Ⅰと高齢者看護学実習Ⅰ、2 年次で
基礎看護学実習Ⅱと小児看護学実習Ⅰを終了し
ている。3 年次では領域別実習（母性・小児Ⅱ・
成人Ⅰ・成人Ⅱ・老人・精神・在宅看護）は、
並行して行われる。その後に総合実習が構成され
ている。

以下に実習時期、実習目標、実習施設の概要
を示す。
［実習時期］

2010 年 5 月～ 9 月
［実習目標］

① 在宅で療養する人及びその家族の特徴を理解
する。

② 療養者及び家族に応じた看護過程を展開す
る。

③ 在宅療養を推進・継続するための社会資源の
活用について具体的に学ぶ。

［実習施設の概要］
① 訪問看護ステーション：県内 8 カ所の病院

立、看護協会立、民間設立の事業所
② 富山型ディサービス：富山型ディサービス

とは、富山県から全国に広がった子供から
大人まで障害の有無にかかわらず利用できる
ディサービスである。県内 4 カ所の民間の事
業所で、設立者の理念により取り組みは様々
である。

③ 訪問入浴：県内にある施設の付属と民間設立
の2 カ所の事業所

④ 地域包括支援センター：市内 4 カ所の介護
老人福祉施設に併設した事業所

4. 結果
実習記録の「3 週間の実習を通しての学び」の
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レポートと学生が自ら作成した165 枚のラベルか
ら、意味内容の類似性により5 段階の集約を繰り
返した。その結果、1 段階は90、2 段階で43、3
段階で24、4 段階で14 の島に集約し最終的に7
つの島を形成した。

7 つの島は、“ 利用者の多様性・個別性 ”、“ 信
頼関係の構築 ”、“QOL の維持・向上 ”、“ 地域を
知って看護の力を発揮する”、“ 共通の目標に向っ
ての連携と役割 ”、“ 責任と笑顔がやりがい”、
“ スタッフをモデルとしての今後 ” であった。

以下にそれぞれの島について説明する。なお、
1 段階目の島の表札は〈　〉、2 段階目の島の表
札は《　》、3 段階目の島の表札は、［　］、4 段
階目の島の表札は｛　｝、5 段階目の島の表札を

【　】、各島のシンボルマークは“　” で示す。

4.1　“ 利用者の多様性・個別性 ”（表 1）
【いろいろな年齢や状態の人が、相互に支え合い
満足して生活していることが理解できた】

“ 利用者の多様性・個別性 ” という島は、いろ
いろな年齢や状態の人が、相互に支え合い満足し
て生活しているということであり、［相互に支え
合っている］、｛家での生活に満足している｝の2
つの島から形成されている。
［相互に支え合っている］の島は、《笑顔の利用

者や不機嫌な利用者もいた》、《相互に支え合うこ
とが自信になっている》から形成される。
｛家での生活に満足している｝は、［家での生活

に満足し、生活意欲を得ている］、［訪問すること
で療養生活が理解できた］という島から形成され
る。
［家での生活に満足し、生活意欲を得ている］

の島は、《家での生活は不都合もあるが満足》《入
浴中の表情から生活意欲を得ている》からなって
いる。
［訪問することで療養生活が理解できた］は、

《在宅療養が理解できた》、《療養の状況を学んだ》
から形成されている。

表１　利用者の多様性・個別性
1 段階 2 段階 3 段階 ４段階 5 段階

在宅で過ごす利用者の表情は笑顔で落ち着
いている人が多かったが、動きまわったり不機
嫌そうな利用者もいた

笑顔で落ち着いている利用者が多かった
が、不機嫌で落ちつかない人もいて、落ち
着かない利用者とどのようにかかわれば
いいのかわからなかった（笑顔の利用者
や不機嫌な利用者もいた）

幅広い年齢や障害の人が一緒
に生活することで、自分も役に
立っていると思うなど、相互に支
えあうことができる（相互に支え
合っている）

いろいろな年齢
や状態の人が、
相互に支え合
い満足して生
活していること
が理解できた

”利 用 者 の 多
様性・個別性”

講義で習っていたけれど落ち着かない利用者
とどのように関わればよいか最初はわからな
かった
子どもから高齢者の幅広い年齢の人や障害
のある人ない人が、一緒に生活することで、相
互に刺激しあい支えあうことができる

幅広い年齢の人や障害の有無に関係な
く、一緒に生活することで、相互に刺激し
あい支えあうことができ、世話になっている
だけでなく、人の役に立っていると感じるこ
とで自信につながっている（相互に支えあ
うことが自信になっている）

利用者は世話になっているだけでなく、人の役
に立っていると感じることで自信につながって
いる
家で生活するには、不都合や問題もあるが、家、地域で暮らしたいという利用者が多く、満
足している部分を見ることができた（家での生活は不都合もあるが満足）

住み慣れた家、
地域で生活す
ることを利用者
は望み、満足し
ており、生活意
欲を得ていると
実 感した。（ 家
での生活に満
足し、生活意欲
を得ている）

訪 問 すること
で、利用者は家
で生活すること
に満足し、生活
意欲を得ている
と在 宅での療
養が理解でき
た。（家での生
活に満足してい
る）

入浴を楽しみにしており入浴後の笑顔が印象
的であり、入浴することで生活意欲や生きる意
欲が高まっていると感じた 入浴体験の配慮や利用者の入浴中の表

情から生活意欲を得ていると実感した（入
浴中の表情から生活意欲を得ている）利用者が受けている入浴を体験し、細やかな

配慮を実感した

実習を通して今まで自分の想像できなかったこ
とが、実際に行って体験することで理解ができ
在宅看護が身近なものになった 講義で在宅での療養がイメージできな

かったが、訪問することにより理解できた
（在宅療養が理解できた）

在宅での療養
がイメージでき
なかったが、訪
問することによ
り生 活の場で
の療養の状況
が理解できた。

（訪問すること
で療養生活が
理解できた）

講義で習ってはいたが、在宅で療養することの
イメージがつかなかったが、訪問して理解でき
た
３週間の実習を通して、在宅で過ごす利用者
の身体の状態や生活状況などたくさんのことを
学んだ

実習を通し生活の場での療養の状況を学
んだ（療養の状況を学んだ）在宅看護は生活の場であると身をもって学ん

だ
在宅看護は利用者や家族と時間をかけてゆっ
くり関わる

在宅看護学実習の学びの分析および実習方法の提案
－訪問看護ステーション・富山型ディサービス・地域包括支援センター・訪問入浴での学び－
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4.2　“ 信頼関係の構築 ”（表 2）
【訪問マナーや介護者への配慮、知識が信頼関係
の構築につながる】

“ 信頼関係の構築 ” という島は、知識や訪問マ
ナーに気をつけることや介護者への配慮が信頼関
係の構築につながるということであり、｛信頼関
係の構築には訪問マナー、安心感、家族への配慮
が必要｝、《利用者に説明できる知識》の2 つの島
から形成されている。
｛信頼関係の構築には訪問マナー、安心感、家

族への配慮が必要｝は［訪問時の姿勢や安心感を
与えることでできる信頼関係］、＜訪問マナーや
家族への配慮が必要である＞から形成される。
［訪問時の姿勢や安心感を与えることでできる

信頼関係］は《訪問マナーにより信頼関係を構築
する》、＜安心を与えることが信頼関係につなが
る＞から形成される。

4.3　“QOL の維持・向上 ”（表 3）
【訪問することで利用者の生活や歴史を知り、意
向に沿えるように看護を提供することが、利用
者、家族のQOL の維持・向上につながる】

“QOL の維持・向上 ” という島は、訪問するこ
とでその人の生活や歴史がわかり、利用者・家族
の意向に沿えるように看護を提供することが、利
用者、家族のQOL の維持・向上につながるとい
うことである。“QOL の維持・向上 ” は｛意向を
大切にし、自立を支援｝、｛利用者個々の生活全
体を把握し関わる｝の2 つの島から形成されてい
る。
｛意向を大切にし、自立を支援｝という島は、

［QOL 向上のための自立支援］、［訪問することで
見える生活の歴史］で形成される。
｛利用者個々の生活全体を把握し関わる｝とい

う島は、《ニーズやディマンズに沿った看護の提
供》、《生活背景など広い視点で計画しケアする》

で形成される。
［QOL 向上のための自立支援］という島は、

《利用者が生活したいように支援する》、《利用
者・家族の意向に沿い自立を支援する》から形成
されている。
［訪問することで見える生活の歴史］の島は、

《家に入る意味》、《話を傾聴する大切さ》で形成
されている。

4.4　“ 地域を知って看護の力を発揮する”（表
4）

【地域特性や社会資源の知識、応用力、予防的視
点、アセスメント力、見守り、判断力、決断力、
対応力が必要である】

“ 地域を知って看護の力を発揮する” は、地域
特性や社会資源の知識をもち、その上で基礎を押
さえた応用力や予防的な視点を含めたアセスメン
トを行い看護の力を発揮するということであり、

｛予防的視点と環境づくり｝、｛幅広い知識と基礎
を押さえた応用、アセスメント力、決断力が必
要｝で形成されている。
｛予防的視点と環境づくり｝は《予防的な視点

と見守りが大切》、《その人に合った環境を整え
る》から形成されている。
｛幅広い知識と基礎を押さえた応用、アセスメ

ント力、決断力、対応力が必要｝は［基礎的な
知識・技術、応用力、社会資源の知識など幅広
い知識が必要］、［アセスメント力と対応］で形成
され、［基礎的な知識・技術、応用力、社会資源
の知識など幅広い知識が必要］は《基礎的知識・
技術と応用》、《その人らしい生活を支えるための
幅広い知識》で形成されている。
［アセスメント力と対応］は《その人らしい生

活を支えるためのアセスメント能力と知識・技
術》《その場での判断、決断力》で形成されてい
る。

表２　信頼関係の構築
1段階 2段階 3段階 ４段階 5段階

信頼関係を構築していくことが大切である 利用者の家にお邪魔させて頂くとい
う気持ちを忘れず信頼関係を構築
していくことが重要である（訪問マ
ナーにより信頼関係を構築する）

訪問時の姿勢や、
療養者の状態を家
族に伝えることなど
が安心感につなが
り、信頼関係を構
築できる（訪問時
の姿勢や安心感を
与えることでできる
信頼関係）

訪問マナーや療養
者の状態説明、家
族の負担への配慮
が信頼関係の構
築につながる（信
頼関係の構築には
訪問マナー、安心
感、家族への配慮
が必要）

訪問マナーや介護
者への配慮、知識
が信頼関係の構
築につながる

”信 頼 関 係 の 構
築”

利用者の居宅にお邪魔させて頂いてサー
ビスを提供するという気持ちが大切であ
る

訪問した時に、前回と比べてどういう状態であるのか、家族に伝えることで、安心
してもらえることを学び、それが信頼関係につながっていると感じた（安心を与え
ることが信頼関係につながる）

訪問マナーや家族に負担をかけないなど配慮が必要である（訪問マナーや家族への配慮が必要で
ある）
行うケアや観察の根拠を知ることで、利用者への説明ができる（利用者に説明できる知識）
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表３　ＱＯＬの維持・向上
1段階 2段階 3段階 ４段階 5段階

在宅で生活する利用者、介護者の手助けをす
るのが、在宅で働く看護師の役割である

医療従事者が全てを管理すると
いうより、利用者の生活したいよ
うに支援することが在宅で働く
看護師の役割である（利用者が
生活したいように支援する） 利用者のＱＯＬを高めるため

に、利用者、家族の意向に
沿ったサービスを提供し、自
立を支援することが大切で
ある（ＱＯＬ向上のための自
立支援）

訪問すること
で 利 用 者 の
生きてきた歴
史が見え、そ
の歴史を含め
た 思 いや 利
用者、家族の
サービスへの
意 向を大 切
にし、自立を
支援すること
がＱＯＬの向
上につながる

（ 意 向 を 大
切にし、自立
を支援）

訪問すること
で 利 用 者 の
生 活や歴 史
を知り、意 向
に沿えるよう
に 看 護を提
供 す ること
が、利 用 者、
家族のＱＯＬ
の維持・向上
につながる

”ＱＯＬの 維
持・向上”

在宅は病気を治すことでなく悪化しない程度
に、利用者が生活したいように支援がされてお
り、医療従事者が全てを管理することはない
自分の価値観を押し付けるのではなく、利用
者、家族の意向に沿うサービスの提供を行うこ
とでその人らしい生活を送ることができると学
んだ

利用者のＱＯＬを高めるために
は、自分の価値観を押し付ける
のではなく利用者、家族の意向
に沿ったサービスを提供し、自
立を支援することが大切である

（利用者・家族の意向に沿い自
立を支援する）

利用者のＱＯＬを高めるためには、身体機能が
低下しないように自立を支援することが大切で
ある
家庭に入ることでその人の生きてきた歴史が見える（家に入る意味） 家庭に入ることや、利用者の

話に耳を傾けることで生きて
きた歴史が見える（訪問する
ことで見える生活の歴史）

利用者の話を傾聴することの大切さを学び、利用者の話に耳を傾けた（話を傾聴
する大切さ）
利用者や家族のディマンズやニーズに沿った
看護を提供することが大切である

日中独居になる場合でもサービスをうまく組み合わせ、利用者・
家族のニーズやディマンズに沿った看護を提供することで、在
宅で療養生活を継続していくことができる（ニーズやディマンズ
に沿った看護の提供）

利 用 者 個々
のニーズや生
活全体を把握
し計画を立て
関わることで、
ＱＯＬを維持、
高めることが
できる（ 利 用
者 個々の 生
活全体を把握
し関わる）

日中独居になる場合を見て、24時間看護者が
付きっきりにならなくてもサービスをうまく組み合
わせることで、在宅生活を送ることができる
利用者のニーズに合わせ、目的を明確にして
社会資源を活用することで、利用者が在宅で
療養生活を継続していくことができる
疾患だけでなく利用者の家や生活、生活背景
など全体を視野に入れて計画し関わる 疾患だけでなく利用者の家や生活、生活背景など全体を視野

に入れて計画し関わることで、利用者のＱＯＬを維持、高めるこ
とができる（生活背景など広い視点で計画しケアする）安心、安全な環境の住宅改修やディサービス

は利用者のＱＯＬを維持、高めることができる

表４　地域を知って看護の力を発揮する
1段階 2段階 3段階 ４段階 5段階

地域包括支援センターでは、介護予防など健康な人へ
の働きかけの大切さを知った

看護職は予防的視点で健康な人へ
働きかけることや家族のように見守る
ことも必要であると学んだ（予防的視
点と見守りが必要）

予防的視点で働きかける、見
守る、その人に合った環境を
作ることが大切である（予防
的視点と環境づくり）

地 域 特 性や
社 会 資 源の
知 識、応 用
力、予防的視
点、アセスメン
ト力、見守り、
判断力、決断
力、対応力が
必要である

”地域を知っ
て看護の力を
発揮する”

家族のように療養者のことを考え見守ることも必要である
と学んだ
整った環境を作りすぎるのも良いとはいえず、リハビリなどの状況や身体状況からその人に合った
環境を整えていくことが大切である（その人に合った環境を整える）
富山型ディサービスでは、医療的な処置はほとんどない
ように見えたが、看取りや緊急時などの場合は看護師の
知識や技術が必要不可欠であると学んだ

基礎的な知識・技術が大切であり、そ
の上で応用していくことが必要である

（基礎的知識・技術と応用）

その人らしい
生活を支える
ためには、基
礎的な知識・
技 術、応 用
力、対 応 力、
地 域 特 性や
社 会 資 源の
知識など幅広
い知 識 が 必
要である（基
礎的な知識・
技 術、応 用
力、対 応 力、
社 会 資 源の
知識など幅広
い知 識 が 必
要）

その人らしい
生 活を支 援
す るた め に
は、基 礎 知
識・技術や応
用力、地域特
性や社 会 資
源の知識、ア
セスメント力、
判 断 力、決
断力、対応力
が必要である

（ 幅 広 い 知
識と基礎を押
さえた応 用、
アセスメント
力、決断力が
必要）

在宅で医療処置を行うには、必要物品を自宅にあるもの
で代用するなど基本を押さえ応用することが必要であ
り、根拠を理解してしていなければ医療処置を行えない
どの場所でも看護の基本は同じであるが、在宅はより基
礎的なことをしっかり覚えておかなければならない
基本が大切であり、そこから利用者に応じたケアを提供
する。基礎知識を確実に身につけていないと在宅の看
護師は務まらない
様 な々疾患の人、地域の特性があるので知識が必要で
ある

その人らしい生活を支えるには、地域
の特徴や社会資源を知るなど幅広い
知識が必要である（その人らしい生
活を支えるための幅広い知識）

多くの職種が関わり在宅を支え、利用者の生活を改善し
ていく
その人らしい生活が送れるように支援するには、上手く
社会資源を活用することが大切であり、そのためには、
地域の特徴や社会資源を知るなど幅広い知識が必要
である
看護師は確実に療養者の状態をアセスメントし、判断・対
応しなければならない

その人らしい生活ができるようにする
ためには、情報をアセスメントする能
力、正確で豊富な知識や技術を身に
つけ、療養者や家族に寄り添いなが
ら支える必要がある（その人らしい生
活を支えるためのアセスメント能力と
知識・技術）

その人らしい
生活ができる
ようにするた
めには、情報
をアセスメン
し、判 断し決
断・対応する
ことが求めら
れる（アセスメ
ント力と対応）

利用者の訴えやバイタルサインだけでなく、家族の気付き
も利用者の変化をとらえるための重要な情報である
在宅看護は技術だけでなく急変や疾患に対しての予測
を立てることが重要である
その人らしい生活ができるようにするためには、すべての
情報を網羅してアセスメントする能力、、判断力、正確で
豊富な知識、技術を身につけ、療養者や家族に寄り添
い、導きながら支える必要がある
関連図を記載することで疾患への理解が深まる
在宅に携わるには、一人で判断するので経験が必要で
ある

病院と違い、近くに看護師や医師が
いないためその場での正確な判断能
力、決断力、経験が求められる（その
場での判断、決断力）

在宅看護は病院とは違い、近くに看護師や医師がいな
いため、その場での正確な判断力、決断力が求められる

在宅看護学実習の学びの分析および実習方法の提案
－訪問看護ステーション・富山型ディサービス・地域包括支援センター・訪問入浴での学び－

37



4.5　“ 共通の目標に向かっての連携と役割 ”（表
5）

【利用者・家族を支えるために地域全体で連携し
目標に向かって役割を実践することが大切】

“ 共通の目標に向かっての連携と役割 ” は、利
用者・家族を支えるために地域全体で連携し、目
標に向かって役割を実践することが大切であると
いうことで、｛ネットワークを作り地域全体で利
用者・家族を支える｝、｛地域全体で目標を共通理
解し役割を実践する｝の2 つの島から形成されて
いる。
｛ネットワークを作り地域全体で利用者・家族

を支える｝の島は、［連携して地域全体で利用
者・家族を支える］、［地域の特徴を理解して対応
する］、［家族を支えていく］の3 つの島から形成
されている。
｛地域全体で目標を共通理解し役割を実践する｝

の島は、［地域の事業所にはそれぞれの役割があ
る］、［連携して役割を実践する］、［その人の暮ら
したい生活を知り、連携して役割を実践する］か
ら形成されている。
［連携して地域全体で利用者・家族を支える］

の島は、《暮らしや地域の特性を理解し関わる》、
《在宅看護を支えるために連携と家族の協力が必
要》からなっている。
［地域の特徴を理解して対応する］の島は、《高

齢者の運転操作の誤りが増えてきている》《地域
特性を知り、高齢者の安全を考える》からなって
いる。
［家族を支えていく］の島は、《介護負担への配

慮》《顔を見て情報を把握することが大切》から
形成されている。
［地域の事業所にはそれぞれの役割がある］の

島は、《その人らしい生活を支えるために連携す
る》、《各事業所としての役割がある》、《在宅看護
をつなげることができた》の3 つの島から形成さ
れている。
［連携して役割を実践する］の島は《情報を共

通理解し統一した関わりが必要である》、《生活全
体を見てそれぞれの役割を実践する》からなって
いる。

4.6　“ 責任と笑顔がやりがい”（表 6）
【看護師は一人で判断しなければならず、責任が
重いが利用者の笑顔がやりがいになる】

“ 責任と笑顔がやりがい” は、看護師は一人で
判断しなければならず、責任が重いが利用者の笑
顔がやりがいになるという意味であり、｛一人で

判断することの責任の重さ｝、｛利用者が笑顔にな
れる支援｝の2 つの島から形成されている。
｛一人で判断することの責任の重さ｝の島は、

《一人で判断することの責任の重さ》、《看護師の
判断で利用者の状態が大きく影響する》、《考えを
伝える難しさ》から形成されている。
｛利用者が笑顔になれる支援｝の島は、《笑顔が

利用者の笑顔になり、その笑顔がやりがいになっ
た》、《利用者が笑顔になれるケアや話を提供する
ことが大切である》から形成されている。

4.7　“ スタッフをモデルとして今後 ”（表 7）
【スタッフをモデルとして、在宅療養を見据えて
支援し、病院地域の一員として役立ちたい】

“ スタッフをモデルとして今後 ” は、スタッフ
をモデルとして、在宅療養を見据えて支援し、病
院地域の一員として役立ちたいという意味であ
り、｛寄り添う姿勢や明るく親切、スタッフの笑
顔を見習いたい｝、｛地域の一員として役立ちた
い｝の2 つの島から形成されている。
｛寄り添う姿勢や明るく親切、スタッフの笑顔

を見習いたい｝の島は、《スタッフを見習いた
い》、《認定調査を把握できた》からなる。
｛地域の一員として役立ちたい｝の島は、〈看護

師として在宅療養を見据えて支援したり、地域の
一員として役立ちたい〉、《病院の看護に活かした
い》の2 つの島から形成されている。

4.8　7 つの島の関係（図 1）
上記に示した7 つの島の関係性は、それぞれの

表札を構造的に捉えることによって図 1 のように
示すことができる。つまり、学生は実習を通し
“ 利用者の多様性、個別性 ”　が尊重されている
こと、“ 責任と笑顔がやりがい“ になることを実
感している。その人らしい生活を支えるために、

〔共通の目標に向っての連携と役割〕が大切であ
り、そのために“ 信頼関係の構築 ”、“QOL の維
持・向上 “、“ 地域を知って看護の力を発揮する”
ための知識と技術が必要である。そして、“ ス
タッフをモデルとして今後 ” と次への成長に向か
う図として構成できる。
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表５　共通の目標に向かっての連携と役割
1段階 2段階 3段階 ４段階 5段階

在宅看護は家族の存在・協力が必要である

利用者の様々な暮らしや地域
の特性を理解し関わっていく必
要がある（暮らしや地域の特性
を理解し関わる）

地域の特性を知り他職
種やインフォーマルな人
と連携して、地域全体
で利用者・家族を支え
ることが大切である（連
携して地域全体で利
用者・家族を支える）

地 域 特 性を
理 解しネット
ワークを作り
地 域 全 体で
利用者・家族
を支えること
が大切である

（ネットワーク
を作り地域全
体で利用者・
家 族を支 え
る）

利用者・家族
を支えるため
に地 域 全 体
で連携し目標
に向かって役
割を実践する
ことが大切

”共通の目標
に向かっての
連携と役割”

意向に沿うサービス提供は看護師一人では難しい
地域には、さまざまな暮らしがある
地域の特性を理解し利用者に関わっていくことが必要である
在宅看護は地域を理解することが大切である
利用者たちを取り巻く地域をとらえる視点をもつことが大切で
ある
利用者だけでなく家族も支援していかなければならない 在宅看護を支えていくために

は、多職種やインフォーマルな人
との連携、家族の協力が必要
である（在宅看護を支えるため
に連携と家族の協力が必要）

地域の中で連携ノートは連携の一つの方法であり、多職種や
地域の人と直に連絡を取り合うことも大切である
サービス事業者や地域包括支援センターなどがネットワークを
作り、地域全体で在宅療養を支援している

高齢者の運転操作の誤りが増えてきている
地域特性から移動手
段として自家用車は必
要であるが、地域とし
て交通事故を考えて
対応していく必要がある

（地域の特徴を理解し
て対応する）

地域特性から自家用車の必要性を知った。高齢者世帯では買い物や通院に車が必要であり、
交通事故の危険性も地域で考える必要があることを知った（地域特性を知り、高齢者の安全を
考える）

病院は患者主体の看護であるが、在宅は利用者、家族の看
護であり疾患だけでなく生活全体を見ることで在宅看護が成
り立っている（生活全体を在宅看護が成り立つ） 利用者の疾患を見るだけでな

く、介護者の介護負担や介護
に対する思いなど生活全体を
見て介護負担への配慮や精神
的に支援する必要がある（介護
負担への配慮）

訪問し家族にも目を向
け、介護負担の配慮、
精神的支援など家族
を支えていくことが大
切である（家族を支え
ていく）

家族の介護負担や介護に対する思いを理解し、介入してい
くことが求められる（介護負担や介護への思いを把握し関わ
る）
利用者だけでなく家族への負担も兼ね合いながら援助をして
いく姿勢を学べた
在宅で利用者を支えている家族の精神的サポートが必要で
ある
1か月の予定表をサービス事業者渡しに行ったり、スッタフから利用者の様子を聞いたりして顔を
見て情報を把握することが大切であると学んだ（顔を見て情報を把握することが大切）

利用者が役割や生きがいをもつことで地域でその人らしい生
活が実現できる（役割や生きがいをもつ）

利用者は、役割や生きがいをも
つことでその人らしい生活が実
現でき、看護師は、それを支える
ために連携をとりながら支援し
ており、利用者と家族は大きな
輪の中にいるように支えられて
いた（その人らしい生活を支え
るために連携する）

地域のサービス事業や
地域包括支援センター
にはそれぞれの役割が
あり利用者のその人ら
しい生活を支えており、
4か所の実習を行うこと
で在宅看護とは何かつ
なげることができた（地
域の事業所にはそれ
ぞれの役割がある）

地 域 全 体で
利用者・家族
を支えること
が 必 要 であ
り、目標を共
通理解し、役
割を実践する
ことが大切で
ある（地域全
体で目標を共
通理解し役割
を実践する）

看護師は、その人らしい生活を支えるために連携をとりながら
支援していた。利用者と家族は大きな輪の中にいるように支え
られていた（連携という輪の中で支えられている）
地域包括支援センターは地域で高齢者を支える大きな拠点で
あると学んだ

訪問看護、訪問入浴、地域包
括支援センター、富山型ディ
サービス、それぞれに利用者や
家族を支えるために役割がある

（各事業所としての役割があ
る）

同じ看護職でも職場によって役割は異なる
在宅の実習で４か所回りそれぞれの看護師の役割を学んだ
在宅看護といっても、ディサービス、訪問看護、地域包括支援
センター、訪問入浴など様 な々役割がある
訪問看護、訪問入浴、地域包括支援センター、富山型ディサー
ビス、それぞれ在宅で生活する利用者や家族を支えるために
役割がある（各事業の役割がある）
一つ一つの施設の実習は短かったが、内容が濃く、在宅看護を一つにつなげることができた（在
宅看護をつなげることができた）
常に見ている医療従事者がいない在宅療養は、多職種、他
機関と連携をとることが重要である（他職種連携が重要） 利用者には多くの人が関わり、

サービスが提供されている。
在宅療養を支援するためには
サービス利用の目的を知り、他
職種と連携をとり情報を共通理
解し統一した関わりが必要であ
る（情報を共通理解し統一した
関わりが必要である）

利用者のその人らしい
生活を支えていくため
に、他職種、他機関と
連携し、情報を共通理
解し、それぞれの役割
を実践していくことが
大切である（連携して
役割を実践する）

サービスを利用する目的を知り、他職種と情報を共通理解し統
一した関わりが必要である（他職種と情報を共通理解し統一
した関わりが必要）
退院後の患者に必要な社会資源を知り、サービス提供までの
流れとサービスの実際を知った（サービス提供までの流れを
知った）
在宅では、一人の利用者に多くの人が関わっていることを知っ
た
家族、療養環境、地域の特性、利用しているサービスなどすべ
てを視点に入れ、地域でその人らしい生活ができるようにする
ためには何が必要なのかを考え、他職種や家族と協力しなが
ら解決していくことでその人らしい生活に近づけることができる
と学んだ（環境、生活全体を見て支える）

利用者のその人らしい生活を
支えていくためにはどんな生活
をしたいのか考え、生活全体を
みて他職種と連携し、それぞれ
の役割を実践することが大切で
ある（生活全体を見てそれぞれ
の役割を実践する）

利用者個々に合わせた声かけやケア、配慮が行われており、
個々に合わせた関わりが大切であると学んだ（個々に合わせ
た関わりが大切）
利用者や家族、どんな療養生活を求めているのか、互いに
連携しあい、それぞれの役割を実践していくことが大切である

（連携しそれぞれの役割を実践する）
利用者一人ひとりのライフスタイルに合わせたのその人らしい
生活を支えていくためにはどんな生活をしたいのか考え、連携
してそれぞれの役割を実践することが大切である（ライフスタ
イルに合わせ、それぞれの役割を実践する）

利用者一人ひとりのライフスタイルを支えていくためにはど
んな生活をしたいのか考え、連携してそれぞれの役割を
実践することが大切である（その人の暮らしたい生活を知
り、連携して役割を実践する）介護のスタイルには、それぞれの生活に合ったスタイルが存在

していると知った（様 な々介護スタイル）

在宅看護学実習の学びの分析および実習方法の提案
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表６　責任と笑顔がやりがい
1段階 2段階 3段階 ４段階 5段階

在宅の看護師は医師や相談する人がいないので、一人で判断しなければならず責任が重い
（一人で判断することの責任の重さ） 看護師は一人で判断しなけ

ればならず責任が重い（一人
で判断することの責任の重
さ）

看 護 師は一
人 で 判 断し
なければなら
ず、責任が重
いが 利 用 者
の笑顔がやり
がいになる
”責任と笑顔
がやりがい”

看護師の判断で利用者の状態が大きく影響することを学んだ
伝えたいが伝わらないことから、自分の考えを人に伝えることの難しさを改めて知った（考えを伝
える難しさ）
話さなくても笑っていることがコミュニケーションになった コミュニケーションとして笑顔を心がけ

ることで、利用者や家族に気持ちが
伝わり利用者の笑顔にもなった。その
笑顔が自分のやりがいにもなった（笑
顔が利用者の笑顔になり、その笑顔
がやりがいになった）

利用者の笑顔が自分のやり
がいになり、利用者が笑顔に
なれるような支援が必要であ
る。（利用者が笑顔になれる
支援）

表情に気をつけたことで、利用者や家族にも気持が伝わ
り、利用者の笑顔が見られ、自分の気持ちも軽くなりやり
がいになった（自分の笑顔が利用者に伝わる）

利用者が笑顔になれるケアや話を提供することが大切である

表７　スタッフをモデルとして
1段階 2段階 3段階 ４段階 5段階

明るく、親切で、家庭的な配慮を見習いたい 在宅では病院、施設よりスタッ
フが利用者に寄り添う姿勢、
明るく、親切で、家庭的な配慮
を見習いたい（スタッフを見習
いたい）

利用者に寄り添う姿勢、明るく親切
で笑顔のスタッフを見習いたい（寄
り添う姿勢や明るく親切、スタッフ
の笑顔を見習いたい）

スタッフをモデル
として、在 宅 療
養を見据えて支
援し、病院地域
の一員として役
立ちたい
”スタッフをモデ
ルとして今後”

看護はどの領域でも利用者（患者）中心に展開しなけれ
ばならないが、在宅では、看護の場が自宅であることか
ら、より利用者に寄り添うようにスタッフが心がけていると
学んだ
地域包括支援センターでは介護認定調査に同行し、調査内容、調査員の対応を知るこ
とができた（認定調査を把握できた）
看護師として在宅療養を見据えて支援したり、地域の一員として役立ちたい 看護師として在

宅 療 養を見 据
えて 支 援し 病
院・地域の一員
として役立ちた
い（地域の一員
として役立ちた
い）

今まで病院・施設にしか目を向けていなかったが在宅に
目を向けていく必要性を実感した（在宅に目を向ける必
要性） 今まで病院・施設の視点しかなかったが、在宅

実習で学んだサービスや利用者に向き合う姿勢
などを頭に入れ、病院の看護に活かしたい（病
院の看護に活かしたい）今後、在宅で学んだサービスや利用者に向き合う姿勢な

どを頭に入れ、病院の患者に活かしたい

図１　４形態施設での在宅看護学実習の学び
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5. 考察
本研究は、訪問看護ステーション・富山型

ディサービス・地域包括支援センター・訪問入
浴での在宅看護学実習の学生の学びを明らかに
し、今後の実習指導や教育のあり方の示唆を得
ることを目的として質的評価を試みた。その結
果、“ 利用者の多様性・個別性 ”、“ 信頼関係の構
築 ”、“QOL の維持・向上 ”、“ 地域を知って看護
の力を発揮する”、“ 共通の目標に向っての連携と
役割 ”、“ 責任と笑顔がやりがい”、“ スタッフを
モデルとしての今後 ” という7 つの島に集約した。
そして、図解化することにより、学生は“ 利用者
の多様性、個別性 ” が尊重されていること、“ 責
任と笑顔がやりがい“ になることを実感していた。
そして、その人らしい生活を支えるために“ 共通
の目標に向っての連携と役割 ” が大切であり、そ
のために“ 信頼関係の構築 ”“QOL の維持・向上
““ 地域を知って看護の力を発揮する” ための知識
と技術が必要であり、“ スタッフをモデルとして
今後 ” と次への成長に向かっていた。

以下に7 つの島について考察する。

5.1　“ 利用者の多様性・個別性 ”
学生は、講義で習ってはいたが家での療養生活

がイメージできなかった。訪問することで、家に
は子どもから高齢者まで幅広い年齢の人や状態の
人が生活をしており、家での生活には不都合も
あるが、工夫しながら生活をしており、家で生活
することに満足していると感じている。また、富
山型ディサービスで子どもから高齢者まで一緒に
生活することで、自分も役に立っていると思うな
ど、相互に支えあうことができることを理解し、
それが生活意欲につながっていると実感していた。
実習における利用者やその家族との実際の触れ合
い体験から、病院での患者とは違う在宅の利用者
の主体性を感じ取ったと思われる。

実習の意義は、講義で学んだ看護と、実践で学
んだ看護とが一致し、実習という体験をとおして
看護に対する認識を深めるものである（金子ら、
2003）。学生は、実習の体験と、講義で学んだこ
とが結びつき、家で暮らす利用者の状態や生活、
環境などが理解できたと考えられる。

5.2　“ 信頼関係の構築 ”
在宅看護には、利用者・家族と信頼関係を構

築することが大切である。信頼関係を構築する
には、訪問マナーや療養者の状態説明、家族の負
担への配慮が重要である。そのために訪問時の姿

勢や、療養者の状態を家族に伝えることができる
知識が必要であると学生は感じとっている。杉
本ら（2006）は、在宅看護に携わる看護師に求
められる基本姿勢について最も重要なものとし
て、①療養者・家族の主体性の尊重、②信頼関
係、③チームによる援助を挙げている。本学の学
生も、実習で信頼関係の構築が必要不可欠として
おり、信頼関係を構築する技術を学んでいた。本
学では、演習により訪問マナーや家族の負担も含
めた看護過程の展開を行っている。しかし、5-1
で「講義では在宅での療養生活がイメージできな
かった」とあることから、今後は在宅での療養生
活がイメージできる工夫をしたうえで、訪問マ
ナーや家族の負担も含めた看護過程の展開を継続
していくことが必要である。

5.3　“QOL の維持・向上 ”
訪問することで利用者の生きてきた歴史が見

え、その歴史を含めた思いや利用者、家族のサー
ビスへの意向を大切にし、利用者個々のニーズや
生活全体を把握し自立を支援することがQOL を
維持、高めることができると学んでいた。看護師
の役割について、医療処置や健康状態の観察や清
潔援助といった直接的な看護だけでなく、その人
らしい生活を支援するために本人・家族の歴史を
知り、生活への思いを大切にした関わりが重要
であると考えている。これは、訪問看護ステー
ション、富山型ディサービス、地域包括支援セ
ンター、訪問入浴の4 形態施設で看護師以外の職
種と関わる機会に恵まれていることが、大きく影
響していると考えられる。

5.4　“ 地域を知って看護の力を発揮する”
その人らしい生活を支援するためには、看護師

には地域特性や社会資源の知識、予防的視点、基
礎知識・技術や応用力、アセスメント力、判断
力、決断力、対応力が必要である。そして地域の
中で他職種と連携し、看護の専門職として関わっ
ていくことが重要であると考えている。杉本ら

（2010）は在宅看護に携わる看護師に求められる
能力として、①フジカルアセスメントができる能
力、②ケアマネジメント能力、③応用力、④柔
軟な対応力、⑤コミュニケーション能力、⑥社
会資源を把握する情報収集力、⑦看護技術、⑧
人間性をあげている。

本研究における学生の学びでも、看護の力を発
揮するために、社会資源の知識、予防的視点、基
礎知識・技術や応用力、アセスメント力、判断
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力、決断力、対応力を挙げている。
このことから、学生は切磋琢磨しなければなら

ない自分自身に気づき、今後、取り組むべき課題
を認識できたのではないかと考えられる。

5.5　“ 共通の目標に向かっての連携と役割 ”
利用者のその人らしい生活を支え、在宅での生

活を継続していくためには、地域特性を理解し
ネットワークを作り目標を共通理解し地域全体で
利用者・家族を支え役割を実践することが大切で
あると学んでいる。

先に述べたように杉本ら（2010）は、在宅看護
に携わる看護師に求められる能力として、ケアマ
ネジメント能力が必要であると述べている。ま
た、在宅で多くの人の知恵を借りればより良い知
恵が生まれる。それが在宅ケアチームの強みであ
る（正野ら2014）。学生は、対象の個別性や多様
性に伴う情報量の多さに戸惑いながらも、地域で
働く看護師が利用者と関わる中で、サービス機関
や地域の人々と連絡をとり、さまざまなサービス
を調整し、利用者や家族の意向を確かめながら
サービスをしている姿に、ケアマネジメントや連
携が在宅看護の機能であり、専門職として役割を
実践することの重要性を認識できたと思われる。

5.6　“ 責任と笑顔がやりがい”
看護師の判断で利用者の状態が大きく影響する

ことを学び、看護師としての責任は重いが利用者
の笑顔が自分のやりがいになり、利用者が笑顔に
なれるような支援が必要である。

学生は、一人で判断するには責任が大きいこと
を感じながらも、笑顔がやりがいにもなり、看護
の楽しみを感じとったといえる。地域で働く看護
師の責任ある毅然とした姿勢に触れ、憧れにも似
た訪問看護師像を感じたのではないかと考える。

5.7　“ スタッフをモデルとして今後 ”
学生は、利用者に寄り添う姿勢、明るく親切で

笑顔のスタッフを見習いたい、看護師として在宅
療養を見据えて支援し病院・地域の一員として役
立ちたいと退院後の生活を支えることができる
看護師になりたいと意識しており、学生自身の将
来像を考えるきっかけになったと考えられる。ま
た、継続看護の視点の育成につながったと考えら
れる。

5.8　7 つの島の関係
学生は実習を通し利用者の多様性、個別性が尊

重されていることを実感し、信頼関係を構築する
技術や地域での連携のとり方、それぞれの職種の
役割などを学んでいた。また、訪問することによ
り疾患だけではなく、介護者への配慮、生活状況
や生活背景を捉え、その人らしい生活を支えるた
めに、看護師として地域特性や社会資源、予防的
視点も含めたアセスメント力など広い知識が必要
であると感じていた。在宅看護は、責任も重大で
あるがモデルとしたいスタッフの表情、行動、言
葉や利用者の笑顔が自分自身のやりがいにもな
り、今後、看護師として病院や地域で働くときに
活かしたいと、次への成長に向かって考えてい
た。

以上から4 形態の施設での実習は、地域にあ
る社会資源の連携方法や専門性を知り、利用者・
家族のその人らしい生活を支えるために地域を広
い視点で捉えることができ、継続看護の視点の育
成につながったと考えられる。また、地域で働く
他職種と関わることで利用者の個別性を尊重する
大切さを強く学び、在宅で働くスタッフをモデル
として将来像を描いていた。次への成長につなぐ
ことができた実習であったと考える。

今後は、在宅看護がイメージできるような講
義の工夫を行い、より質の高い実習ができるよ
うにしていきたい。しかし、この学びは個々のも
のであり、全員が全てを学び取っているとはいえ
ない。現在、週に1 日振り返りの時間をもってい
るが、指導者の時間制約もあり、十分とは言え
ない。そのため、指導者は短い時間の中で、学生
が訪問先で学んだことを意味づけ出来るように関
わっていくことが必要であり、個々の学生の学び
から全員の学びに広げることが強化すべき項目と
考える。さらに、個々の学生の学びを全員の学び
に広げるためには、教員の資質の向上が必要であ
る。療養者の在宅での生活がイメージできて、学
びにつなげることができるように、教員には訪問
看護サービスなど在宅での臨床体験が必要と考え
る。

本研究は本学の在宅看護学教育の講義・実習
の方向性を示す基盤となった。さらに、施設指導
者との乖離がない教育を行うためにも、今後、施
設指導者へのアンケート調査等を行いたいと考え
る。

6. おわりに
本研究は、在宅看護学実習終了後の看護学生

の学びを明らかにし、今後の実習指導や教育のあ
り方の示唆を得ることを目的とし、学生 21 名の
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課題レポートの記載内容をKJ 法を用いて分析し
た。その結果、7 つの島に集約された。7 つの島
は、“ 利用者の多様性・個別性 ”、“ 信頼関係の構
築 ”、“QOL の維持・向上 ”、“ 地域を知って看護
の力を発揮する”、“ 共通の目標に向っての連携と
役割 ”、“ 責任と笑顔がやりがい”、“ スタッフを
モデルとしての今後 ” であった。4 形態の施設で
の実習で、学生は在宅看護をつなぐことができ、
地域を広い視点で捉え、継続看護の視点の育成に
つながったと考えられる。今後は、個々の学生の
学びから全員の学びに広げることが強化すべき項
目と考える。
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An analysis of nursing students’ learning through home care 
nursing practicum and a suggestion of training methods

ー Learning at a home-visit nursing station, a Toyama-type 
day care center, a general community support center, and a 

home-visit bathing service provider ー

Harumi Araki, Takae Imagawa, Terumi Kawai, Yasuko Sumitani
The Department of Nursing, Toyama College of Welfare Science

Abstract
Recently, home health care has been promoted and nurses’ work locations have expanded from 

hospital to local communities. At present, nurses are required to possess an ability to flexibly examine 
methods to provide care that is appropriate to the daily lives of patients and their families from the 
standpoint of continuing nursing care. The aim of this study was to elucidate the current status 
of nursing students’ learning after completing a home care nursing practicum in order to obtain 
suggestions to guide future training and education. The contents of descriptions in the theme reports 
of 21 nursing students, who provided consent and participated in this study, were analyzed using the 
Kawakita Jiro method. Consequently, the contents were summarized into the following seven categories: 
(1) “diversity and individuality of users,” (2) “establishment of a confidential relationship,” (3) “cooperation 
and role sharing toward a common goal,” (4) “maintenance and improvement of quality of life,” (5) “display 
of nursing power after understanding the local situation,” (6) “responsibility and a sense of achievement 
due to patients’ smile,” and (7) “my ideal future as a medical worker.” Through training at four different 
types of facilities (a home-visit nursing station, a Toyama-type day care center, a general community 
support center, and a home-visit bathing service provider), nursing students could experience actual 
home care nursing, understand local communities from a broader perspective , and develop continuing 
nursing care competence. The results obtained in this study could provide direction for lectures and 
practicum on home care nursing in our school.

Keywords: home care nursing practicum, nursing students, theme reports, KJ method
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高齢精神障害者の地域生活支援
－介護支援専門員の役割と制度上の課題－

松尾　祐子
富山福祉短期大学社会福祉学科
（2014.9.26受稿 ,2014.10.31受理）

要旨
高齢精神障害者が地域生活を送る上での課題は多い。本稿では地域で生活をする高齢精神障害者の介

護サービスの利用状況について、精神科病院の精神保健福祉士へ聞き取り調査を行った。その結果、次
のような状況が明らかになった。①介護サービスを調整する介護支援専門員の役割が大きいこと②介護保
険サービスと自立支援医療との費用負担に差があるため、必要な介護サービスの利用につながっていない
ことである。これらの課題を、精神保健福祉士と介護支援専門員との連携というソフト面の福祉と、介護
サービスを利用する上での制度上の課題というハード面の福祉の2 つの面から考察した。

キーワード：高齢精神障害者、地域生活、介護支援専門員、介護保険制度

1. はじめに
欧米諸外国が精神科病床を削減する中で、日本

は戦後からの入院中心の精神医療を続け、現在の
日本の入院病床の約 1/4 が精神科病床となってい
る。平均入院日数においても、欧米諸外国の平均
18 日に対して、日本では平均 300 日であり、依
然入院が長期化しているといえる。

このような状況で、厚生労働省は2004 年に
「入院医療中心から地域生活中心へ」を基本方針
とした「精神保健福祉の改革ビジョン」を出し、
精神保健医療福祉の改革を始めた。「今後 10 年
間で、受け入れ条件が整えば退院可能な約 7 万人
の退院を目標」として、退院促進支援事業や地
域移行事業・地域定着支援事業 1 を実施してきた。
精神病床の入院患者はやや減少している（2005
年 33 万人、2008 年 31 万人）ものの、入院患者
のうち1 年以上入院している患者は21 万人（約 7
割）である。高齢者が長期入院者に占める割合は
高く、5 年以上の長期入院者の約 4 割は65 歳以
上の高齢者である。

2012 年からは長期高齢入院患者に対する「高
齢入院患者地域支援事業」が実施されている。こ

1　「退院促進支援事業」は個別支援を行う自立支援員を指定
相談支援事業者へ配置し、精神病院の精神保健福祉士等
と連携を図りつつ退院に向けて行う支援事業。2012 年か
らは障害者総合支援法において「地域移行支援・地域定
着支援」として見直され個別給付となった。地域移行支援
は入院中から、住居の確保や新生活の準備等の支援、地
域定着支援は地域生活している者に対し、24 時間の連携
相談等のサポートを行う支援。

の事業は病院内の担当職員（退院支援員）と、
地域の相談支援専門員（相談支援事業所）や介
護支援専門員（居宅介護支援事業所）が連携し
チームを組み、退院に向けた支援を行うもので
ある。2014 年からは「地域援助事業者」として、
障害分野のサービスを調整する相談支援事業所
や、介護サービスを調整する居宅介護支援事業
所等が位置づけられた。このように高齢精神障害
者に対する介護支援専門員の支援が期待されてい
る。

精神障害者も含めて、障害者も65 歳を超える
と、障害者総合支援法による介護サービスより
も、介護保険制度を優先して利用することにな
る。介護保険が優先されることにより、様々な問
題も生じている。介護保険のサービスを利用する
ことにより自己負担が重くなる場合や、十分な介
護サービスが受けられなくなる場合があり、身体
障害者が自治体に対して訴訟を起こすケースもみ
られる。

高齢精神障害者も身体機能が低下し介護が必要
となった場合は、介護支援専門員が必要な介護
サービスを調整することとなる。金子（2009）の
介護支援専門員を対象とした調査では、脳血管疾
患、糖尿病をもつ利用者について支援可能と答え
た者が8 割を超えていたが、精神疾患をもつ利用
者に対しては支援可能と答えた者は約 4 割という
結果であった。そして介護支援専門員と精神科医
療（あるいは精神保健福祉士）との連携の不十分
さも明らかになっている。
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2. 研究目的
本稿では、高齢精神障害を取り巻く制度が目ま

ぐるしく変化する中で、高齢精神障害者が実際に
どのように介護保険制度と障害医療福祉（自立支
援医療を含む）制度を利用し、地域での生活を
送っているのか、そして制度上の課題等を、事例
を通して明らかにしたい。また、精神障害高齢者
の地域生活を支える上で、連携が期待されている
介護支援専門員の役割について考察する。

3. 高齢精神障害者の地域生活を支える社会資源
高齢精神障害者の地域生活を支える社会資源は

多岐にわたっている。主なものは介護保険制度と
障害福祉制度であり、障害福祉制度は障害者自
立支援法が、2013 年に障害者総合支援法へ改正
されている。その他に、高齢精神障害者の地域生
活を支えるものとしては所得保障としての障害年
金や、自立と社会参加を目的とした精神保健福祉
手帳や、市町村のサービスとして配食サービス等
がある。

ここでは介護保険制度と障害福祉制度の関係
と、自立支援医療の精神科デイケアや訪問看護
の概要について簡単にまとめる。

3.1　介護保険制度と障害福祉制度の関係
65 歳以上の高齢者の場合、介護保険制度と障

害福祉制度の共通する介護サービス（通所介護
や訪問介護等）については、介護保険制度を優先
して利用することになる。しかし次の場合は両方
のサービスを利用することが可能である。（図 1
参照）
① 「横だし部分」介護保険サービスに相当するも

のがないサービスとして、併用が認められてい
る。（同行援護、行動援護、自立訓練、就労移
行支援事業、就労継続支援等）

② 「上乗せ部分」市町村が認める障害福祉サービ
スが、介護保険サービス（支給限度額内）で
確保することができない場合に、上乗せして障
害福祉サービスを利用することができる。

障害福祉サービスは低所得の障害者に配慮
し、非課税世帯の場合はサービス利用時の自
己負担がない。介護保険サービスの場合も、
自己負担額が月額 15.000 円（非課税世帯）を
超えると戻ってくる仕組みはあるが、サービス
利用料の自己負担は原則 1 割である。

3.2　自立支援医療（精神科デイケア・訪問看
護）
介護サービスについては介護保険サービスと障

害福祉サービスの併用は認められていないが、介
護保険サービスと自立支援医療での精神科デイ
ケアや訪問看護は、目的が異なるため併用して利
用することができる。このような精神科領域の支
援は、精神疾患特有の気分の変化や妄想や対人関
係の問題をもつ精神障害者において大切である。

自立支援医療は基本的には医療費の自己負担が
1 割になる制度であるが、長期に通院が必要な精
神障害者の負担軽減のために、所得に応じて1 か
月当たりの負担限度額が設定されている低所得
1 は月額 2,500 円、低所得 2 の場合は5,000 円 2 と
なっている。高齢精神障害者の多くは障害基礎年
金の受給者であるため、低所得 1・2 に該当して
いる。

4. 研究方法
A 精神科病院は長期入院患者の地域移行に積

極的に取り組んでいる病院で、2012 年からは

2　低所得 1 は市民税非課税（本人収入が800,000 円以下）、
低所得 2 は市民税非課税（本人収入が800,001 円以上）

 

「上乗せ部分」 

介護保険制度の支給限度額を超える 

部分は障害福祉制度から給付         

                    

介護保険制度優先         「横だし部分」     

介護保険制度と障害者福祉制度で   介護護保険制度に 

 共通する介護サービス        ないサービスは 

（通所介護や訪問介護）       障害福祉制度から給付 

図 1　介護保険制度と障害福祉制度との関係
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「高齢入院患者地域支援事業」を受け、地域包括
支援センターや居宅介護支援事業所の介護支援
専門員とも積極的に連携をとっている。A 精神科
病院で退院支援・地域生活支援に関わるB 精神
保健福祉士に研究の趣旨を説明し、B 精神保健福
祉士が関わる8 名の65 歳以上の高齢者が利用し
ているサービスや制度、利用状況や課題等をお聞
きした。今回は、介護保険サービスの利用が必要
な高齢精神障害者に焦点を当てて聞き取りを行っ
た。聞き取り調査の結果については、個人が特定
されないように配慮してデータ処理をした。

また、筆者が介護支援専門員として担当した高
齢精神障害者の事例をもとに、各種サービスの利
用の意義や専門職の連携のあり方について考察し
た。本事例の使用については、本人に口頭で説明
を行い、承諾を得ている。

5. 結果
5.1　A 精神科病院での聞き取り調査の結果
（1）対象者の概要

精神科に通院しながら地域生活をしている8 名
の高齢者の年齢は60 ～ 80 代で、介護度は「未

申請」「自立」から「要介護 3」で、居住場所も
サービスの利用状況も様々であった。主に利用し
ているサービスの状況を表 1 にまとめた。

精神科に通院のみしている人（D 氏）、精神科
デイケア又は訪問看護も利用している人（C・E・
F 氏）、介護保険サービスのみ利用している人（G
氏）、介護保険サービスと精神科デイケア又は訪
問看護を利用している人（H・I・J 氏）に大きく
分かれた。また、個々の生活ニーズに合わせて、
介護保険サービス等に加えて地域定着支援、配
食サービス、成年後見制度を利用していた。

図 2 は、「精神科デイケア又は訪問看護」「介
護保険サービスの通所介護又は訪問介護」「地域
定着支援と配食サービス」に分けて、サービス
の利用状況を図で表したものである。
（2）居住場所の問題

地域で生活するために居住場所の確保は大きな
課題である。自宅やアパートがある人は、比較的
スムーズに退院できるが、そうでないない人の場
合はまず居住場所を探すことろから始まる。障害
基礎年金のみで生活する精神障害者の場合は、利
用できる施設が限られている。

 

①精神科通院 

      

②精神科デイケア又は 

訪問看護   ③介護保険サービス 

           （通所介護又は訪問介護） 

             

④地域定着支援  

             配食サービス 

 

図 2　サービスの利用状況

表 1　サービスの利用状況　　　　　　　　　〇サービスの利用あり

年性別 居住場所
自立支援医療

介護度
介護保険サービス

その他 課　題
デイケア 訪問看護 通所介護 訪問介護

C 氏 60 代女性 自宅同居 〇 未申請 費用面
D 氏 70 代女性 自宅同居 未申請 支援を拒否
E 氏 70 代男性 アパート単身 〇 〇 支　援 自費 介護サービスを拒否
F 氏 70 代女性 グループホーム 〇 自　立 自立と判定
G 氏 60 代男性 アパート単身 支　援 〇 地域定着 ヘルパーに被害的
H 氏 60 代女性 アパート同居 〇 〇 支　援 〇 〇 配食
I 氏 80 代女性 アパート同居 介護 1 〇 地域定着 費用面
J 氏 80 代女性 有料老人ホーム 〇 介護 3 〇 後見制度
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8 名の高齢者の居住場所はアパートが多いが、
自宅、グループホーム、有料老人ホームなど
様々であった。ここでいうグループホームは、障
害者のグループホームである。高齢者のグループ
ホームは認知症の方を対象としていることに加え
て、月額約 15 万円（食費を含む）かかり、障害
基礎年金で生活する精神障害者の入所は難しい。
障害のグループホームは、2012 年からは非課税
世帯と生活保護世帯への月額 1 万円の家賃補助が
始まり、費用は月額約 4 ～ 5 万円（食費を含む）
で、障害基礎年金でも入所が可能となっている。

J 氏は精神科に長期入院していたが、金銭的に
余裕があり後見人制度を利用し有料老人ホーム
への入所となった。A 精神科病院ではJ 氏の退院
に向けて、有料老人ホーム入所後に予測される不
調な状態などを、事前に介護支援専門員や有料老
人ホームの職員に伝え、訪問看護による継続支援
も行い退院が可能となった。このことがJ 氏以外
の、他の高齢精神障害者の入所にもつながってい
る。
（3）支援を望まない高齢者や家族

高齢者自身や家族が支援を受け入れられるかど
うかは、地域生活を送る大切な要素である。H 氏
のように介護保険サービスや精神科領域のサービ
ス、配食サービスなどの必要な支援を受け、地域
生活を送っている高齢者もいる。しかしこのよう
な高齢者ばかりでなく、必要なサービスを望まな
い高齢者も多い。8 名の高齢者の中には精神科の
みに通院している人や、介護保険サービスを利用
していない人は多いが、「サービスを利用してい
ない＝必要ない」ということではない。

D 氏は介護保険サービスの費用が負担となるた
め希望せず、精神科に通院のみをしている。負担
のない日中活動についても家族が拒否し、精神状
態が悪化し入院（短期）することもある。また、
E 氏の場合は65 歳になり「要支援」と認定され
たが、介護保険の訪問介護を拒否して、それまで
利用していた障害の訪問介護を希望し、自費とな

るが障害の訪問介護を利用している。G 氏の場合
は、訪問介護の利用により部屋は整頓されたが、
それを被害的に捉えサービスの満足につながって
いない。

高齢者がサービスを拒否する背景には、精神科
特有の症状による場合もあれば、費用の負担や制
度上の問題が影響している場合もある。
（4）費用面の課題

精神科デイケアや訪問看護は自立支援医療で1
割負担になる制度だが、低所得者には1 か月の負
担限度額が設けられている。（2.2 詳述）さらに65
歳以上の精神保健福祉手帳 1・2 級の所持者の場
合は、「老人医療費助成制度」の対象となり、精
神科デイケアや訪問看護等の自己負担分の助成
を受けることができる。

介護保険の通所介護は1 割の利用料の自己負担
に加えて、昼食は実費（500 円～ 600 円）がプラ
スされ、1 日の費用は約 1,200～1,300 円（要介護
1）かかる。（表 2 参照）このように通所介護と精
神科デイケアでは、高齢者の費用負担に大きな差
がみられる。そのため65 歳を超えても、介護保
険サービスよりも精神科デイケアや訪問看護の継
続を希望する人が多い。

精神保健福祉手帳を持っているI 氏は「要介護
1」で入浴等の支援が必要な状態であるが、介護
保険の場合は費用負担が大きいため通所介護の利
用を拒否している。C 氏も介護保険の通所介護が
必要な状態だが、通所介護は精神科デイケアに比
べて費用負担が増加するため、介護保険の申請を
拒否している。

このような費用面での違いは通所介護と精神科
デイケアだけではなく、訪問介護と精神科訪問看
護の間でも同じ状況である。精神科領域のサービ
スより自己負担が大きい介護保険サービスの利用
につなげることは難しく、精神科デイケアや訪問
看護で高齢の介護面のニーズを満たすことは難し
い状況である。

表 2　精神科デイケアと通所介護の費用負担の違い
精神科デイケア 通所介護

利　用　料 1 割（自立支援医療） 1 割（介護保険）

低所得者（非課税世帯） 月額の負担限度額 2,500 円 月額の負担限度額 15,000 円
（1 割の自己負担分に対して）

精神保健福祉手帳所持者 医療費の自己負担助成
（老人医療費助成制度） 配慮なし

食　　　費 医療費に含まれる 1 食 500 ～ 600 円
費用（1 日の利用）

（精神保健福祉手帳所持者、要介護 1 の場合） なし 1 日 1,200 ～ 1,300 円
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（5）介護保険サービスについて
介護保険の要介護認定では、ADL が自立して

いても認知症のBPSD（認知症の行動・心理状態）
の加算があり要介護度に反映される仕組みになっ
ている。「精神疾患」の症状についてはそのよう
な加算は設けられておらず、精神的な不安定さ
や対人関係の問題で支援を必要とする場合でも、
ADL が自立していると「自立」と判定されたり
介護度が低くなったりする場合がある。

F 氏は精神障害が重く日常的に多くの介護的な
支援（入浴時の声がけなど）を必要としている
が、ADL が高いため要介護認定では「自立」と
判断された。精神科デイケアを利用しているが、
介護面の支援についてはデイケアでは対応できな
い状況である。

通所介護等の介護サービスの職員は、認知症
の高齢者と比較して、「精神疾患」をもつ利用者
との関わりが少なく慣れていない。そのため精神
疾患特有のこだわりや気分の変化などに対して不
安や迷いがみられる場合がある。

5.2　事例（介護保険サービスに加えて精神科デ
イケア等の利用を併用）
下記は、筆者が介護支援専門として担当したK

氏の退院からのサービスの利用状況である。K 氏
の精神症状は安定し退院を希望していたが、家族
の協力が得られず長期入院となっていた。K 氏
が65 歳の時に保佐人が選任され、精神科病院と
の連携により、障害厚生年金で生活できる有料老
人ホームへの入所となった。しかし、退院して2
年後、不穏な状態になるが、介護保険サービスに
加えて精神科デイケアや訪問看護の利用により、
支援のネットワークが広がったことで、有料老人
ホームの入所を続けている事例である。
①退院から有料老人ホームへの入所

K 氏（男性、60 代後半）は、40 代より精神科
へ入退院を繰り返してきた。65 歳より成年後見
制度の利用（保佐）を開始する。その後精神科病
院と保佐人（社会福祉士）の支援により退院し、
障害厚生年金で入所できる有料老人ホームへ入所
する。
②介護保険サービスの利用開始と内科への通院開
始
有料老人ホームへの入所と同時に、介護保険

サービスの利用を開始する。「要介護 1」と認定
され、通所介護を週 3 回、訪問介護を週 4 回利
用する。通所介護では認知症の高齢者が多いため
物足りなさを感じ、午前中に入浴し昼食を食べて

ホームへ帰宅していた。訪問介護は生活援助とし
て掃除や買い物のサービスを受けていた。

精神科への一人での通院が困難であり、病状が
落ち着いていたため、退院後は内科医による訪問
診療を受けていた。その後、介護保険の訪問介護
の乗降介護を利用し、月に2 回内科の医院へ通院
していた。
③精神科受診と自立支援医療（精神科デイケア
と訪問看護）の利用開始
退院後、有料老人ホームでの生活を続けていた

が、退院して2 年経った頃より、落ち着かない状
態となり頻回にタバコを吸ったり、注意する職員
を無視したりとホームでの対応が難しくなった。

そこでサービス担当者会議において、以前に受
診したことがある精神科の受診と、そこに併設
されている精神科デイケアの利用を検討した。K
氏は精神科デイケアでカラオケが歌えることを知
ると利用を希望した。週 1 回の利用を始めるため
に、自立支援医療を申請し、医療費は3 割から1
割負担となった。精神科デイケアは送迎がないた
め、介護保険の訪問介護（乗降介助）を利用し
た。

K 氏は精神科のデイケアにはすぐに馴染み、週
1 回行きカラオケや卓球を楽しんでいた。デイケ
アは良い面ばかりではなく、通所介護に比べて
自立されている方が多く、そこでタバコやライ
ターをもらって来て、居室に隠すという新たな問
題も生じた。このようなホームからの様々な相談
に対して、介護支援専門員は精神的デイケアのス
タッフに相談することもできるようになった。

精神科デイケアの利用を始めて1 年後、主治医
のすすめで精神科の訪問看護（月 2 回）の利用を
開始した。訪問看護では主治医と連携を取りなが
ら、生活面へのアドバイスを受けることができ、
同時にホームの職員は訪問看護の方に日々のK
氏の様子を伝えたり、気軽に相談をしたりできる
ようになった。
④その他

金銭面では通帳等は保佐人が管理し、K 氏へ
おこずかいを渡している。厚生障害年金で入所費
用、介護保険のサービス費や医療費、精神科デ
イケアの費用を支払っている。有料老人ホームで
は食事の準備、服薬の管理、夜間の対応等がされ
ている。

6. 考察
今回の聞き取り調査を行った事例は高齢精神障

害者の一部であるが、サービスの利用状況等か
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ら、地域生活を送るためには様々な支援や社会資
源が必要であり、課題が多いことがわかる。それ
らの課題を生活支援員（精神保健福祉士）や介護
支援専門員などの多職種連携というソフト面の福
祉と、高齢精神障害者が介護保険サービスを利
用する上での制度面の課題というハード面の福祉
の2 つの面から考察する。

6.1　介護支援専門員の役割
介護面の支援を必要とせず、精神科デイケアや

訪問看護等のサポートのみで地域生活が送れる高
齢精神障害者は少ない。加齢や精神症状、長期
入院によるセルフケア能力の低下なで介護面の支
援を必要とする人が多い。介護面の支援へスムー
ズにつなぐことができるかどうかが、地域生活を
送れるかどうかに関係している。退院支援員（精
神保健福祉士）は、地域での通所介護や訪問介
護などの介護保険のサービスを調整する介護支援
専門員と連携をとるという重要な役割を担ってい
る。（図 3 ①参照）

介護支援専門員は、認知症による判断能力の低
下によって支援を拒否する高齢者など様々な人に
関わっているが、精神疾患に対する支援の難しさ
を感じている人が多い。その背景には、精神疾患
をもつ人への支援の経験が少ないという要因があ
る。精神疾患をもつ人と初めて関わると、気分の
変化や妄想やこだわりなどの病的なところに目が
いきがちになる。最初の戸惑いが少しでも和らぐ
ように、送り出す側の退院支援員が、事前に不調
になる兆候などを、介護支援専門員に情報提供し
ておくことが、（図 3 ②参照）のような地域生活
の支援ネットワークを作る第一歩であると考えら
れる。

もう一つの要因としては、介護支援専門員が精
神疾患やその特性について学ぶ機会が少ないこと
である。介護支援専門員の研修会で認知症につい
ての研修は多いが、精神疾患やその特性に関する
研修は殆ど行われていない。支援の三角点設置研
究会 3 では地域移行支援・地域定着支援移行に関
わる「行政・医療・保健・福祉」の人を対象とし
た研修が行われている。今後はこのような多職種
の連携を目指した研修を、介護支援専門員の研修
会の中に組み込んでいくことが必要である。

全国的には、地域包括支援センターへ精神保
健福祉士の配置に取り組んでいる地域もある。A
精神科病院の地域生活支援センター（相談支援事
業者）では、地域にある居宅介護支援事業所や地
域包括支援センターの介護支援専門員と、情報
交換会や勉強会を行って日頃から連携できる体制
をとっている。このように相談支援事業所（相談
支援専門員）と介護支援専門員が連携し、制度
の理解を深めることが、成年後見制度や地域にあ
る様々な社会資源の新たな利用につながってい
る。

介護支援専門員は、通所介護や訪問介護等
のサービスの相談役も期待されている。原田

（2013）が高齢精神障害を担当するホームヘル
パーに行った調査では、「支援に困った場合は事
業所管理者から介護支援専門員へ相談していた」
精神科領域に専門職に対して「日々の困りごとの
相談」が要望として出されていた。高齢者の不満
や被害的な言動は身近に支援してくれるヘルパー
に対して表出されやすい。介護支援専門員はこの

3　一般社団法人支援の三角点設置研究会は、2011 年障害者
が住みなれた街や暮らしたい街で、一人一人の夢や希望が
叶う暮らしを実現するために設立された団体。

①入院生活                 ②地域生活 

 

                        デイケア    相談支援事業所 

精神科病院     本人・家族         訪問看護   （相談支援専門員） 

退院支援員     介護支援専門員            本人 

（精神保健福祉士）    住居      ⇒  精神科   （家族）     住居 

                        病院          後見人 

                                 

                       介護支援専門員  介護保険サービス 

 

図 3　入院生活から地域生活へ
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ようなヘルパーからの相談を障害分野の相談支援
専門員と連携してフォローしていく必要がある。
G 氏のようなヘルパーに対する被害的な言動につ
いて、チームでフォローすることが必要である。
筆者が関わったK 氏のように、精神科デイケア・
訪問看護を利用することにより介護支援専門員の
相談先の一つとなる。

6.2　制度上の課題
介護保険サービスは低所得者に配慮されてい

るが、高齢精神障害者にとっては費用面の負担
が大きい。介護保険が優先とされても、表 2 のよ
うに通所介護と精神科デイケアの費用の違いが大
きい。精神科医療は、障害基礎年金で生活する高
齢精神障害者へ配慮して利用しやすくなっている
が、精神科デイケアや訪問看護だけで地域の高齢
精神障害者の生活は支えられない。財政的な問題
があり難しい課題だが、高齢精神障害者の地域生
活を推進するためには、介護保険サービスの通所
介護の食費への補助等の支援が必要である。

高齢精神障害者の場合は、障害の特性から人間
関係を築くことが苦手で、必要な支援を拒否され
る場合も多い。高齢精神障害者の地域生活が進め
られて日も浅い。日本精神科病院協会（2011）の
提言にも挙げられているように、暫定的に介護
サービスについても、介護保険と障害サービスの
併用を認める等の対応が地域生活を推進する一つ
の手段である。

介護保険サービスが優先だが、図 1 のように、
「上乗せ部分」「横出し部分」が設けられて、障害
の分野のサービスも併用できる場合がある。これ
らは「横だし部分」の就労支援等を除いては、身
体・知的障害の重度の方を想定して作られてい
るため、利用している高齢精神障害者は少ない。

「横出し部分」の行動援護は精神障害者も含まれ
るが、障害認定区分 3 以上が対象となっているた
め精神障害者の利用はほとんどない。高齢精神障
害者の生活ニーズにあったサービスも必要であ
る。

そして介護保険の要介護認定において、認知症
と同じように精神症状の評価を上げることや、介
護支援専門員が行う居宅介護支の「認知症加算」
のように、精神疾患や知的障害を担当した場合の
加算があれば、介護保険サービスの利用につなが
るのではないかと思う。

7. おわりに
今まで精神病院に入院している長期入院の高齢

者が、大きな問題として取り上げられることは余
りなかったが、最近はテレビ番組にも取り上げら
れるようになってきた。精神疾患は5 大疾病に含
まれるようになり、少しずつ身近な病気になって
きている。

介護保険制度に取り入れられているケアマネジ
メントの手法は、精神障害者に必要なサービス
を調整して、地域生活を支援するために考えられ
た手法である。介護支援専門員が高齢精神障害者
との関わりを学び、経験を積むことで、通所介護
や訪問介護の職員の相談役となり、また精神科医
療との橋渡しの役割を果たすことができるのでは
ないかと思う。

約 100 年前にヨーロッパから帰国した精神科医
の呉秀三（1918）が、日本の私宅監禁の状況につ
いて「精神病者はこの病を受けた不幸のほかに、
この国に生まれた不幸も重なる」と著書に書い
ている。そして今なお高齢精神障害者が地域で生
活するには課題が多く難しい状況であるが、B 精
神保健福祉士は聞き取り調査の中で、「『退院しな
ければよかった』という人はいない」と言ってい
た。病院という空間は治療の場であり、生活の場
として作られたものではないので管理的にならざ
るを得ない。支援があれば、地域の中で生活でき
る高齢者は多い。精神疾患があってもできるだけ
地域の中で生活できるように、あきらめずに希望
をもっていくことが必要であると感じた。

本稿は、精神科病院の精神保健福祉士へ行っ
た聞き取り調査をもとに考察したものである。今
後は介護支援専門員、高齢者やその家族への調査
を行い、幅広く課題を検討する必要がある。
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Support for the elderly people with mental disorders in the 
community

－Roles of care manager and Issues on care service－

Yuko MATSUO
Department of Social Welfare, Toyama College of Welfare Science

Abstract
There are some issues for the elderly with mental disorders who live in the community. I interviewed 

to a psychiatric social worker at a hospital about the use situation of care services.
As a result, when the elderly with mental disorders live in the community they need care manager’s 

supports. And they have to pay more care services than medical care. That’s why they do not use care 
services even if it necessary.

I analyses two points of view. One is collaboration of psychiatric social workers and care managers. 
The other is issues of care services.

Keywords: elderly with mental disorders, community, care manager, care services
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障がい児施設実習における回避因子の高い看護学生の変化
－内的ワーキングモデル尺度と質問紙調査からの分析－

若瀬　淳子，村田　美代子，山元　恵子
富山福祉短期大学看護学科

（2014.9.26受稿，2014.10.31受理）

要旨
A 短期大学では、小児看護学実習を障がい児施設で展開している。日常の生活の中で障がい児（者）と

関わる体験の少ない学生たちは、実習を開始した当初、障がい児を理解できない不安や戸惑いを表してい
た。しかし、障がい児施設実習での学生の障がい児へのイメージ変化を分析した研究では、実習終了時に
は障がい児に対して、マイナスイメージからプラスイメージへと変化していた。この変化は、普段、人と
の関わりが消極的な学生にもみられた。本研究では、学生の変化の継続研究として、内的ワーキングモデ
ル尺度を用いた質問紙調査と、学生が実習中に関わった他者との交流で良かったと感じた点と悪かったと
感じた点についての内容を自由記載する質問紙調査を実施した。その中で、比較的他者との関わりに距離
をおき、他者からのサポートを求めない傾向があるとされる『回避因子』の高い学生に着眼し、学生の変
化とその要因について分析した。結果、回避因子の高い学生に、他者からのサポートを受け入れる姿勢の
変化がみられ、障がい児施設での学生のできる面を誉めて伸ばす指導や学生の考えの表出を待つことがで
きる指導方法がその要因となっていた。

キーワード：障がい児施設実習、内的ワーキングモデル、回避因子学生

1. はじめに
看護基礎教育では、少子化や入院期間の短縮

化、入院患児の重症化などにより、一般病院での
小児看護学実習施設の確保は困難な状況にある。
このことから、A 短期大学では平成 22 年より小
児看護学実習Ⅱを障がい児施設と小児科クリニッ
ク（外来）の実習を各 1 週間とし、1 単位 45 時
間の実習形態をとっている。日常の生活の中で障
がい児（者）と関わる体験の少ない学生たちは、
実習を開始した当初、障がい児を理解できない不
安や戸惑いを表していたが、障がい児施設実習前
後の学生の障がい児へのイメージ変化を分析した
若瀬（2012）の研究では、実習終了時には障がい
児に対して、マイナスイメージからプラスイメー
ジへと変化していた。現代は時代背景の変化に伴
い、自分の役割や存在価値が見出せず、社会にう
まく適応できない青年が増えている。日本全国の
15 歳以上 39 歳以下を対象におこなった内閣府の
調査（2010）では、人口の1.8％が引きこもり状
態にあるという調査結果が示されおり、大学にお
いても、心理・社会的不適応状態を呈する学生の
割合が急増している。菅原（2005）は、青年期の
心理学的要因が他者との信頼感の形成に関与し、
個人の対人関係やパーソナリティに反映している

と述べている。信頼感に影響を及ぼしている要因
として、内的ワーキングモデルと共感性があげら
れる。Ainsworth（1971）は、自分が愛される価
値があるという主観的確信からなる内的ワーキン
グモデルを構築し、これが、人が社会の中で様々
な危機を乗り越える核となると述べている。本研
究では、内的ワーキングモデルの類型ごとのスト
レス・コーピングの特徴を踏まえ、学生が実習中
に関わった他者との交流を通して感じた内容の記
載から、それぞれの類型に必要な教育的支援につ
いて検討する。その中でも特に、比較的他者との
関わりに距離をおき、他者からのサポートを求め
ない傾向があるとされる『回避因子』の高い学生
の変化に着眼し、学生が障がい児施設で受けた指
導内容や体験を分析し、学生の心理的側面を配慮
した効果的な教育の介入方法の一助とする。

用語の操作的定義
内的ワーキングモデル：Bowlby によって提唱

された愛着に関する表象モデルであり、乳幼児期
に形成される。内的ワーキングモデルは、一生
を通して比較的変化することなく持続する傾向に
あるとされる。しかし、内的ワーキングモデル
も、個人が自身の態度を意識することで、変化す
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る可能性も示唆されている。モデルのタイプは、
『安定型』『アンビバレント型』『回避型』『無秩
序型』に分類される。これらの分類ごとの特徴
が、他者との信頼感に及ぼす要因となり、人が社
会の中で様々な危機を乗り越える核になる。尚

『無秩序型』は、被虐待児や抑鬱などの感情障害
の養育者を持つ子どもに多く、特異的なモデルタ
イプであるため、今回の研究では、『無秩序型』
以外の3 分類の尺度を活用した。

2. 研究目的
対人関係に困難性をもつとされる回避因子の高

い学生の障がい児施設実習での変化とその要因を
分析し、心理的側面に配慮した効果的な教育の介
入方法の一助とする。

3. 研究方法
3.1　対象

本研究の趣旨に同意・協力を得たA 短期大学
看護学科 3 年次生 72 名

3.2　期間
平成 25 年 3 月（小児看護学実習Ⅱ開始日）～

平成 25 年 12 月（分析終了日）

3.3　データ収集
小児看護学実習Ⅱのオリエンテーション中に、

研究の趣旨・目的の説明後、質問調査用紙を配

布した。質問調査用紙は、各自が実習終了後に、
鍵付の回収箱に投函する形式とした。

3.4　分析方法
以下のプロセスで調査・分析を実施した。

１）  詫摩と戸田（1988）が作成した内的ワーキン
グモデル尺度を用いた質問紙調査と学生が実
習中に関わった他者との交流で良かったと感
じた点と悪かったと感じた点についての内容
を自由記載する質問紙調査を実施する。

２）  尺度を集計し、内的ワーキングモデルの類
型に分類する。

３）  類型の分類ごとで、尺度の因子が高い学生の
自由記載内容に着眼し、類型ごとの学びを深
める要因を比較しながら、回避因子の高い学
生の記載内容についての質的検討を実施す
る。

3.5　質問紙の概要
内的ワーキングモデル尺度を用いた質問内容

は、1 ～ 6 は、安定因子に関連する項目で、7 ～
13 は、アンビバレント因子に関する項目、14 ～
18 は、回避因子に関する項目で、全 18 項目で構
成されている。それぞれの項目の回答は、「そう
だと思う」5 点、「どちらかといえばそうだと思
う」4 点、「どちらともいえない」3 点、「どちら
かといえばちがうと思う」2 点、「ちがうと思う」
1 点の5 段階からなるリッカート方式とした。

表 1　内的ワーキングモデルを用いた質問紙

＊ 普段の生活の中で、個人を特定せず、一般の人と関わる時にあなたが感じる感情について、下記の項目ごとに最も
あてはまると感じる“ 思い” の枠内に○をつけて下さい。

質問内容

5：そうだと思う　4：どちらかといえばそうだと思う
3：どちらともいえない　2：どちらかといえばちがうと思う
1：ちがうと思う

5 4 3 2 1
１．  私は知り合いができやすい方だ
２．  私はすぐに人と親しくなる方だ
３．  私は人に好かれやすい性質だと思う
４．  たいていの人は私のことを好いてくれていると思う
５．  気軽に頼ったり頼られたりすることができる
６．  初めて会った人とでもうまくやっていける自信があ

る
７．  人は本当はいやいやながら私と親しくしてくれてい

るのではないかと思うことがある
８．  時々友達が、本当は私を好いてくれていないのでは

ないかとか、私と一緒にいたくないのではと心配に
なることがある

９．  自分を信用できないことがよくある
10．  あまり自分に自信がもてない方だ
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質問内容

5：そうだと思う　4：どちらかといえばそうだと思う
3：どちらともいえない　2：どちらかといえばちがうと思う
1：ちがうと思う

5 4 3 2 1
11．  私はいつも人と一緒にいたがるので、ときどき人か

ら疎まれてしまう
12．  ちょっとしたことで、すぐに自信をなくしてしまう
13．  人に頼るのは好きではない
14．  私は人に頼らなくても、自分一人で充分にうまく

やって行けると思う
15．  あまりにも親しくされたり、こちらが望む以上に親

しくなることを求められるとイライラしてしまう
16．  あまり人と親しくなるのは好きではない
17．  人は全面的には信用できないと思う
18．  どんなに親しい間柄であろうと、あまりなれなれし

い態度をとられると嫌になってしまう

3.6　倫理的配慮
対象となる学生に、小児看護学実習Ⅱ開始前

の実習オリエンテーションの中で、口頭で研究
の趣旨と目的および参加の自由性、匿名性の保持
について説明を行った。また、質問調査用紙の中
で同じ説明を文書化し、同意を得た上で質問紙に
回答するよう教示した。研究に協力しなくても成
績には影響しないこと、研究終了後はデータを破
棄することを伝え、研究への参加と結果の公表に
ついての同意を得た。尚、所属機関の倫理委員会
の承諾も得たうえでの実施とした。

4. 結果
質問紙の回収率は、対象学生 72 名中、55 名で

ある（有効回収率 76％）。尺度による分類の結果
と、分類ごとでの尺度の因子が高い（＋ 1SD）学
生の自由記載内容は以下のとおりである。
１）  『安定因子』については、最大値 28、最小値

6、平均値が18.60（SD5.02）で、－ 1SD 以
下の学生が8 名（うち－ 2SD 以下 4 名）、＋
1SD 以上の学生が6 名（うち＋ 2SD 以上 0

名）である。
実習中、『安定因子』が＋ 1SD の学生（6

名中、未記入者 1 名を除く5 名）の実習中悪
かったと感じた点の記載内容は、「児の言っ
ていることや伝えたいことがわからなかった
時は辛かった」「理解できないと諦めて、流
してしまうことがあった」「実習期間が短く、
児の情報収集が満足に行えなかった」「自分
達学生がいることで、児に緊張をあたえてし
まった」「食事の好き嫌いの多い児に対して、
食べれるようにどう促すか困った」である。
他者との関わりの場面で良かったと感じたこ
との内容については、「指導者が学生と真剣
に向き合って助言してくれた」「始めは、児
に声をかけても反応がみられなかったが、日
が経つにつれて、傍にいるだけで笑顔がみら
れたこと」「児が自分でできなかったことが、
私と関わった期間の中で少しずつできるよう
になり、児の成長が嬉しかった」などの記載
がある。

表 2. 内的ワーキング質問紙の集計
安定因子 アンビヴァレント因子 回避因子

最大値 28 32 20
最小値 6 10 5
平均値 18.60 22.20 13.10
SD 値 5.02 5.02 3.50

（小数点第 2 位　四捨五入）
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 表 3. 安定因子に着眼した学生の自由記載内容 N ＝ 14
安定因子
の結果 対象者 良かったと感じたこと（嬉しかった・勉強になった） 悪かったと感じたこと（辛かった・困った）

-1SD

① ・  児の心が温かかった。児との関わり方を学ぶことができた。
・  児の笑顔に自分も幸せな気持ちになった。

・  児に対し、自分の中で、受け止められにくい部
分があり、情けなかった。

②

・  グループメンバーが協力して、一丸となることができた。
・  指導者が少し、怖いこともあったが、教えようと懸命に

なってくれていることが感じられた。
・  障がい児が、自分の意思表示することが難しいと改めて考

えることができた。

・  実習施設が暑かったので、水分補給や冷房があ
ると良いと思った。

・  自動販売機や売店がなかったので不便だった。

③
・  児との関わり方や特徴などを、初日に看護師から教えても

らうことができ、看護師が話しやすい雰囲気で接してくれ
たので、翌日から質問しやすかった。

・特になし

④ ・  学生の記録を読んで、指導者が児の普段の生活の様子や性
格などについて積極的に教えていただき嬉しかった。

・特になし

-2SD

①

・  子どもと関わっている時に、子どもの特徴や看護師が子ど
もと関わっている中で喜ぶことを傍らに来て、実際にやっ
てみせてくれたことが嬉しかった。

・  最後に指導者から「よく頑張ってたね」と声をかけてもら
えた時は嬉しかった。

・  私のとらえ方の違いかもしれないが、最後に
「次の実習から、コミュニケーションをとること
意外にも目的を持てるといいね」と言われた時
は、目的を持っていたのに伝わっていなかった
と思い、少し悲しくなった。

②

・  受け持ち児との関わりで、児は言葉以外のジェスチャーで
主な訴えを伝えてきたが、それが理解できたときがうれし
かった。

・  受け持ち児が笑顔になったので、児の訴えをキャッチする
ことはとても大切だと感じた。

・特になし

③

・  児は、初めて会ったときは、私を見るだけだったが、関わ
るうちに児から触れてきてくれたり、抱きついてくれて、
また笑顔も見せてくれて嬉しかった。

・  コミュニケーションは、積極的に話しかけたりするばかり
でなく、児に合った関わりで接することが大切だと学んだ。

・  勉強不足を感じた。

④ ・  関わっていく中で、子どもに対して言葉かけをしたら、笑
顔を返してくれるようになった。

・  意思疎通が難しかった。

+1SD

①

・  児との関わりを通して、児に対して児は、できないと思っ
ていたことが、できるとわかった時や今まで、児が自分で
できなかったことが私と関わった期間の中で少しずつでき
るようになり、児の成長が嬉しかった。

・  始めは、児が何を伝えたいのかわからなかったが、少しず
つ理解できるようになった。

・  児の言っていることや伝えたいことがわからな
かった時は辛かった。

・  理解できないと諦めて、流してしまうことが
あった。

②

・  今まで、障がい児のイメージは持っていたが、具体的なこ
とはしらなかった。今回勉強になった。

・  障がい児が卒園後、どうなっていくかという視点で考える
ことが大切だと学んだ。

・  看護の視点や考えで児を見ていかなくてはいけないと感じ
た。

・  実習期間が短く、児の情報収集が満足に行えな
かった。

③ ・  始めは、児に声をかけても反応が見られなかったが、日が
経つにつれて、傍にいるだけで笑顔が見られたこと。

・  自分達（学生）がいることで、児に緊張をあた
えてしまった。

④ 未記入 未記入

⑤
・  児の成長を促すには、意図をもった関わり方をするという

ことが勉強になった。
・  児を誉めるいう１つの行為についても意図をもち、誉める

と児がどのように成長するか考える事が大切。

・  食事の好き嫌いの多い児に対して、食べられる
ようにどう促すか困った。

⑥ ・  指導者が学生と真剣に向き合って助言してくれた。 未記入

２）  『アンビバレント因子』は、最大値 32、最小
値 10、平均値が22.20（SD5.02）で、－ 1SD
以下の学生が13 名（うち－ 2SD 以下 2 名）、
＋ 1SD 以上の学生が6 名（うち＋ 2SD 以上
0 名）である。
『アンビバレント因子』が＋ 1SD の学生

（6 名 中、 未 記 入 者 1 名 を除 く5 名 ） の悪
かった点の記載内容は、「受け持ち児と上手
く関わりが持てなかった」「児が学校に行っ
ている時間が困った。」「児が重症児であった

ため、快・不快の表情が読み取りづらく大変
だった」「学生の実習グループで、1 人足並
みがそろわない学生がいて、はらはらした」
である。良かったと感じたことは、「看護師
以外に、PT・OT・ST から援助や訓練の目
的が説明されるのが理解しやすかった」「児
それぞれの特徴があり、それぞれに合った看
護が必要なことがわかった」などが記載され
ている。
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 表 4. アンビバレント因子に着眼した学生の自由記載内容 N ＝ 19
アンビバレント
因子の結果 対象者 良かったと感じたこと（嬉しかった・勉強になった） 悪かったと感じたこと（辛かった・困った）

-1SD

①

・  障がい児に対してのイメージは、怖いというイメージで
あったが、実習に行って、とても可愛く癒された。

・  今まで、指導者にあまり質問することができなかった。し
かし、調べて本当にわからないところをきくことで、相手
はきちんと答えてくれるということを知ることができた。

・  特になし

②
・  ST による訓練を初めて見学し、発達に合わせた問いかけ

や、児の反応
・  返答に関わる要求レベルなどを学べたことは、会話による

コミュニケーションスキルの向上に大変勉強になった。

・  3.5 日という実習期間の短さを理由にしたくな
いが、自分には、まだ児と関わる時間が足りな
かったと感じた。

③

・  受け持ち児との関わりの中で、自分のことを目で追ってく
れたり、自分に手を伸ばしたりと、自分のことや行為に対
し、認識してくれたことが嬉しかった。

・  指導者が、とても優しく、環境整備の目的や補助具の使用
方法や目的、個々の児の特徴など細かく説明していただ
き、さらに質問し易い雰囲気で対応してくれて人の温かさ
を感じることができた。

・  施設が支援学校と併設していて、保育士やリハビリの方な
ど様々なスタッフの方がいて、開放的な雰囲気でとても良
かった。

・  実習施設までが自宅から遠かったことが少し辛
かった。

④ ・  児が笑顔になり、会話することができて嬉しかった。 ・  児に一方的に話しかけていた。

⑤
・  看護師は、常に児が危険なことをしないように、目を離さ

ず、常に誰かが居るようにしていた。
・  安全を守るために看護師は行動するべきだと改めて知った。

・  最初、児が慣れるまで、関わり方が難しかった。

⑥ ・  初日にコミュニケーションを図ってもあまり反応が見られ
なかった児が、最終的には笑顔や発声がみられたこと。

・  指導者に目標を言うときに、「手短に」と言わ
れ、嫌な気持ちになった。

⑦

・  児は、初めて会ったときは、私を見るだけだったが、関わ
るうちに児から触れてきてくれたり、抱きついてくれて、
また笑顔も見せてくれて嬉しかった。

・  コミュニケーションは、積極的に離しかけたりするばかり
でなく、児に合った関わりで接することが大切だと学んだ。

・  勉強不足を感じた。

⑧ ・  始めは、児に声をかけても反応が見られなかったが、日が
経つにつれて、傍にいるだけで笑顔が見られたこと。

・  自分達（学生）がいることで、児に筋緊張をあ
たえてしまった。

⑨
・  児の成長を促すには、意図をもった関わり方をするという

ことが勉強になった。
・  児を誉めるいう１つの行為についても意図をもち、誉める

と児がどのように成長するか考える事が大切。

・  食事の好き嫌いの多い児に対して、食べれるよ
うにどう促すか困った。

⑩ ・学生と真剣に向き合って助言をくれた。 ・  特になし

⑪
・  児との関わり方や特徴などを、初日に看護師から教えても

らうことができ、看護師が話しやすい雰囲気で接してくれ
たので、翌日から質問しやすかった。

・  特になし

-2SD

①
・  言語的コミュニケーションが取れない児と関わり、児が

ジェスチャーや身振りで表現した内容を受けとれた事が嬉
しかった。

・  特になし

②

・  今まで、障がい児のイメージは持っていたが、具体的なこ
とはしらなかった。今回勉強になった。

・  障がい児が卒園後、どうなったいくかという視点で考える
ことが大切だと学んだ。

・  看護の視点や考えで児を見ていかなくてはいけないと感じ
た。

・  実習期間が短く、児の情報収集が満足に行えな
かった。

+1SD

① ・  受け持ち児との関わり。
・  受け持ち児が質問に答えてくれたことが嬉しかった。 ・  受け持ち児と上手く関わりが持てなかった。

② ・  児を理解できた時の喜び。 ・  児が学校に行っている間の時間が困った。
③ 未記入 未記入

④ ・  看護師の話以外に、PT・OT・ST から援助や訓練の目的
を説明されるのが理解しやすかった。 ・  特になし

⑤
・  児が夏休みで病棟にいたので、関わる場面が多くあり良

かった。
・  児、それぞれに特徴があり、それぞれに合った看護が必要

なことがわかった。

・  児が重症児であったため、快・不快の表情が読
み取りづらく大変だった。

⑥
・  他人の意見を納得し、受け入れることができた。
・  障がい児の夜間などの安全の確保について質問したら、
「障がいの有無に関係ないよ」と教えられた。

・  学生の実習グループで、まとまって頑張れたが、
１人足並みがそろわない学生がいて、はらはら
した。

３）『回避因子』では、最大値 20、最小値 5、平
均値が13.10（SD3.50）で､ － 1SD 以下の学
生が12 名（うち－ 2SD 以下 3 名）、＋ 1SD
以上の学生が6 名（うち＋ 2SD 以上 0 名）
である。
『回避因子』が＋ 1SD の学生（6 名中、未

記入者 1 名を除く5 名）の悪かった点の記載

内容は、「てんかん発作を見たときは、びっ
くりして、どうしたらいいのかと困った」

「児に対し、自分の中で受け止められにくい
部分があり情けなかった」であり、困った
ことが特にないと回答した学生が、5 名中 3
名もいる。一方、良かったと感じたことは、

「児の心が温かかった」「指導者が親切で色々
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なことを教えてくれた」「表情や顔色、発声
の小さな変化を見ていくことが必要であると
指導者に教えていただき勉強になった」「指
導者から、（受け持ち児が）こんな笑顔がつ

くれるのねと言われたとき、受け持ち児の別
の顔を引き出せたのではないかと思い嬉し
かった」などの記載がある。

 表 5. 回避因子に着眼した学生の自由記載内容 N ＝ 18
回避因子
の結果 対象者 良かったと感じたこと（嬉しかった・勉強になった） 悪かったと感じたこと（辛かった・困った）

-1SD

①
・  障がい児に対するケアで危険な状況がないか観察し、危険

回避するための方法や発達段階や特徴などを知ることがで
き、児との関わりを通し学ぶことができた。

・  特になし

②

・  受け持ち児のことを待っている間、他の児が話しかけてく
れた。また、他の児と関わるきっかけをその児がつくって
くれて、嬉しかった。

・  指導者に助言をもらうとき、１つの質問に対して多くの助
言をしていただいた。日常の看護や社会支援まで、目には
見えないが日々気をつけていることなど幅広く助言をもら
い、非常に勉強になった。

・  児が学校に行っている間、情報収集や見学する
ことがないときの行動に困った。

・  デイルームに子どもが多くいたにもかかわらず、
ただ立って過ごす時間が辛かった。一人ひとり
の児の疾患も把握していなかったので、関わり
での注意点なども分からなかった。

③

・  最後に、児が抱きついてきてくれた。
・  児には理由を持って行っている行動があり、それを受け止

めることが大切と学んだ。児の「お願い」などの仕草も理
解できるようになり、児と関係を築くことができるように
なった。

・  児が他の児の方へ行ってしまうことが多かった。

④

・  日を重ねるごとに、児が私のことを覚えてくれて声をかけ
ると笑顔を見せてくれることが嬉しかった。また、自分の
声かけに答えてくれることも嬉しかった。

・  障がいを持っている子どもの関わり方が、初めわからず戸
惑うことがあったが、いろんなおもちゃを使ったり、タッ
チングや声かけすることで児は答えてくれると学んだ。素
直な気持ちで接することも大切だと思った。

・  児の着脱のとき、戸惑ってしまい、児に寒い思
いをさせてしまった。時間がかかり、申し訳な
い気持ちになった。

⑤

・  児との関わりを通して、児に対して児は、できないと思っ
ていたことが、できるとわかった時や今まで、児が自分で
できなかったことが私と関わった期間の中で少しずつでき
るようになり、児の成長が嬉しかった。

・  始めは、児が何を伝えたいのかわからなかったが、少しず
つ理解できるようになった。

・  児の言っていることや伝えたいことがわからな
かった時は辛かった。

・  理解できないと諦めて、流してしまうことが
あった。

⑥ ・  指導者が学生と真剣に向き合って助言してくれた。 未記入

⑦
・  ST による訓練を初めて見学し、発達に合わせた問いかけ

や、児の反応・返答に関わる要求レベルなどを学べたこと
は、会話によるコミュニケーションスキルの向上に大変勉
強になった。

・  3.5 日という実習期間の短さを理由にしたくな
いが、自分には、まだ児と関わる時間が足りな
かったと感じた。

⑧
・  看護師は、常に児が危険なことをしないように、目を離さ

ず、常に誰かが居るようにしていた。
・  安全を守るために看護師は行動するべきだと改めて知った。

・  最初、児が慣れるまで、関わり方が難しかった。

⑨ 未記入 未記入

-2SD

① ・  いつも無表情の児が、関わり刺激で笑顔がみられたとき。 ・  コミュニケーションのとり方に戸惑いがあった。

②

・  児が腹臥位になって、リラックスしているところや、補助
具の活用により首を安定させているなど、ポジショニング
の実際を見学することができた。

・  実習前にDVD 学習をみることで、障がい児のイメージが
つきやすかった。

・  3.5 日の実習期間で、児との信頼関係を結ぶこと
は大変なことで、児に緊張感や恐怖感を与えた
可能性がある。

・  信頼関係が十分に築けないまま実習を終えてし
まったような気がする。また、児の情報を把握
するのは大変だった。

③ ・  児が笑顔になり、会話することができて嬉しかった。 ・  児に一方的に話しかけていた。

+1SD

①

・  絵本を読んであげた時、笑顔を見せてくれたこと。
・  なかなか感情の表出がなく、喜んでくれているのかわから

なかったが、指導者から「こんな笑顔つくれるのね」と言
われたときは、受け持ち児の別の顔を引き出せたのではな
いかと思い嬉しかった。

・  てんかん発作がおきやすい児だと聞いていたが、
実際に発作を見たときは、びっくりして、どう
したらいいのかと困ってしまった。

② ・  指導者が、親切で色々なことを教えてくれた。 ・  特になし

③
・  会話でのコミュニケーションが困難な児にジェスチャーを

用いて、意思疎通ができたとき、嬉しかった。
・  講義で学んだプレパーレーションを実施することができ

た。
・  特になし

④

・  障がい児との関わり方について、コミュニケーションがと
れない児の場合、その児の興味や関心のある物やことで関
わっていくといいと学ぶことができた。

・  表情や顔色、発声の小さな変化を見ていくことが必要であ
ると指導者に教えていただき、勉強になった。

・  環境整備は、児の生活していく上で、安全、安楽に過ごす
ために必要であり、また、児の将来のことを考えて援助が
必要であると分かった。

・  特になし

⑤ ・  児の心が温かかった。児との関わり方を学ぶことができた。
児の笑顔に自分も幸せな気持ちになった。

・  児に対し、自分の中で、受け止められにくい部
分があり、情けなかった。

⑥ 未記入 未記入
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5. 考察
内的ワーキングモデルが愛着に関する表象モデ

ルであることは、先に述べた。Hazan & Shaver
（1987）による成人期の愛着スタイルによると、
安定型は、「誰かと割りと簡単に親しくなれるし、
その人達に頼ったり、その人達から頼られるのが
好きである。そして、誰かに見捨てられるような
気持ちや誰かと親しくなりすぎることを気にか
けることがない」。アンビバレント型は、「相手
が、本当は自分と一緒にいたくないのではないか
と心配になる。自分が望むほど皆は私と親しくな
りたくないのではと思い、人と一緒にいたいけ
ど、時々人を遠ざけてしまう」。回避型は、「誰か
と親しくなるのはあまり好きではない。誰かを
完全に信じたり、頼ったりするのは苦手である」
という特徴を示している。この特徴と関連して、
Mikulincer & Florian（1998）の研究では、愛着
スタイルによるストレス・コーピングの相違につ
いて述べている。

今回、3 類型の分類ごとで、尺度の因子が高い
（＋ 1SD）学生の実習中の他者との関わり場面で
良かったと感じた点と悪かったと感じた点の内容
に着眼し、類型ごとの内容の比較をおこなった。
以下に、一般的な愛着スタイルによるストレス・
コーピングの特徴と比較しながら、本研究での結
果を分析し、内的ワーキングモデルの類型ごとの
教育的介入について考察する。

5.1　安定因子の高い学生への教育的介入
Mikulincer & Florian（1998）によると、安定

型の愛着スタイルの人は、「ストレスに対し脅威
を低く評価するとともに、ストレスに対し他者か
らのサポートを探そうとする」と示されている。
本研究においても、安定因子の高い学生は、実習
を通しての体験を総合的に捉えて良かったと感じ
た感情について記載されていた。実習中に自ら積
極的に児との関わりを持つ体験を増やし、そこか
ら理解できたことや学んだことを良かったことと
感じている。また、悪かったと感じたことも、自
己洞察し、自分が相手に与える影響について気づ
くことができており、自身の状況を把握し、指導
者に助言をもらう行動がとれていた。このことか
ら安定因子の高い学生には、他者と関わる機会を
積極的に設定し、学生自身が主体的に行動できる
場面を提供していくことが必要と考えられる。

5.2　アンビバレント因子の高い学生への教育的
介入

一方、アンビバレント型の人は、「自分のネガ
ティブな感情に焦点を当てやすく上手くストレス
に対応できない」とされている。学生の自由記
載内容でも、アンビバレント因子が高い学生は、
自分が悪かったと感じたネガティブな感情の要因
を自身でなく、他者におく傾向があった。アンビ
バレント因子の高い学生への指導方法としては、
学生が他者との関わりからネガティブな感情を抱
いた場面を学生とともに振り返り、『何故、そう
感じたのかな』『その時の自分の行動はどうだっ
たかな』と発問し、学生自身が自己洞察でき、自
分自身の今後の改善点を見出すことに焦点をおい
た教育的介入が必要と考えられる。

5.3　回避因子の高い学生への教育的介入
回避型の人は、「脅威のある状況から距離をお

き、他者からのサポートや援助をあまり求めない
傾向がある」ことが報告されている。今回の調
査結果においても、同様の傾向がみられた。回避
因子が高い学生については、実習中の他者との交
流で悪かったと感じた内容の記載が少ないことか
ら、他者との関わりを持つ機会自体が少なく、他
者からの支援の必要性を自分から、求めない傾向
があったと考えられる。しかし、良かったと感じ
たことについては、一般論と異なる結果が得られ
た。相手から自分に関わってくれた行為に対して
は、嬉しい気持ちを抱いており、自分から関わり
をもち行動を起こすことは難しいが、相手から自
分を受け入れてもらえる関わりは求めている。

金政（2005）の青年期の感情調節と愛着スタ
イルとの関係研究でも、安定型の愛着スタイルを
持つ者は、ストレス時に他者にサポートを求めや
すく、建設的な反応を表しやすい。アンビバレン
ト型の場合は、対人関係への不安が高く、対人関
係の問題にも焦繰感を感じ、解決を先送りにする
ことができないと報告されている。そして、回避
型では、自分の感情を他者に読まれたくない場合
に、自己のネガティブな感情とポジティブな感情
を意識的に統制する能力が認められ、ストレス時
において、他者に適切なサポートを求めにくく、
葛藤時に建設的でない反応を示しやすいことが明
らかにされている。一般的に臨地実習に臨む学生
は、知識や体験不足、実習施設での慣れない環境
や初めて出会う患者や職員への過度な緊張などか
ら、実習への負担を感じる場合が多い。しかし、
A 短期大学での今までの障がい児施設実習では、
初日は戸惑う学生が多いが、実習終了時には、ほ
とんどの学生が実習の達成感を述べ、自己評価を
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高くもつ学生が多かった。今回の研究でも他者と
の距離をおき、サポートを求め難い回避因子が高
い学生が、児や指導者との関わりについて、嬉し
い気持ちを抱いている。これは、障がい児施設の
看護師の学生に対する支援方法に要因があるとも
考えられる。

乳幼児期に形成された内的ワーキングモデル
は、個人の生き方や行動に大きく影響を与える。
そして、一生を通して比較的変化することなく持
続する傾向にあるとされる。しかし、決して不可
逆的なものではなく、個人の内的ワーキングモデ
ルの態度を変化させることで、結果的に乳幼児期
に構築した愛着のスタイルを変化・成長させる可
能性がある。愛着を成長させる関わりとして、生
きる力の基盤に自己肯定感を置く枠組みがある。
自己肯定感とは、自己の存在感、すなわち、他者
と代わることのできない、かけがえのない存在と
して、ありのままの自分を自覚することである。
また、自己の有能感や効力感、自信や充実感、他
者からの肯定評価や承認、あるいは他者と比較し
自分自身に値打ちがあると感じることなども含ま
れる（深谷、2001）。障がい児を対象とした看護
には、児の障がいを個性と捉え、児のできること
に着眼しながら児の成長・発達を促す関わりが大
切にされている。障がい児施設の看護師の特徴と
して、対象を多面的に捉え、対象のやる気を引き

出す関わり方の技が日頃の看護ケアを通して身に
ついていると感じる。対象のやる気を引き出すた
めには、時間をかけ待つことも大切な支援方法だ
と理解されている。その看護観は、学生への実習
指導の態度や姿勢にも反映されており、学生ので
きる面を誉めて伸ばす指導や学生の考えの表出を
待つことができる指導につながっている。そして、
学生自身もそのことを体験的に感じている。障が
い児施設での実習は、人との関わり体験の学習機
会となり、内的ワーキングモデルの回避型の学生
にも、学生の心理面に焦点をあてた指導の介入と
して効果があったと推察できる。

6. 研究の限界と今後の展望
今回の研究は、内的ワーキングモデルの3 類型

ごとの学生の記述内容を検討したため、母体数が
少ない結果となった。今後もデーターを縦断的に
捉えていくことが課題である。また、今後の関連
研究として、障がい児施設の看護師を対象に看護
観や学生指導観についての調査研究を行い内容分
析を行うこと、そして、信頼感に影響を及ぼして
いる要因として、内的ワーキングモデル以外にあ
げた共感性についての研究を行うことで、学生と
指導者間の共感的な関わりが意味づけられ、効果
的な学習を行うための教育的介入方法が明らかに
なると期待できる。

図１　回避型の学生の姿勢の変化

幼児期に構築した回避型の学生の内的ワーキングモデル
（人との関わりに距離をおく）

回避型の学生の内的ワーキングモデルの変化
（他者からサポートを受け入れる姿勢）

他
者
へ
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7. 結論
障がい児施設実習での学生のできる面を誉めて

伸ばす指導や学生の考えの表出を待つことができ
る指導方法は、自己肯定感が低く、人との関わり
に距離をおく傾向がある回避因子の高い学生へ
の自信や有能感に焦点をおいた支援につながって
いた。結果、回避因子の高い学生に、他者からの
サポートを受け入れる姿勢の変化がみられ、学生
の心理面に焦点をあてた指導の介入方法の一助と
なった。
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Change of a nursing student having high evasion factor in the 
child with a disability facilities training

－Analysis from internal working model measure and question 
paper investigation－

Junko Wakase, Miyoko Murata, KeikoYamamoto
Department of Nursing, Toyama College of Welfare Science

Abstract
Pediatric nursing practice in disability facilities is conducted by A college. The practice appears to 

have the student evasion or anxious due to the less experience to understand disabled children at the 
beginning. However, the result on the analysis by the research regarding the change of image for the 
student in disability facilities showed that the students have changed image from negative to positive 
image. The change was shown even for the student who was not positive to have communication with 
other people. In this research, a questionnaire survey by the internal working model measurement 
and the other by free writing through the communication with other persons in the practice had been 
implemented. The research was focused on the student who had the trend that they would not intend 
to have relationship and not require the support with other persons. The change and the factor on these 
students were tried to be analyzed.

Keywords: children with disabilities practice facility, internal working model, avoidance factor student
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□ 20． 投稿論文は次の順で並べ，一つのファイル（「論文ファイル」とする）にまとめている

□ １）
１頁目に和文の論文題目、著者名、所属、要約、和文キーワード、英文の論文題目、著
者名、所属、要約、英文キー  ワードを記載する。

□ ２）
２頁目に和文の論文題目、要約、和文キーワード、英文の論文題目、要約、英文キーワー
ドを記載する。

□ ３） ３頁目以降に本文、謝辞、引用文献、表（Table）、図（Figure）の順に記載する。

□ ４） 表（Table）、図（Figure）は１頁につき１点とする。

□ ５） 下余白中央に頁番号を挿入する。

□ ６） ２頁目以降には、氏名、所属など投稿者を特定できる事項を記載しない。

□ ７）
原著論文に関しては、序（あるいは問題など）、方法、結果、考察の見出しを立て構成さ
れている。考察の後に必要であれば、結論を加えてもよい。

□ 21．
第２頁および和文要約，英文要約は氏名，所属など投稿者が特定できるような事項が取
り外してある
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